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-・・園、
請
求
書
を
御
提
出
に
な
る

加
入
者
各
位
ヘ

-、
¥ 

「
請
求
書
の
用
紙
一
名
義
援
一史
請
求
書
設
置
場
所
織
を
史
詩

求
書
用
紙
共
の
他
請
求
書
式
目
次
中
※
印
の
分
は
便
宜
営

局
で
印
刷
し
た
用
紙
を
差
上
げ
ま
す
、
共
の
他
の
用
紙
は

営
局
に
は
用
意
し
て
あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
所
定
の
書
式
(
本

簿
掲
載
)
に
依
て
御
認
め
の
上
加
入
諜
へ
御
提
出
下
さ
い
、

用
紙
は
牛
紙
判
の
物
を
御
使
用
下
さ
る
様
願
ひ
ま
す
、
用

紙
は
可
成
一
件
一
枚
と
し
三
加
入
の
名
義
復
更
に
は
三

枚
、
四
加
入
の
設
置
場
所
獲
更
に
は
四
枚
の
請
求
書
と
一
疋

ふ
工
合
忙
御
出
し
下
さ
い
。

名
義
援
一侠
と
同
時
に
機
械
設
置
場
所
の
鑓
更
を
要
す
る
場

合
は
、
名
義
俊
更
と
場
所
揃
変
更
の
請
求
書
を
各
別
に
御
出

し
下
さ
い
。

設
置
場
所
鍵
更
請
求
は
少
し
早
自
に
請
求
書
が
出

て
も
夫
々
準
備
が
あ
る
事
で
直
に
工
事
に
は
著
手
は
出
来

ま
せ
ん
、
殊
に
特
別
加
入
区
域
は
接
縦
料
を
調
査
し
共
の

納
付
を
倹
っ
て
工
事
を
す
る
事
に
た
り
ま
す
し
、
加
入
区

域
外
へ
の
移
縛
は
遮
信
局
長
の
許
可
を
要
す
る
次
第
で
す

か
ら
開
通
す
る
ま
で
に
は
相
営
日
子
を
要
し
ま
す
。

普
通
加
入
院
域
内
で
も
十
日
間
位
は
か
L

る
の
で
す
か
ら

移
締
請
求
を
な
さ
る
方
は
強
め
共
日
数
を
見
込
ん
で
請
求

書
を
御
提
出
下
さ
い
。
さ
も
・
な
い
と
引
越
し
丈
け
は
し
た

が
電
話
機
は
移
特
出
来
ぬ
と
云
ふ
不
便
左
事
に
た
り
ま

す。
請
求
書
の
記
載
方

字
撃
は
正
し
く
書
い
て
下
さ
い
殊

比
加
入
者
の
氏
名
は
正
確
に
戸
籍
簿
と
相
違
た
い
文
字
を

使
用
し
振
仮
名
を
付
け
て
下
さ
い
、
さ
も
な
い
と
後
日
名

.義
援
更
又
は
名
義
縫
承
の
場
合
、
容
易
に
手
績
が
出
来
な

い
場
合
を
生
宇
る
と
と
が
あ
り
沿
互
に
迷
.
惑
す
る
事
が
あ

り
ま
す
。

機
械
設
捷
場
所
が
他
人
所
有
の
家
屋
の
場
合
は
、
家
屋
所

有
者
の
承
諾
蓄
を
、
他
人
の
庭
に
機
械
を
設
置
す
る
場
合

で
あ
れ
ば
何
某
方
の
文
字
を
決
ら
さ
ぬ
桜
に
頗
ひ
ま
す
。

一
印
鑑
と
印
鑑
設
明
一
加
入
名
義
援
一
史
の
場
合
は
必
宇
部
制

名
義
人
の
印
鑑
詮
明
書
を
、
叉
印
章
を
持
っ
て
窓
阿
に
御

出
に
な
ら
た
い
場
合
は
印
鑑
紙
が
必
要
で
す
。
改
印
胞
の

場
合
も
同
様
で
す
、
奮
名
義
人
も
印
鑑
澄
明
書
を
必
要
と

す
る
場
合
が
あ
り
ま
ず
か
ら

n
震
災
後
名
義
被
更
を
し
た

琴

軍事

加
入
者
は
要
り
ま
せ
ん
)
可
成
添
付
さ
れ
る
方
が
よ
ろ
し

い
で
す
、
新
名
義
人
の
印
鑑
紙
は
宙
局
原
簿
整
問
上
必
要

・
な
の
で
す
か
ら
加
入
電
話

ω筒
数
丈
け
(
改
印
腐
の
場
合

も
同
じ
で
す
)
御
提
出
下
さ
い
。

各
績
請
求
書
に
御
使
用
の
印
章
は
必
十
議
て
届
出
で
あ
る

も
の
を
鮮
明
に
押
し
て
下
さ
い
。

加
入
申
込
と
名
義
愛
更
一
加
入
申
込
及
名
義
務
更
の
場

合
は
前
項
掲
載
の
通
り
新
名
義
人
の
印
鑑
詮
明
書
が
必
要

で
す
し
、
法
人
の
場
合
は
更
に
代
表
者
の
資
格
詮
明
書
が

必
要
で
す
、
加
入
申
込
又
は
名
義
援
更
の
と
き
は
際
昧
な

加
入
名
義
で
申
込
み
叉
は
名
義
渡
更
を
す
る
と
後
日
色
々

の
問
題
で
思
は
ぬ
迷
惑
を
受
け
る
事
が
あ
り
ま
す
。

同
同
同
陳
情
体
同
除
附
榊
除
同
開
問
一
名
義
一波
一
史
の

場
合
、
新
名
義
人
は
沓
名
義
人
の
機
利
義
務
一
切
を
縫
承

す
る
も
の
で
す
か
ら
、
自
然
醤
名
義
人
の
納
付
す
べ
き
電

話
料
金
を
も
引
受
け
る
事
に
左
る
の
で
す
、
名
義
援
更
を

し
た
電
話
に
滞
納
料
金
の
あ
る
場
合
は
、
夫
れ
も
引
受
け

左
け
れ
ば
左
り
ま
せ
ん
か
ら
、
名
義
凌
更
請
求
の
際
は
、

滞
納
叉
は
納
付
を
要
す
る
料
金
が
い
く
ら
位
あ
る
か
と
一
五

ふ
事
も
、
考
慮
の
中
に
入
れ
て
置
い
て
戴
か
ね
ば
左
り
ま

せ
ん
。

他
人
名
義
又
は
重
複
掲
載
請
求
の
あ
る
電
話
の
名
義
務
更

の
場
合
、
共
掲
載
請
求
を
取
消
さ
ぬ
限
り
は
次
期
の
番
銃

簿
に
掲
載
せ
ら
れ
ま
ず
か
ら
、
有
料
掲
載
請
求
の
有
無
を

.
名
義
輝
更
の
際
、
奮
名
義
人
其
の
他
に
就
き
ょ
く
御
碓
め

の
上
不
必
要
の
も
の
は
取
消
請
求
を
演
さ
ね
様
御
注
意
下

さ
い
、
取
消
請
求
が
友
い
と
必
要
の
友
い
呑
競
簿
掲
載
に

封
し
料
金
丈
け
は
納
付
し
怠
け
れ
ば
友
ら
ぬ
様
左
事
に
な

り
ま
す
。

設
備
廃
止
掲
載
請
求
寂
消
等
加
入
取
消
、
増
設
機

械
の
撤
去
、
長
距
離
駿
止
、
卓
上
機
を
普
通
機
に
掛
変
更
、

官
路
用
又
は
私
設
電
誌
の
接
続
駿
止
等
の
場
合
は
六
月
、

九
月
、
十
二
月
、
三
月
の
末
日
か
ら
十
五
日
前
に
、
其
の

撤
駿
請
求
書
を
差
出
さ
ぬ
と
事
資
機
械
は
な
く
と
も
、
次

期
の
料
金
を
徴
牧
さ
れ
ま
す
。

者
統
簿
の
他
人
名
義
、
重
複
掲
載
を
取
消
す
に
は
三
月
十

六
日
ま
で
に
其
の
請
求
書
を
出
さ
ぬ
と
次
年
度
分
の
料
金

を
徴
牧
さ
れ
ま
す
。

高

川

間

間

同

岡

附

四

回

区

割

整

理

の

進

行

に

伴

て
今
後
町
名
番
地
の
媛
更
等
が
津
山
あ
る
事
と
存
じ
ま
す

が
其
の
場
合
は
速
か
に
式
に
依
り
御J

届
下
さ
い
。
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毒.

境事

司
氏
名
、
皆
、
住
所
警
届
」
氏
名
叉
は
印
章
を
改

め
ら
れ
た
と
き
、
或
は
住
所
(
機
械
設
置
場
所
で
は
あ
り

ま
せ
ん
)
を
費
更
さ
れ
た
と
き
は
速
か
に
所
定
の
式
に
よ

り
御
厨
け
下
さ
い
。

ぽ
鴎
陪
同
開
」
料
金
納
付
に
使
用
す
る
郵
便
切
手
は

可
成
萱
圏
、
五
圏
、
拾
園
等
の
高
額
切
手
を
御
使
用
下
さ

い
、
営
局
窓
口
で
費
捌
い
て
居
り
ま
ず
か
ら
請
求
書
御
提

出
の
際
御
購
入
に
在
れ
ば
態
々
市
中
等
で
購
入
の
手
績
を

-
左
さ
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
、
倫
共
の
切
手
に
割
印
た
ど
す

る
と
無
数
で
す
か
ら
御
注
意
下
さ
い
、
叉
電
話
料
金
に
使

用
す
る
の
は
「
郵
便
切
手
」
で
「
牧
入
印
紙
」
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

正
際
問
同
怜
一
請
求
書
の
書
き
方
ゃ
、
共
の
他
の

手
続
不
明
の
と
き
は
一
般
執
務
時
間
中
怠
れ
ば
、
御
遠
慮

¥
包
括
丸
ノ
内
的

O
四
一
二
例
麹
町
医
大
/

た
く
A
Y

同

局

加

入

品

「

(

}

，

F

手
町
所
在
市
電
丸
ノ
内
一
丁
目
省
線
束
、

J

京

蹄

下

車

、

に
御
間
合
下
さ
い
。

耳

障

問

陸

国

出

陣

一

各

種

請

求

書

式

は

別

四
測
に
示
し
て
あ
り
ま
す
が
、
請
求
の
種
類
に
依
て
提
出
を

要
す
る
書
類
の
大
鰭
を
一
示
す
と
次
の
様
た
も
の
で
あ
り
ま

す
、
ム
印
の
書
式
は
提
出
を
要
す
る
場
合
と
要
し
-
泣
い
場

合
と
あ
り
ま
ず
か
ら
夫
れ
は
各
書
式
の
注
意
事
項
を
御
覧

下
さ
い
。

上

}}IJ 

提
出
を
要
ナ
る

書

式

容

貌

筒

求

種
類
の
大
別

来!日

同

加

入

申

込
F 占白』ー-人ーーーー一、

(ノ、〉くロ)(イ〉

と漣る共と単
き接と同き濁
加 き 線 1JO 
入加入
の入の
巾の申
込申込
を 込 を
ナをナ
るずる

:::: - A 

ーミて四
A A 

四四

:Ji 

山
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揚
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穂
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の
如
宏
、
A

悶

名
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重警

東
〆由__.__ー刷、
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死
亡
の
場
合
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夏加
入
種
類
艶

くロ)(イ〉

に共に取
同 溺
線 加
加 入
入を
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車 問
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刻加
入 入

五五

取移電
t 消車事詩

侍及機
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二、

各
種
請
求
書
式
目
次

¥
※
叩
の
用
紙
は
加
入
J

f
課
で
差
上
げ
ま
す
¥

見。

~ 

種

一
、
加
入
申
込
書

一
、
共
同
線
加
入
相
手
方
選
様
替

一
、
本
・加
入
者
承
諾
啓

一
、
家
屋
所
有
者
承
諾
書

一
、
電
話
加
入
種
相
務
更
請
求
沓

一
、
加
入
ハ
加
入
市
、必
〉
取
消
請
求
書

一
、
加
入
登
記
料
ハ
機
械
移
特
料
等
〉
還
付
請
求
書

一
、
共
同
線
加
入
通
話
継
続
請
求
菩

一
、
電
話
加
入
名
義
渡
更
荷
求
普

一
、
電
話
加
入
(
申
込
〉
縫
承
請
求
書

一
、
電
話
機
設
置
場
所
制
使
更
諦
求
書

一
、
同
一
邸
宅
緋
内
電
話
機
設
置
場
所
援
更

請
求
替

一
、
附
随
品
位
置
艶
更
諦
求
書

一
、
機
械
喝
時
撤
去
荷
求
書

一
、
電
話
機
械
設
置
場
所
務
更
ハ
其
他
〉
諦
求

取
消
諦
求
書

一
、
工
事
延
期
諦
求
書

]
、
移
帥
判
請
求
中
の
電
話
機
取
外
諦
求
書

一
、
電
話
機
械
取
付
請
求
書

一
、
長
距
離
官
話
沼
話
諦
求
書

]
、
長
距
離
・包
括
油
話
機
止
荷
求
書

て
本
電
話
機
穂
別
務
夏
樹
求
書

一
、
叩
純
ハ
乙
種
〉
増
設
電
話
機
市
諮
問
心引い

]
、
乙
積
噌
設
電
話
機
荷
求
書

]
、
二
加
入
共
通
乙
純
噌
段
電
話
機
請
求
書

て
わ
や
閥
制
服
揃
誠
一
(
お
一
ふ
れ
目
立

占
、
乙
種
崎
投
電
話
機
「一
一
加
入
夫
必
ノ
モ
ノ
J

』
装
置
艶
夏
請
求
書

f

テ智ス

2:

]
、
電
鈴
(
受
話
機
〉
増
設
諦
求
書

一
、
帯
設
機
械
撤
去
荷
求
書

.一
、
帯
設
電
話
機
種
別
捜
更
諦
求
書

4

、
官
路
用
ハ
私
設
)
〈
市
内
事
期
〉
電
話
機
接

純
申
請
議

一
、
官
版
川
ハ
私
設
〉
ハ
乙
種
増
設
)
ハ
市
内
事
用
〉

電
話
工
事
竣
工
屑

]
、
官
艇
用
ハ
私
設
〉
ハ
乙
種
噌
設
)
ハ
市
内
専
用
〉

電
話
接
純
駿
止
屑

一
、
電
話
機
械
類
供
給
申
請
沓

】
、
電
話
番
波
禅
掲
載
諦
求
書

て
他
人
名
義
掲
載
締
求
書

吋
、
電
線
掲
載
諦
求
書

]
、
ハ
甲
種
帯
設
U

電
話
番
説
樽
掲
載
諦
求
苗

書

式

番

強

接
的

m
一
蹴
替
式

第

二

都

蕃

式

第

三

鋭

替

式

※
第
四
説
書
式

第

五

統

書

式

第

六

披

詩

式

第

七

説

書

式

第

八

鍛

菩

式

※
第
九
鋭
書
式

※
第
一

O
銃
替
式

※
第
一
一
統
一首
式

※
第
一
二
披
書
式

※
第
一
三
披
書
式

※
第
一
四
就
沓
式

※
第
一
五
観
音
式

第
一
穴
統
書
式

※
第
一
七
波
書
式

液
第
一
八
披
書
式

第
一
九
競
蕃
式

※
第
一
二
鋭
普
式

※
第
二
二
銃
書
式

第
二
三
披
書
式

※
第
二
四
銃
笹
式

第
二
五
説
書
式

第
二
穴
鋭
昔
式

第
二
七
披
書
式

第
二
八
統
書
式

※
第
二
九
披
書
式

第
三

O
波
書
式

第
三
一
一
蹴
番
式

第
三
二
披
書
式

第
三
三
触
書
式

第
三
四
披
書
式

※
第
三
五
披
諮
式

後
第
三
六
披
聾
式

※
第
三
七
漉
嘗
式

第
三
八
鉱
書
式

一
、
ハ
噌
設
官
鼠
用
各
私
設
世
話
機
〉
電
話
番

披
簿
掲
載
請
求
書

一
、
電
話
番
就
縛
掲
載
省
略
請
求
書

一
、
電
新
番
蹴
簿
掲
載
方
饗
更
時
間
求
語

一
、
世
話
番
強
鱒
掲
載
方
以
抑
制
求
詰

一
、
設
信
専
用
筒
求
書

一
、
代
表
番
銃
取
扱
方
諦
求
聾

一
、
改
'印
絹

一
、
印
鍛
属

一
、
住
所
脱
出
夏
屑

一
、
肩
書
也
知
厨

一
、
肩
書
嬰
更
届

・

一
、
肩
審
削
除
屑

て
町
名
帯
地
強
更
周

一
、
改
姓
名
(
改
稿
)
周

一
、
氏
名
訂
正
願

一
、
代
表
者
務
更
届

一
、
親
継
者
ハ
後
見
人
〉
遮
加
周

一
、
親
継
者
(
後
見
人
〉
併
除
屑

一
、
合
駐
解
散
屑

容
貌
選
定
挫
衣
諾
叶
官

一
、
共
同
紙
ハ
謹
按
〉
加
入
料
金
合
同
計
算
;

一
、
電
話
度
数
料
金
納
付
責
任
者
絹

一
、
電
話
加
入
区
域
外
加
入
巾
訴
審

一
、
承
諾
書

一
、
電
話
線
路
建
設
工
事
委
託
皆

一
、
加
入
区
域
外
工
事
材
料
購
買
委
託
・
菅

一
、
市
川
灯
油
話
専
用
電
話
使
用
ハ
艶
吏
〉
顕

一
、
承
諾
書

一
、
市
外
通
商
事
用
電
話
承
鱗
屑

一
、
市
外
油
商
事
用
電
話
使
間
駿
止
屑

一
、
電
話
度
数
料
金
粧
減
市
前
書

y
v
w
e
O令市
4
・A

，，~，也、，

'.裏書 1 r 

(J.) _. 

明
市
『

第
三
九
披
醤
式

※
第
四

O
鋭
書
式

第
凶
一
一
概
普
式

第
四
二
獄
替
式

第
四
三
披
替
式

第
四
凶
秘
書
式

※
第
四
五
掛
替
式

第
四
六
披
書
式

※
第
凶
七
披
昔
式

※
第
四
七
抗
ノ
}

※
第
四
七
披
ノ
ニ

※
第
凶
七
披
ノ
三

※
第
四
八
鋭
沓
式

第
四
九
説
書
式
・

第
五

O
説
書
式

第
五
一
一
概
書
式

第
五
二
披
聾
式

第
五
三
銃
蕃
式

第
五
四
披
普
式

第
五
五
鋭
替
式

第
五
五
鋭
ノ
]

第
五
六
鍛
番
式

第
五
七
披
笹
式

第
五
八
統
書
式

第
五
九
秘
書
式

第
六

O
披
書
式

第
六
一
蹴
番
式

第
六
二
秘
書
式

第
六
三
駒
郡
普
式

第
六
凶
披
聾
武



本』

橡

官官]マ

第
一
波
書
式

'

九
従
来
加
入
・
申
込
ハ
常
時
之
ヲ
受
理

γ
タ
ル
モ
大
正
八
年
六
月
d

一
以
来
之
ヲ
制
限
シ
至
念
開
通
又
ハ
特
別
問
活
ノ
申
請
ヲ
許
可
一

一
シ
ダ
ル
モ
ノ
其
ノ
他
特
-
一
申
込
ヲ
鼠
ス
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
モ
一

一

ノ

ノ

ミ

ヲ

受

付

ク

ル

コ

ト

=

改

メ

ラ

レ

タ

リ

一

一
加
入
登
記
料
二
百
局
ヨ
り
没
付
ス
ル
納
入
告
知
啓
二
依
9
最
-

P

寄
郵
便
局
二
現
金
ヲ
以
テ
納
付
ス
ル
コ
ト

・

『

加
入
申
込
書

電
話
規
則
一
一
遜
ヒ
東
京
電
話
交
換
一
一
加
入
致
度
左
-
一
加
入

ノ
種
類
及
電
話
機
設
置
場
所
ヲ
指
定
シ
(
別
紙
承
諾
書
相
・

添
へ
)
此
段
申
込
候
也

住職
fヘ

修所業
何す

附
ケ

Jレ

某十，
t:IJ ~ 

年

月

.
日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

.
電
話
加
入
種
類
翠
溺
加
入
(
共
同
級
加
入
、
連

接
加
入
)

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
〉
町
〈
村
〉
番
地

但
シ
家
屋
所
有
者
ハ
何
某
一
一
有
之
候

h

以
下
ノ
承
諾
嘗
ハ
申
込
者
ノ
所
有
=
非
サ
ル
家
屋
ユ
架
設
セ
〆

{
ム
ト
ス
ル
場
合
=
限
リ
記
入
セ
ラ
レ
グ
シ
但
シ
第
四
銃
聾
式
}

/

ノ

承

諾

書

ヲ

添

付

セ

ラ

ル

ル

モ

差

支

ナ

シ

、

前
詑
ノ
場
所
一
一
電
話
機
設
置
ノ
趣
承
諾
ス

住

所

家
屋
所
有
者
何

某
印

年

市月
v込円
t者 H

1名
'1 '--" 

t殿

第
二
統
書
式共

同
級
加
入
相
手
方
選
捧
書

巾
込
中
J
t
T
J
ρ

電
話
番
続
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)
何
某

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
〉
町
(
村
〉
番
地

市
・
込
中
ノ
モ
ノ
ハ

電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)
何
某

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
〈
村
)
番
地

右
ノ
通
リ
相
手
方
ヲ
港
捧
致
候位

住

所
何何所・

某
印

年

日

某
印

月東
京
中
央
電
話
局
御
中

p
i
l
l
i
-
-
V山
川

5
0
5
4
A
1
1
1
1
1
1
1

第
三
械
設
問
式

ヘ
自
己
加
入
ノ
電
話
ユ
連
接
ス
ル
場
合
ハ
市
込
書
=
其
旨
ア
記
J

f
載

シ

本

承

諾

書

ア

省

略

ス

ル

コ

ト

ヲ

符

」

本
加
入
者
承
諾
書

今
般
貴
殿
一
一
於
テ
私
加
入
ノ
電
話
何
局
何
番
一
一
漣
接
加
入

芳
請
求
ノ
趣
ハ
私
一
一
於
一
ア
異
存
無
之
候

住

所
(
本
加
入
者
名
〉

殿

年

阿

川

口

川

、
、
連
接
.加
入
者
又
J

f
ρ

岡
市
込
者
名
、

円
H
F

rド

1
1
1
1
1
1
v
w出
S
S
4
4
A

第
四
披
書
式

・
家
屋
所
有
者
承
諾
書

今
般
貴
殿
ニ
於
テ
東
京
電
話
交
換
ニ
加
入
ノ
震
私
所
有

家
屋
一
一
管
話
機
紋

，J 置
ノ
趣
ハ
私
一
一
於
テ
故
障
無
之
候

住

所

家
屋
所
有
者

年

何

某
印

月

日

(
申
込
者
名
)

殿

I
l
l
i
-
-
i
y
ψ
u
s
s
ヰ
A

第
五
統
書
式

ヘ
首
該
電
話
カ
長
距
離
加
入
ノ
モ
ノ
ナ
ラ

ρ

電
話
帯
披
ノ
頭
部
J

C-
「
長
L
ト
附
記
セ
ラ
レ
タ
シ

・

、

電
話
加
入
種
類
愛
更
請
求
書

申
込
中
ノ
モ
ノ
ハ

電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
ν

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
四
一
同
附
加
入
(
加
入
申
込
)
ヲ
料
問
糊
加
入
(
加
入
申
込
〉

一
一
耕
民
吏
相
成
度
候

位

年

島
川
!

E
F
F
 

月

目

、

何

東
京
中
央
電
話
局
御
中

す・

ψ
0
φ
0・
南
北
i
A
1
1
1
1
1
1

来
印

第
六
慌
書
式

ヘ
申
込
後
二
年
ヲ
経
過
ジ
申
込
ノ
取
消
ヲ
請
求
シ
タ
ル
場
合
次
J

/

腕

蕃

式

ノ

請

求

ヲ

銭

サ

山

其

ノ

料

金

ヲ

還

付

ス

;

、

加
入
(
加
入
申
込
)取
消
請
求
書

申
込
山
町
ノ
モ
ノ
ハ

電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
)
町
〈
村
)
呑
地

右
加
入
申
込
(
何
年
何
月
何
日
限
リ
右
加
入
)
ヲ
取
治
相
成

度
候

住

年

月
東
京日
中
央
電
話
局
御
中所

何

牢r
:?!'ミ

印

ー

ト

E
l
l
l
y
w
u
s
s品
A
1
1
1
1
1
1

第
七
抜
書
式

、
加
入
登
記
料
、
名
義
書
換
料
及
機
械
移
韓
料
ノ
還
付
ハ
郵
便
ヂ

/

切

手

ヲ

以

-

ア

ス

也

、

加
入
登
記
料
(
機
械
移
持
料
等
〉
還
付
請
求
書

電
話
加
え
申
込
年
度
順
番
ハ
電
話
帯
披
〉

右
ハ
何
年
何
月
何
日
何
々
一
一
付
何
々
料
何
閤
還
付
相
成
皮
一

候

住

所
何

-j:.t" 
丸、ミ

ドP

年

暮月~:

Z日

常
話
拘
御
中.

L
ド

Ire--4YW砂
古
五
机
i
A
t
l
h
a
'
-
-

¥ 



(
第
八
税
書
式
)

共
同
線
加
入
通
話
稽
綬
請
求
書

管

話

番

披

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
ハ
相
手
方
共
同
線
加
入
一
一
付
自
今
単
調
加
入

ノ
料
金
ヲ
納
付
致
可
候
僚
通
話
取
扱
方
機
績
相
成
度
候

住

所
何

年
東
京月
中
央日i電話局
御 命

中
J，I. 

某
印

〈
第
九
焼
香
式
)

士
干
名
泌
総
夏
ト
同
時
ニ
機
械
設
授
相
場
所
ノ
鎚
英
科
求
ヲ
ナ
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
d

-

各

別

エ

筋

求

容

ヲ

提

出

セ

ラ

レ

タ

シ

-

一
二
、
二
加
入
以
上
ノ
剛
健
夏
ヲ
ナ
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
一
加
入
修
-
一
本
給
求
抑
ヲ
銭
一

-

出

セ

ラ

レ

タ

シ

-

一
三
、
新
名
指
拙
人
ノ
印
後
謹
明
帯
及
印
綬
紙
ヲ
添
付
セ
-
7
v
h
m
シ

一

一閥、

本
加
入
者
カ
名
斡
凶
暴
更
ノ
際
第
三
櫛
山
容
式
ノ
承
絡
者
ヲ
添
付
セ
サ
ル

ト
キ
ハ
-

-

漣

伸

被
加
入
ハ
自
然
治
滅
ト
シ
テ
成
葱
セ

ラ

ル

内

シ

四

一五
、
門
前
核
管
街
カ
長
距
離
附
加
入
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
ハ
需
結
帯
抑
制
掛
ノ
間
間
部
-
一
「
長
」
ト
附
記
一

F

セ

ラ

レ

タ

シ

、

一
町
船
舶
引
一
(
部
使
切
手
ヲ
消
印
ス
レ
ハ
無
効
ナ

p
)

一
助
附
+
四
一
電
話
加
入
名
義
愛
更
請
求
書

訂
針
J

電

日

間

番

地

肌

局

審

加

入

者

何

某

区

司

現

在

電
話
機
設
置
場
所
市
阪
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
電
話
加
入
名
義
ヲ
何
某
一
一
鑓
更
致
度
御
承
認
ノ
上
ハ
新

名
義
人
エ
於
テ
沓
名
義
人
ノ
概
利
義
務
ヲ

一
切
縫
承
シ
電

話
ニ
閥
ス
ル
規
則
一
一
一
連
ヒ
加
入
者
グ
ル
ノ
責
務
ヲ
引
受
可

申
仇
テ
蛍
事
者
津
署
ア
以
-
ア
此
段
及
請
求
候
也

職

業

・

住

所

'奮

名

義

人

何

某

印

年

月

日

戦

業

住

所
〈
俄
名
ヲ
附
ケ
ル
コ
ト
)

新

名

義

人

何

某

印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

前
記
ノ
場
所
一
一
電
話
機
設
置
ノ
趣
承
諾
ス

住

所

年

月

日

家

屋

所

有

者

何

某

印

(
加
入
者
名
)
殴

1
1
1
1
1
1
1
V
ψ
m
'
・0
・4酬
?
九
』

1
1
1
1
1
1

第
一

O
統
書
式

ヘ本
書
一
一
ハ
戸
籍
謄
本
(
搬
一
党
菊
一附
一
明
日
目
ハ
)
印
鑑
設
明
書
等
必
要
ナ
/

{ル

器
械
書
類
ヲ
添
付
セ
ラ
レ
タ
シ

.

}

/
叉
後
見
人
ア
ル
場
合
ハ
後
見
人
ノ
住
所
ヲ
モ
記
入
ア
リ
タ
シ
¥

電
話
加
入
(
申
込
)
継
承
請
求
書

申

込

中

ノ

モ

ノ

電
話
番
披

(電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)
加
入
(
申
込
)

者

何

電
話
機
設
置
場
所
市
民
(
郡
〉
町
(
村
)
帯
地

前
記
ノ
者
死
亡
-
一
付
右
加
入
(
申
込
)
ヲ
継
承
致
度
御
承
認

ノ
上
ハ
電
話
一
品
開
ス
ル
規
則
一
一
遜
ヒ
責
務
ア
引
受
可
申
別

紙
詮
明
書
添
付
此
段
請
求
致
候職

業

位

所(
侭
名
ヲ
附
ケ
ル
コ
ト
〉

.何

某

印

辛子
河℃

、，ョ
ヨ苧

提~

U1 

第
一
一
統
書
式

一
、
工
事
ハ
東
京
港
徳
田
川
工
務
課
主
管
ニ
付
施
行
期
日
英
ノ
他
ハ
直
接
関
観
九
一
服

合
セ
ラ
レ
タ
・シ

二
、
二
加
人
以
上
ノ
殺
読
場
所
縫
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1
1
V
O
M
5
2品
川

m
A
1l
i
l
-
-

第
二
四
披
書
式

「
一
、
本
電
話
機
ト
通
話
ジ
得
ル
己
種
帯
設
噂
話
機
ハ
一
加
入

-
J

一
付
一
筒
、
又
本
電
話
機
ト
通
話
ジ
得
サ
ル
モ
ノ
ハ
一
加
入
一

一
=
付
二
一
筒
以
内
ト
ス
、
自
働
式
局
所
関
加
入
者
ハ
電
話
規
一

一
則
第
二
十
八
僚
ユ
ヨ

p
本
電
話
機
ト
羽
詰
シ
得
ル
乙
種
噌
一

一

設

/

諦

求

ア

ナ

ス

コ

ト

ヲ

得

ス

-

一
二
、
本
電
話
機
ト
通
話
ジ
得
サ
ル
乙
穏
帯
設
電
話
機
ρ
本
電
話
一

一

機

ト

同

一

戸

内

ユ

在

ル

コ

ト

ヲ

要

ス

一

一
一
一
一
、
工
事
ハ
東
京
遜
信
局
工
務
課
主
管
一
-
付
施
行
期
日
其
ノ
他
-

y

ρ

直

接

同

課

へ

照

曾

セ

ラ

レ

ダ

シ

、

乙
種
増
設
電
話
機
請
求
書

申
込
中
ノ
モ
ノ
ハ

.

電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
〉

電
話
機
設
置
場
所
市
野
〈
郡
)
町
(
村
〉署
地

右
加
入
同
級
-
一
本
電
話
機
ト
通
話
シ
得
サ
ル
(
得
ル
〉
普
通

電
話
機
(
卓
上
電
話
機
)
何
箇
増
設
相
成
度

住

所

何

:Ji. 
....... 
/、七

某
印

年

月

日
東
京
中
央
電
話
局
御
中

1
1
1
1
1
1
t
'
v
u
s
a
-
-
A
t
i
l
l
-
-

第
二
五
統
書
式

ご
、
本
電
話
機
ト
通
話
シ
得
ル
電
話
機
ハ
共
通
二
一
接
続
ス
ル
ニ

-

ト

ヲ

写

ス

同

一
二
、
一
一
一
加
刈
以
上
=
共
通
ス
ムル
電
話
機
ノ
槍
設
ハ
叩
極
増
設
ノ
一

一

場

合

-

一

限

ル

一

一
三
、
工
事
ハ
東
京
遜
信
局
工
務
課
主
管
ニ
付
施
行
期
日
其
ノ
他
一

F

ハ

直

接

間

課

へ

照

合

セ

ラ

レ

タ

ジ

、

二
加
入
共
通
乙
種
増
設
電
話
機
請
求
書

電

話

呑

競

局

番

電

話

呑

銃

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
医
(
郡
)
町
(
村
〉
番
地

右
加
入
間
紘
一
一
共
通
ス
ル
普
通
電
話
機
(
卓
上
電
話
機
)
一

筒
増
設
相
成
度
候

位

所
何

某
印

年

塞月

中日
V 咲L

市電
E話
1局
ヰ御
A 中

第
二
六
披
書
式

{
一
.
一
般
ノ
乙
種
増
設
電
話
ヲ
二
加
入
共
週
二
控
更
セ
ム
ト
ス
V

一

ル

ト

キ

ρ

本

諦

求

書

ヲ

差

出

サ

ル

へ

シ

一

一
二
、
工
事
ρ
東
京
選
信
問
工
務
部
主
管
ニ
付
施
行
期
日
其
ノ
他
一

F

F

直

接

同

課

へ

照

合

セ

ラ

レ

タ

シ

』

乙
種
増
設
電
話
機
装
置
竣
更
請
求
書

電

話

帯

枕

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
〉町
(村
)
番
地

右
加
入
悶
線
一
一
増
設
シ
グ
ル
普
通
電
話
機
(
卓
上
電
話
機
)

一
筒
ヲ
同
一
戸
内
-
一
架
設
シ
タ
ル
何
局
何
番
ト
ノ
乙
種
共

通
増
設
ニ
鐙
更
相
成
度
候

住

所
何

某
印

年

|来月

↓ト



αコ

翠

提言

第
二
七
抜
書
式

士
、
二
加
入
共
通
乙
縄
帯
設
電
話
ノ
加
入
同
線
ヲ
艶
更
セ
ム
ト
ザ

一

ス

ル

ト

キ

山

本

諦

求

書

ヲ

差

出

サ

ル

ヘ

シ

一

一
二
、
工
事
ハ
東
京
逓
信
局
工
務
課
主
管
ユ
付
施
行
期
日
其
ノ
他
-

P

ρ

直

接

同

課

へ

照

合

セ

ラ

レ

タ

シ

}

乙
種
増
設
電
話
機
接
置
料
提
更
請
求
書

電

話

番

枕

局

番

電
話
番
強

・

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(郡
〉
町
(
村
〉番
地

右
加
入
同
紘
一
一
増
設
シ
グ
ル
共
通
電
話
機
ヲ
何
局
何
番
ノ

共
通
増
設
電
話
機
ニ
変
更
相
成
度
候

住

所

何

年

l;月
泉

中 H

I電
i話
自局
干御
A 中

某
印

第
二
八
披
書
式

ヘ
工
事
ハ
東
京
逓
信
同
工
務
課
主
管
ユ
付
施
行
期
日
其
ノ
他
A

J

f
直
接
問
課

へ

照

合

セ

ラ

レ

タ

シ

」

電
鈴
(
受
話
器
)
増
設
請
求
書

申
込
ド

ノ
モ
ノ
ノ

電
話
番
銃

(電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)

電
話
機
設
置
場
所
市

E
f郡
)
町
(
村
U

番
地

筒
形
一

右
加
入
同
級
一
一
電
鈴
(
受
話
器
時
計
形
一
何
箇
増
設
相
成
度

獄
頭
、

f民

住

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

1
1
1
1
1
1
Iみ

usa-A1lli--

第
二
九
競
書
式

ご
、
工
必

ハ
東
京
逓
信
局
工
務
課
主
管
=
付
施
行
期
日
其
ノ
他
〕

一

ハ

直

接

同

課

へ

照

合

セ

ラ

レ

タ

シ

一

一
二
、
二
加
入
以
上
=
共
通

-T接
続
ス
ル
場
合
ρ

閥
係
ノ
電
話
番
一

戸

披

ア

列

血中
セ
ラ
レ
タ
シ

」

増
設
機
械
撤
去
請
求
書

電

話

番

披

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
加
入
間
線
ニ
増
設
シ
グ
ル
普
通
電
話
機
(
卓
上
電
話
機
.

受
話
器
‘
電
鈴
)
何
箇
ヲ
ハ
何
年
何
月
何
日
限
リ
)撤
去
相

成
度
候

所
何

某
印

住

所
何

某
印

年
東-2月

Y番目
2話
t局
干御
千中

第
三

O
披
書
式

ヘ
工
事
ρ

東
京
逓
信
局
工
務
課
主
管
=
付
施
行
期
日
其
ノ
他
ρ

J

F
直

接

同

課

へ

照

合

セ

ラ

レ

タ

シ

」

増
設
電
話
機
種
別
獲
更
請
求
書

申
込
中
ノ
モ

J

ハ

電
話
番
競
(
加
入
申
込
年
度
順
番
)

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)町
(
村
)
番
地

右
増
設
普
通
電
話
機
(卓
上
電
話
機
」何
箇
ヲ
卓
上
電
話
機

(
普
通
電
話
機

Y
一
愛
更
相
成
度
候

住

所

例

某
印

第
三
一
焼
香
式

『
一
、
接
線
シ
得
ル
官
聡
用
及
私
設
電
話
機
ハ
加
入
電
話
機
ト
同
J

一

一

ノ

邸

宅

構

内

ユ

在

ル

モ

ノ

ユ

限

ル

一

一
二
、
本
装
置
嬰
更
ノ
場
合
ρ

現
在
ノ
分
ヲ
蝶
番
シ
制
使
更
ノ
分
ア
一

一

朱

書

シ

本

書

式

-

ご

準

シ

申

請

セ

ラ

ル

ヘ

シ

一

一
一
ニ
、
設
備
ノ
検
査
加
入
同
線
ト
ノ
接
続
等

ハ
東
京
逓
信
同
工
務
一
一

/

稗

主

管

ニ

付

直

接

附

諜

へ

照

令

セ

ラ

レ

タ

シ

、

官
勝
用
(
私
設
〉
(
市
内
専
用
)
電
括
機
接
続
申
請
書

左
記
ェ
依
リ
官
廊
肘
(
私
設
)
(
市
内
専
用
)
電
話
機
ヲ
加
入

間
紘
一
一
接
絞
致
度
此
段
申
請
候
也

職

業

住

所

何

年

某
印

月

日

東
京
滋
信
局
長
殿

二三四

ロ
u

関
係
加
入
申
込
登
記
順
番
又
ハ
電
話
番
続

電
話
機
及
附
岡
崎
物
口
開
設
置
場
所

電
話
機
及
附
岡
崎
物
品
/
種
別
註
簡
数

官
廊
肘
(
私
設
)
(
市
内
専
用
)
電
話
機
交
換
取
扱
見

込
数

加
.入
同
線
通
話
見
込
数

'

現
在
加
入
ノ
電
話
番
披
及
該
電
話
通
話
数

交
換
取
扱
者

工
事
設
計

機
械
仕
様

機
械
類
維
持
方
法

工
事
始
賞
者

取
扱
方
法

(
申
請
及
申
請
書
式
一
一
関
ス
ル
注
意
事
項
〉

第
二
披
第
四
披
乃
至
第
九
銃
第
十
一
銃
ノ
事
項
ハ
第
二
十

三
統
書
式
ニ
準
ス
ル
コ
ト

第
四
銭
乃
至
第
七
銃
ハ
申
稀
帯
設
二
一
事
ス
ル
装
置
ヲ
銭
ス

場
合
-
一
限

p
記
入
ス
ル
コ
ト

第
七
披
ノ
事
項
=
閥
シ
テ
ρ

接
観
ス
ヘ
キ
官
話
ノ
工
事
完

了
迄
一
一
別
ニ
属
的
ア
銭
シ
得
ル
コ
ト

第
一
都
乃
至
第
三
都
第
八
時
叫
及
第
九
披
ノ
事
項
ハ
別

品
岡

市
ヲ
以
テ
表
示
ス
ル
コ
ト

第
七
腕
次
第
十
一
蹴
ノ
股
膳
普
ハ
閥
係
者
ニ
於
テ
既
一
芯
同

該
電
甑
官
砦
ユ
拠
出
沸
ノ
相
場
合
=
限
り
其
首
ヲ
表
示
シ
テ

之
ヲ
省
略
シ
得
ル
コ
ト

十十
二一十九八七六五四五

SEll--w・
W
W
・O
・-
A
l
l
i
-
-

ノ



、司

第
三
二
統
書
式

ヘ
設
備
ノ
検
査
、
加
入
同
線
ト
ノ
接
続
等
ハ
東
京
逓
信
局
工
務
J

f

課
主
管
ユ
付
直
接
同
課
〈
照
合
セ
ラ
レ
タ
シ
、

官
腐
用
(
私
設
)
(
乙
種
増
設
)
(
市
内
専
用
〉電
話
工

事
竣
工
局

電

話

番

琉

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
加
入
同
級
ニ
釣
シ
官
憾
用
(
私
設
)
(
乙
種
増
設
)
(
市
内

専
用
)
電
話
機
何
箇
接
続
柄
接
績
猿
吏
・)方
許
可
成
候
鹿
申

請
p

ノ
遇
竣
工
致
候
-
一
付
御
検
脊
相
成
度
候

住

所

何

年

某
印

東月
泉

! 局
長
殿

第
三
三
統
書
式

官
癒
用
(
私
設
)
(
乙
種
増
設
)
(
市
内
専
用
)

電
話
機
接
続
駿
止
筒
求
書

電

話

番

披

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
加
入
ノ
加
入
同
線
一
一
封
ス
ル
官
臆
用
(
私
設
)
(
乙
税
増

設
)
(
市
内
専
用
)
電
話
機
接
続
ヲ
何
年
何
月
何
日
限
リ
駿

止
致
度
候

住

所
何

一
亡
円

μ

4
t吋
A

に↑

年

東月
泉

v墾日

ji 

第
三
四
競
書
式

一
、
機
械
類
ヲ
供
給
ス
ル
モ
料
金
ヲ
減
免
セ
ス

二
、
長
尺
「
コ
I
M
F

」
供
給
ノ
場
合
ハ
「
コ

1
γ
」
ノ
長
サ
及
取
付

筒
所
、
電
話
機
類
ノ
位
置
、
該
電
話
機
設
置
ノ
室
ト
各
隣

室
ト
ノ
斑
劉
及
其
種
別
(
壁
、
槻
毎
)
隣
室
間
出
入
口
等

ノ
位
躍
蛇
其
「
コ

1
y
」
ニ
依
リ
電
話
機
ヲ
移
動
セ
シ
メ
得

へ
キ
範
囲
ヲ
明
示
シ
タ
ル
間
面
(
平
面
及
側
面
岡
ノ
二
糧

ト
シ
前
記
ノ
諸
項
ア
縮
尺
ヲ
以
テ
表
示
)
ヲ
添
付
セ
ラ
レ

タ
シ

三
.
工
事
ハ
東
京
逓
信
局
工
務
課
主
管
ユ
付
施
行
期
日
其
ノ
他

ハ
直
接
問
課
へ
照
合
セ
ラ
レ
タ
シ

電
話
機
械
類
供
給
申
請
書

円、

電
話
番
披

局

番

二
.
電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
〈
村
)
番
地

三
・
供
給
物
品
ノ
額
一
類
一
箇
一
数
別
途
(
畑
山
下
和
知
町
山
臨
時

仰

げ

)

四
.
供
給
ヲ
必
要
ト
ス
ル
事
情

五
、
供
給
ノ
方
法
常
総
ぷ
勝
一
一
人
誌

ヘ
閥
係
加
入
者
以
外
ノ
者
カ
隠
蔽
引
込
J

六
戸
線
等
ヲ
供
給
セ
ム
ト
ス
ル
場
合
ρ

〕
申
請
者
ト
加

入
者
ト
ノ
関
係
栓
共
ノ
相
互
間
一
一
於
テ
該
供
給
一
一

関
ス
ル
契
約
ノ
有
無
及
共
ノ
要
旨

右
ノ
遇
リ
供
給
致
度
供
給
物
品
添
付
ノ
上
電
話
規
則
第
七

十
二
僚
第
二
項
-
一
依
リ
申
請
候職住

年

所業
何

某
印

J;月京

滋日

V広
5長
1殿

! 

.
明寺

tこD

喋

第
三
五
統
書
式

(
特
二
一
間
求
ナ
ケ

ν
ハ
活
常
其
氏
名
ヲ
以
テ
掲
載
ノ
名
義
ト
λ

)

電
話
番
披
締
掲
載
請
求
書

電
話
番
統
鈴
へ
左
記
ノ
通
掲
載
相
成
度
候

住

所

何

某
印

年

月

日

'
東
京
中
央
電
話
局
御
中

電
話
番
続
掲
載
名
義
電
話
機
設
置
場
所

長
名
テ
附
ヶ

2
5
市

区

郡
)
町

番
何
々
問
屋
何
某
ハ
村
」容
地

職
業

局

第
四三二一三

/、
シ掲電他義電銃
載話人掲話量
名香名載機主主
義秘義諦設内
=簿ト求世
J、ュ自ヲ場

綿ノ、己ナwr
テ職ノスニ

片業名コ居
恨名義ト住
名ノ、トヲセ

=掲ヲ得サ
テ載併スル
振セ載者
俄 ラ ス ノ

名 レ ル 名
アスロ ヲ

付ト以
セヲテ

ラ得他
レス人

タ名

他
人
名
義
掲
載
請
求
書

私
加
入
名
義
ノ
電
話
一
一
釣
シ
番
披
簿
ヘ
左
記
ノ
通
リ
掲
載

相
成
度
候

住

所
何

「
品
目
H

寸
』
ビ
ト

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

電
話
番
銃

電
話
機
設
置
場
所

ヘ
振
俄
名
ヲ
付
J

掲
載
名
義
(
ス
ル
コ
ト
」

職

業

加
入
者
ト
掲
載
名
義
人
ト
ノ
閥
係

他
人
名
義
掲
載
ア
必
要
ト
ス
ル
現
白

局

番

市
区
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

Ill1111
Y
W
2
0
2以
A'Illit--

第
三
七
波
書
式

(
掲
載
名
義
一
一
円
綿
テ
片
仮
名
-
一
テ
振
俄
名
ヲ
付
セ
ラ
レ
タ
シ
〉

重
複
掲
載
請
求
書

私
加
入
名
義
電
話
番
銃
符
ヘ
左
記
ノ
遜
リ
掲
載
相
成
度
候

住

所

何

年

某
印

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

電
話
番
披
掲
載
名
義
爪
唯
一
ヰ
け
付
)
胸
話
糊
鍛
置
場

番
何
々
屋
何
某

番
何
某
何
々
屋

.局局



-o 

事『

費量

第
三
八
統
書
式
，‘

ヘ
一
、
受
換
機
ヲ
設
詮
シ
同
一
構
内
又
ハ
家
屋
内
(
貸
事
務
所
)
等
J

-
-
一
一
於
テ
自
己
及
他
人
ユ
使
用
セ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
設
置
-

F

シ
ア
ル
叩
種
帯
設
世
話
機
使
用
名
義
ヲ
世
話
番
披
簿
二
登
一

一
載
ヲ
希
望
セ
ラ
ル
ル
向
ρ

本
書
式
一
一
ヨ

p
請
求
書
ヲ
拠
出
一

-

セ

ラ

レ

タ

シ

-

了
一
、
加
入
者
ノ
掲
載
一
一
一
於
テ
モ
其
ノ
使
用
ス
ル
帯
設
官
話
機
ノ
一

番

披

ヲ

表

示

セ

ラ

ル

一

一
一
一
、
交
換
機
或
ハ
斡
換
機
品
ヨ

リ
阿
一
一
構
内
叉
ハ
山
本
院
内
一
一
一
於
一

テ
自
己
ノ
使
用
主
供
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ル
接
績
電
話
一

機
ハ
官
臨
別
又
ハ
私
設
等
)
及
輔
換
機
ユ
ヨ
リ
同
一
家
屋
内一

-
一
一
於
テ
自
己
ノ
使
用
=
供
ス
ル

目
的
ヲ
以
テ
設
置
シ
ア
ル
一

帯
設
電
話
機
帯
税
ヲ
電
話
番
蹴
簿
二
登
載
ヲ
希
望
セ
-
フ
ル
一

ル
向
ハ
本
書
式
ニ
ヨ
リ
該
諦
求
書
ヲ
挽
出
ア

p
タ

シ

一

四
‘
叩
穂
帯
設
電
話
機
中
設
置
場
所
居
住
者
ユ
供
用
ス
ル
モ

ノ一

ト
加
入
者
自
ラ
供
川
ス
ル
モ
ノ
ト
併
存
ス
ル
場
合
=
於
テ
…

ハ
後
者
ユ
闘
シ
設
置
場
所
掲
載
ノ
諦
求
ア
鵠
シ
得
ル
コ
ト
一

此
ノ
場
合
ユ
於
テ
ケ
加
入
者
名
義
ノ
掲
戦
ρ
省
略
ス
ル
モ
一

ノ

ト

ス

、

p
-
'
J
 

h

i

t

 

z:
・
:
，.
a
i

(
甲
種
増
設
〉
電
話
番
枕
錦
掲
載
請
求
書

電
話
番
披
締
へ
甲
種
増
設
使
用
者
名
義
左
記
ノ
通
リ
掲
載

相
成
度

年

月

日

住

所
何

某
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

;

一

甲

種

場

設

「

一

電
話
番
子
一
電
話
番
披
一
掲
載
名
義
一
設
置
場
所

一

て

振

僚

名

ヲ

J

一

一

一戸
付
ス
ル
事
¥
一

f
i
l
i
-
-
Y仰
U
S
E
-
A

第
三
九
統
書
式(

増
設
官
臨
刷
用
又
ハ
私
設
電
話
機
)

電
話
零
披
締
掲
載
請
求
書

電
話
番
銃
鉢

へ
増
設
電
話
機
ハ
又
ハ
接
絞
電
話
機
)
設
置
場

所
左
記
ノ
通
リ
掲
載
相
成
度
候

年

月

日

住

所
何

業
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

電
話
番
統
一
掲
載
名
義
一
設
置
場
所

一
(
倫
相
話
)
一

。

増

設

番

設
置
場
所

1
1
1
1
1
1
'
y
w
M

・o-mAみ

A
『

l
1
1
1
1
4

第
四

O
統
書
式

ヘ
一
、
電
話
番
腕
簿
一
一
掲
載
ア
裂
マ
サ
ル
ト
キ
ハ
本
書
ア
差
出
サ
ノ

-

レ

タ

シ

・

-

一
二
.
他
人
方
デ
架
設
シ
ア

p
テ
名
義
人
ノ
使
用
-
一
関
係
ナ
キ
常
一

一
話
-
ニ
劃
ジ
テ

ρ

出
来
畑
町
ル
限

p
本
荷
求
書
ア
差
出
サ
レ
タ
一

戸

シ

、

電
話
呑
披
締
掲
載
省
略
請
求
書

電

話

番

披

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
ハ
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
電
話
番
鋭
簿
掲
載
省
略
相
成
度
候

住

所

何

年

某
印

東月
京
中日
央
電
話
局
御

i中

z 

第
凶
一
披
書
式
，

電
話
番
枕
簿
掲
載
方
鑓
更
請
求
書

電

話

番

放

局

審

右
ハ
従
来
何
々
(
制
服
)
掲
載
請
求
致
居
候
鹿
自
今
左
ノ

遇
制斑
更
相
成
度
候

位

所
何

某
印

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

口い

掲
載
種
別

掲
載
箇
所

何

之

部

何

之

部

Y何何掲何
t某屋載々
3何何名

~ Jミ某義
A Y重

記複
載掲
ノ戟

ト限
、-〆

第
四
二
披
書
式電

話
番
統
締
掲
載
方
取
消
請
求
書

電

話

番

披

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

右
電
話
-
一
釣
シ
品
雑
誌
掲
載
方
請
求
致
置
居
候
鹿
今

般
取
治
相
成
度
候

住

所
何

某
印

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

三

、

倫
重
複
掲
載
取
消
ノ
揚
合
ハ
御
希
望
ノ
掲
載
名
義
附
記
相
/

一

成

度

一

一
二
、
合
計
年
度
ノ
末
日
ヨ
u
y

十
五
日
以
前
(
三
月
十
六
日
迄
ゴ
一
一

一
取
消
諦
求
書
ア
蓋
出
サ
サ
ル
ト
キ
山
次
ノ
曾
計
年
度
=
鴎
一

戸

ス

ル

料

金

ア

徴

牧

セ

ラ

ル

、

11
A
'
1
111111i 

第
四
三
統
書
式

一
、
本
番
式
=
依
ル
資
信
専
用
電
話
ヨ
リ
市
外
活
話
ノ
受
信

ハ
手
働
同
所
属
加
入
者
ア
除
ク
〉
又
ρ

呼
出

戸
手
働
局
所
属

加
入
者
ヨ

p
毘
域
外
呼
出
ノ
場
合
ヲ
除
グ
〉
ア
請
求
セ
ラ

ル
、
場
合
ハ
自
巳
加
入
ユ
係
ル
他
ノ
曜
時
番
掛
ア
指
定
シ

テ
其
ノ
手
続
ヲ
鶴
サ
ザ
レ
パ
其
取
扱
ヲ
受
ケ
得
ザ
ル
モ
ノ

=
付
注
意
セ
ラ
レ
タ
シ

ニ
、
自
働
局
所
周
加
入
者
-
-
シ
テ
本
項
一
一
依
ル
諦
求
ヲ
銭
ス
ト

キ
山
其
電
話

ヨ
り
琵
信
ス
ル
市
川
灯
羽
詰

モ
取
扱
不
能
ト
ナ

ル
モ
ノ
ユ
付
承
知
セ
ラ
レ
タ
シ

一
一
一
、
電
話
番
披
簿
二

ρ

掲
載
セ
サ
ル
モ
他
ノ
加
入
者
ヨ

p
其
地

話
-
ニ
街
シ
接
細
川
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
其
境
線
ヲ
希
望
ス
ル
モ

ノ
ナ
ル
場
合
ハ
第
四

O
焼
誌
式
ノ
番
銑
錦
掲
蹴
省
略
諦
求

書
ヲ
差
出
サ
レ
タ
シ

.

、

税
収
信
専
用
請
求
書

電

話

番

放

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
)
町
(
村
〉番
地

右
電
話
ヲ
都
民
信
専
用
一
一
供
シ
度
一
一
付
電
話
番
銃
簿
ニ
掲
載

セ
ス
且
他
一
ノ
電
話
ヨ
り
通
話
請
求
ア
ル
モ
接
続
セ
サ
ル
様

取
扱
相
成
度
候

住

所

年

某
印

何

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

右
請
求
-
一
依
リ
市
外
通
話
ノ
後
信
不
能
ノ
趣
ハ
私
一
一
於
テ

何
等
異
議
無
之
候

名
印
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第
四
凶
統
書
式

ヘ
一
、
代
夜
番
強
ノ
取
扱
ヲ
申
請
シ
得
ル
ハ
二
筒
以
上
ノ
加
入
/

一
間
線
ヲ
有
シ
甲
種
ハ
交
換
機
エ
依
リ
接
続
ス
ル
モ
ノ
)
一

一
ノ
増
設
電
話
機
ヲ
使
用
ス
ル
加
入
者
二
限
ル
モ
ノ
ト
一

-

ス

四

一
二
、
甲
種
ノ
哨
設
駿
止
又
ハ
加
入
間
線
減
少
毎
ノ
場
合
-
コ
於
一

一

テ

ハ

其

電

話

番

披

ρ

艶
更
セ
ラ
ル
、
事
ア
ル
モ
ノ
-
コ
付
'
一

F

諒

知

セ

ラ

レ

タ

シ

、

代
表
容
銃
取
扱
申
請
書

電

話

番

強

.

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
一
民
〈
郡
)
町
(
村
)番
地

右
電
話
一
一
依
リ
代
表
番
披
ノ
取
扱
相
成
度
及
申
請
候

住

所

何

年

某
印

東月
万L
中日

Y央
M電
8話
自局
T 御

!中

第
四
五
競
書
式

ハ
ゴ
印
章
ハ
明
瞭
一
プ
押
捺
セ
ラ
レ
タ
ジ
〉

改

印

厨

巾
悶
自
由
・

J

モ
ノ
ハ

電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)

電
話
機
設
置
場
所
市
区
ヘ
郡
)
町
(
村
)
番
地

従
来
使
用
ノ
印
章
何
々
一
一
付
改
印
致
候
間
別
紙
印
鑑

並
-
一
印
鑑
詮
明
書
相
添
及
御
居
候

住

所

何

年

某
印

東月

v 中日
工央
U電
8話
自局

1智

. 

第
四
六
統
書
式

ヘ
一
、
印
章
ハ
明
瞭
ユ
押
捺
セ
ラ
レ
タ
ジ
J

f
二
、
開
鑑
説
明
書
添
付
セ
ラ
レ
タ
シ
、

印

鑑

局

電
話
番
披

電
話
機
設
置
場
所

目右印
鑑
及
御
厨
候

局

番

市
区
(郡
)
町
(
村
〉
番
地

住
所

年
東
京月

yZ日
U電
5話
自局
:御
T中

某
印

何

第
四
七
総
書
式

ヘ
一
、
住
所
ハ
各
種
ノ
通
知
書
又
ハ
料
金
ノ
告
知
書
遊
行
上
常
d

「
=
現
在
ト
ナ
ジ
置
ク
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
以
テ
異
動
艶
更
ノ
一

{

揚

合

ハ

速

一

?

本

局

審

ア

差

出

サ

レ

タ

シ

」

住
所
愛
更
届

電

話

番

競

局

名

加
入
者
氏
名

電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
)
町
(
村
)
番
地

奮
住
所

新
住
所

右
ノ
通
リ
住
所
愛
更
致
候
聞
及
御
厨
候

年

月

日

・

何

東
京
中
央
電
話
局
御
中

I
l
1
111
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A
t
-
-
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一・い
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，第
，四
台
披
書
式
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-一
ー

肩
書
迫
加
局

電

話

番

競

加

入

者

氏

名

電
話
機
設
置
場
所

肩

書

右
ノ
話
"
リ
屑
致問
追
加
致
候
間
及
御
厨
候

住
所

局

君子 -

市
区
、郡
)
町
十
村
〆帯
地

年

何

h

占
↑
円

μ

4
t』
に
ト

月

日

東
京
中
・4
ヘ
電
話
局
御
中

1
1l
i-
-'
v
w
u
s
s以
if

第
四
七
抜
書
式
ノ
ニ

屑
害
援
更
局

電

話

番

披

局

加

入

者

氏

名

電

話

機

設

置

場

所

市

区

(

郡

U

町
(
村
〉
春
地

奮

屑

・

書

新

肩

書

右
之
逝
肩
書
慶
更
致
候
間
及
仰
厨
候

住
所

番

年

来月

中日
V央
1電

i震
干斜l
~ J;ド

何

某
t:JJ 

第
四
七
統
書
式
ノ
三

肩
書
削
除
脳

電

話

番

銃

加

入

者

氏

名

電
話
機
設
置
場
所

肩

書

右
肩
書
ヲ
削
除
致
候
聞
及
紳
伺
候住

所

若手

局市
区
(郡
〉町
(
村
)
帯
地

年

何

某
印

月

日
東
京
中
央
電
話
局
御
中

1
y
w
w
s
a品』
A
1
1
1
1
1
1
1

何
月住電電 f三宮
何話 、八
日 機 話 合 直 披
ヨ設町 J、劉
リ 置若手名速整
右 場呑ニ理

ノ所所 '披地堅守

手議議委託
警 腐 れIj・

.p:!. ν名
位相 . 局 番
所・成 地

{院
修 警
及..>lZ.尋
御 菅 ア

脳 p

候タ
ノレ

主号
、、ー/

何

某
印

年

ii月.中日

jE 
1溺1中
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裏書

第
四
九
続
審
式

士
、
印
鑑
紙
ヲ
添
付
セ
ラ
レ
タ
シ

.

戸

一
二
.
改
姓
名
ト
同
時
二
改
印
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
印
鍛
謹
明
書
一

戸
ヲ
添
付
セ
ラ
レ
タ
シ
法
人
等
改
稲
ノ
場
合
亦
阿
シ
、

改
姓
名
(
改
稿
)
届

醤

姓

名

・

申
込
中
ノ
モ
ノ
ノ

]
、
電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)
何
某

何
々
ト
改
姓
名
(
改
稀
)
候
一
一
付
戸
籍
(
登
記
)
抄
本
ハ
抵

=
印
鑑
設
明
書
)
添
付
及
御
胎
候

住
所

ハ
仮
名
号

'gtpv何

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

某
印

f
l
I
l
l
1
4
V
T
W
W令。.由品ゐ
A
'
l
1
1
4
1
1

第
五

O
抜
書
式

(
名
義
人
ノ
印
鑑
紙
添
付
セ
ラ
レ
タ
ジ
)

氏
名
訂
正
願

電

話

番

枕

局

番

電
話
機
設
置
場
所
市
直
(
郡
)
町
(
村
)
帯
地

加
入
者
氏
名

右
ハ
申
込
ノ
際
「
」
ト
届
出
ヘ
キ
ヲ
訣
リ
シ
モ
ノ

-
一
付
御
訂
正
相
成
度
別
紙
詮
明
書
及
戸
籍
抄
本
添
付
及

御
願
候

住
所

年
東
京月
中

空央日
目電
S話
自局
T御
T中

何

某
印

第
五
一
読
書
式

ハ
新
代
表
者
ノ

印
鑑
紙
添
付
セ
ラ
ジ
タ
シ
)

代
表
者
掛
変
更
届

申
込
中
ノ
モ

J

ハ

電
話
番
披
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)

現
在
電
話
機
設
置
場
所
市
区
(
郡
)町
(
村
)
番
地

加
入
者
(加
入
申
込
者
)何
々
曾
枇

新

代

表

者

何

某

宮

代

表

者

何

某

今
般
代
表
者
ヲ
右
ノ
遇
措
変
更
致
候
僚
別
紙
登
記
締
謄
本
位

昌
印
鑑
詮
明
書
添
付
及
御
尉
候住

所

年-

日

何
L

庁
舎
枇

何

某

印

月

新
代
表
者

東
京
中
央
電
話
局
御
中

1
1
1
1
1
i
v
w
u
s
s品
A』

第
五
二
統
書
式

ハ
親
継
者
(
後
見
人
)
印
鑑
紙
添
付
セ
ラ
レ
タ
シ
〉

親
機
者
(
後
見
人
〉
迫
加
脳

電

話

番

披

局

番

加
入
者
氏
名

右
電
話
加
入
申
込
ノ
際
加
入
者
未
成
年
-
一
一
ア
脳
出
候
一
一
付

税
機
者
(後
見
人
)
ヲ
這
加
相
成
度
候
別
紙
戸
籍
:
:
:
本
及

・
・
・
ノ
印
鑑
澄
明
書
お
付
及
御
脳
候

年

日

住
所

月

何

某
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中A

V
I
l
l
i
 

第
五
三
説
書
式

ハ
名
義
人
ノ
印
鑑
紙
添
付
セ
ラ
レ
タ
シ
)

親
機
者
(
後
見
人
)解
除
脳

電

話

番

枕

局

番

加
入
者
氏
名

今
般
拙
者
成
年
ニ
逮
シ
候
僚
・
・
:
:
解
除
相
成
度
別
紙
戸
籍

抄
本
及
印
鑑
詮
明
書
添
付
及
御
尉
候

住
所

年

某
印

東月
京
中日
央
電
話
局

t御
州中

何

第
五
四
披
書
式

ハ
清
算
人
ノ
印
館
紙
添
付
セ
ラ
レ
グ
シ
)

命
日
枇
解
散
脳
(
破
産
加
)

山
叩
何
回
中
ノ
モ
ノ

電
話
番
競
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
番
)

電
話
機
設
置
場
所
市
区
ハ
郡

}町
ハ
村
)
帯
地

加
入
者
何
々
舎
一
枇

右
ハ
今
般
解
散
(
破
産
)
致
候
間
別
紙
登
記
謄
本
及
清
算
人

印
鑑
説
明
書
添
付
及
御
脳
候

恒
則

年

日

何

々

曾

枇

清
算
人
(
破
産
管
財
人
)
何

.某
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

・

v
l
v
w
+

。sm
A
A
1
I
l
l
i
-
-

月

第
五
五
競
書
式

見
、
連
績
番
披
ノ
共
同
線
加
入
地
一
一
連
接
加
入
ニ
針
ス
ル
料
金
合
〆

一
同
計
算
一
一
樹
シ
テ

ρ

一
頃
二
項
ノ
事
項
ρ

不
要
品
付
記
載
ア
一

戸

要

セ

ス

、共
同
級
〈
連
接
)
加
入
(
鍋
…
尚
一
時
間
側
料
)
承
諾
書

現

電

話

番

競

局

番

改

局

番

相

手

方

電

話

番

披

局

番

改

局

番

右
共
同
級
(
連
接
)
加
入
一
一
釣
シ
左
記
事
項
承
諾
候
也

一
、
将
来
交
換
機
一
一
徐
裕
生
シ
グ
ル
ト
キ
ハ
直
一
一
他
ノ
連
続

番
統
一
一
獲
更
セ
ヨ
ル
ル
モ
異
議
ナ
キ
事

一
‘
格
手
方
相
互
間
ノ
通
話
取
扱
上
行
遼
ア
ル
モ
異
議
ナ
キ

事
一
‘
度
数
料
ノ
計
算
ハ
現
加
入
者
タ
ル
甲
叉
ハ
本
加
入
へ
合

算
ノ
上
告
知
書
議
行
セ
-
フ
ル
ル
モ
異
議
ナ
ク
且
其
ノ
料
金

滞
納
ノ
場
合
ハ
相
者
等
雨
名
共
通
話
停
止
其
ノ
他
ノ
底
分

ヲ
受
ク
ル
モ
異
議
ナ
キ
事

年

月

日

住
所

甲
加
入
者
(
本
加
入
者
〉
何

住
所

乙
加
入
者
戸建
接
加
入
者
何

東
京
中
央
電
話
局
御
中

r
i
l
i
-
-
V仰山
φ
0・品川
A
1
I
l
-
-

第
五
五
銃
ノ
一
書
式

電
話
度
数
料
金
納
付
責
任
者
届

番

ハ

叩

)

:

電

話

番

放

局

番

〈乙
〉
共
同
線
カ

F

賊
間
一
州
一
川
制
局
番
町
…
…
…

前
記
共
同
線
加
入
電
話
一
一
釣
ス
ル
市
内
通
話
度
数
料
金
納

付
責
任
者
ヲ
右
ノ
遇
リ
相
定
メ
候
僚
此
段
連
署
ヲ
以
テ
及

御
脂
候

迫
市
料
金
滞
納
ノ
場
合
ハ
拙
者
等
雨
名
共
通
話
停
止
共

他
ノ
底
分
ヲ
受
ク
ル
モ
異
議
無
之
候

年

月

日

某
印

-t.I・
河ヨ

印

東
尽
中
央
電
話
局
御乙甲
中加加
入入
者者

何何

某某
印印



""¥ ， 
、

第
五
六
挽
意
向
式

一
、
加
入
区
域
外
ヨ

p
加
入
シ
得
ル
地
域
ハ
局
ヨ
u
y

直
径
八

粁
以
川
ナ
り
位
シ
其
ノ
地
域
内
ト
雌
都
合
=
凶
P
加
入

セ
ジ
メ
雄
キ
場
合
ア

p

二
、
加
入
匝
場
外
加
入
ア
民
ス
者
ハ
陀
域
什
ノ
電
話
線
路
建

設
費
ヲ
負
強
セ
サ
ル
可
ラ
ス
品
川
其
ノ
他
ノ
費
用
川
左
ノ

如
シ

。

線

路

ノ

維

持

料
〈
附
加
使
用
料
〉
百
十
米
ユ
付
年
額

〈
究
開
(
胤
域
内
山
一
般
二
同
シ
〉

、
町
特
別
ノ
附
加
使
用
料
一
通
商
五
銭
ハ
一
般
料
金
三
銭

/
《
、
、

ノ
外
)

但
ジ
右
ノ
特
別
附
加
料
金
ハ
前
記
線
路
建
設
費
ユ
撞
ズ

ル
迄
免
除
ス
本
申
請
曲
町
二

ρ

設
置
相場
所
蛙
閥
掃
加
入
庖

域
ヲ
表
示
セ
ル
岡
画
地
第
五
七
蹴
乃
翌
五
九
披
聾
式
ノ

害

獄

ヲ

添

付

シ

符

局

三

拠

出

セ

-

フ

レ

タ

シ

』

骨
骨
話
加
入
区
域
外
加
入
申
請
書

由
主
市
ノ
モ
ノ
ハ

電
話
番
銃
(
電
話
加
入
申
込
年
度
順
帯
)

現
在
電
話
機
設
積
場
所
(
設
鮮
場
所
ヲ
襲
更
ス
ル
・一場

合
-
一
限
ル
)

加
入
隠
域
外
電
話
機
設
置
場
所

右
ノ
遜
東
京
中
央
電
話
局
ノ
加
入
区
域
外
加
入
致
度
御
許

可
ノ
上
ハ
加
入
院
域
外
=
属
ス
ル
電
話
線
路
ノ
建
設
費
及

特
別
ノ
附
加
使
間
料
等
規
定
及
御
指
示
一
一
従
ヒ
負
捻
致
ス

ホ
ク
此
段
巾
請
候

年

住
職所
業

ト
i
u一
門
川
F

寸勧
r
ド

何

月

日

滋
信
大
臣
殿

v
v
h
s
a
m
γ
A
4
1
|
l
l
l
l
 

第
五
七
統
書
式

1
1
0
|」

一
参
銭
牧
一

一
入
印
紙
一

今
般
東
京
中
央
電
話
局
加
入
区
域
外
加
入
致
度
候
=
付
テ

ハ
左
記
事
項
承
諾
仕
候

承

諾

書

住
所

何

某
印

年

月

日

東
京
逓
信
局
長
殿

て
・
加
入
区
域
外
一
一
於
ケ
ル
電
話
線
路
ヲ
建
設
シ
之
レ
ヲ
無

償
エ
テ
「
政
府
一
一
引
渡
ス
コ
ト
」
(
閤
出
費
支
輪
開
ゾ
官
癒
ナ

ル
F
ギ
ハ
「
返
信
省
一
一
保
管
制
時
換
ス
ル
コ
ト
」
ト
ス
ル
ヨ

v
w
w
S富
山
小
爪

イ)..'
，一.、

、 J

. 、

、~

司

裏書

-CI.) 

第
五
八
披
書
式

ヘ
加
入
寓
域
外
電
話
線
路
ハ
工
事
委
託
ノ
方
法
ユ
依
ル
ヲ
便
宜
J

匹

/

ト

ス

ル

ヲ

以

テ

本

書

ヲ

差

出

サ

レ

タ

シ

¥

電
話
線
路
建
設
工
事
委
託
書

東
京
中
央
電
話
局
加
入
直
域
外
加
入
ノ
矯
加
入
底
域
外
一
司

於
ケ
ル
鷺
話
線
路
建
設
工
事
ヲ
貴
局
一
一
委
託
候

迫
テ
本
文
委
託
ノ
篤
要
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ハ
拙
者
一
一
於

テ
負
捲
可
仕
候

住
所

年

日

何

二一

P

4
t河

r
ド

月
東
京
遮
信
局
長
殿

l
i
l
i
-
-』
V
・官

w
・0φ
出
品
‘
九
4
1
l
i
-
-」

第
五
九
鋭
意
同
式

ヘ
官
臨
ノ
申
請
-
一
ジ
テ
岡
山
障
費
支
鉢
ノ
場
合
ハ
左
記
事
項
中
J

f

三

、

四

ヲ

要

セ

ス

、

加
入
一
風
域
外
工
事
材
料
購
買
委
託
書

東
京
中
央
電
話
局
電
話
加
入
院
域
外
加
入
一
一
要
ス
ル
工
事

用
物
品
ノ
購
買
方
ヲ
左
記
・一
一
依
リ
貴
局
ニ
委
託
仕
僚

住
所

何

某
印

年

月

日

東
京
遜
信
局
長
殴

記

一
、
購
買
委
託
物
品
ハ
工
事
費
換
算
調
書
一
一
依
リ
指
定
ノ
鴻

P
ト
ス

二
、
購
買
委
託
ノ
潟
一
二
嬰
ス
ル
費
用
ハ
支
緋
可
致

三
、
購
買
委
託
物
品
代
金
ハ
御
指
示
ノ
概
算
額
ヲ
別
途
取
扱

銀
行
ヘ
委
託
ス

四
、
購
入
物
品
債
格
縫
動
其
他
委
託
金
不
足
ノ
場
合
ハ
御
指

一
不
一
一
従
ヒ
委
託
金
迫
加
可
致

1Yψ0
・0
S此
L
A

第
六

O
減
量
同
式

可
一
、
機
械
ノ
種
別
ハ
市
内
専
用
電
話
規
則
第
八
保
ノ
例
ユ
依
」

日
体
旧
日
u
z
"
7
J
宮

Y

ニ
、
防
判
例
鵬
引
.
ペ
酌
飾
れ
会
孝
ト
ス
ル
へ
キ
事
項
及
交
換
機

一
ノ
接
線
同
線
数
鈍
長
距
離
装
置
倖
ノ
特
殊
ノ
希
望
ア
ル

一
モ
ノ
ヲ
記
載
セ
ラ
レ
タ
シ

一
三
、
問
線
、
同
線
路
魁
過
地
問
ヲ
添
附
セ
ラ
レ
タ
ジ
同
線
岡

一
戸
同
線
ノ
方
式
、
機
械
ノ
続
別
得
明
記
ジ
線
時
経
過
闘

一

ハ

一
般
市
街
岡
ト
同
程
度
ノ
モ
ノ
ヲ
用
ヒ
或
ρ

作
華

シ

一
之
一
三
栂
械
設
世
場
所
ヲ
記
入
シ
説
明
ア
嬰
ス
ル
モ
ノ
山

一
凡
例
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

一
四
、
加
入
包
括
ノ
帯
蹴
ハ
加
入
数
全
部
(
自
己
ノ
名
義
一
一
シ

一
テ
其
設
置
場
所
カ
専
用
電
甑
機
設
置
・場
所
ト
同
一
個
別

ナ

.ノ
モ
/
ユ
限
ル
〉
ヲ
抱
入
シ
長
距
離
装
世
ア
ル
モ
ノ
山

一
電
話
番
批
ノ
上
-
一
附
記
セ
タ
レ
タ
シ

一
玉
、
渡
更
ノ
場
合
ハ
新
規
事
項
ヲ
朱
撤
回
シ
醤
事
項
中
消
滅
ス

「
〈
キ
モ
ノ
ヲ
括
弧
ヲ
以
テ
.困

マ

レ

タ

シ

』



4

h
伊

J

毒

聖書

市
外
瓶
詰
専
用
電
話
使
用
ハ
鑓
更
)
願

一
、
専
用
ヲ
必
要
ト
ス
ル
理
由

一
一
、
加
入
電
話
番
披

三
一
、
専
用
電
話
機
及
交
換
機
設
壇
場
所
筒
数
、
種
類
挫
附
帯

ノ
設
備

右
市
内
専
用
電
話
規
則
第
四
僚
-
一
依
リ
閥
係
書
類
相
添
へ

出
願
候

機
械

l 設
置
場
所

電

:1機

発|誠

議|筒
物附|主主

JJIJ 
考

{l: 
所

年

月

日

東
京
滋
信
局
長
殴

何

県
印

vwwas-A-A 

第
六
一
焼
香
式

一
三
銭
牧
一

一

一

-

唱

よ

一
入
印
紙
一

今
般
市
外
通
話
専
用
電
話
問
願
一
一
就
テ
ハ
之
一
一
要
ス
ル
物

件
ヲ
無
償
ニ
テ
政
府
一
一
寄
附
ス
ル
ロ
ト
ヲ
承
諾
ス

住
所

諾

主主

年

月

日

東
京
遜
信
局
長
殿

何

某
印

Y
V-2
0・
品
以
l
A
4
I
l
l
i
-
-

第
六
二
統
書
式

市
外
通
話
専
用
電
話
承
稽
題

一
、
市
外
通
話
専
問
電
話
使
用
許
可
年
月
日

二
、
承
継
ス
ヘ
キ
原
因

一
二
、
承
機
ス
ヘ
キ
電
話
機
及
交
換
機
設
置
場
所
箇
数
、
種

別
詑
附
帯
設
備

一

電

話

機

及

一

機

械

筒

数

及

種

別

一

一

交

換

機

設

丁

|

|

」

|
|
l
J
i
H
l副
斗
l
l
1
1
1一

一

置

場

所

一

電

話

機

一

交

換

機

一

例

制

一

備

考

一

右
市
内
専
用
電
話
規
則
第
六
僚
第
二
項
一
一
依
リ
別
紙
詮

明
書
添
附
及
届
出
候

住
所

何

某
印

第
六
三
鋭
意
同
式

市
外
通
話
専
用
常
話
使
用
駿
止
脂

一
、
廃
止
年
月
日

一
一
、
俊
正
ス
ヘ
キ
電
話
機
及
交
換
機
設
置
場
所
筒
数
、
部

類
挫
附
帯
設
備一

機

械

筒

毅

一
電
話
機
一
交
換
機

一
棚

置交電

捺換話
叩機機

所設及

l百周|及

種

}JU 

右
市
内
専
用
電
話
規
則
一
一
依
リ
及
届
出
候

住
所

年

月

日

東
京
遁
信
局
長
殴

何

某
印

1
1
1
1
1
1』
V
ψ
1
0令
市
川
出

A
1
1
1
1
1
t

第
六
四
抜
書
式

町
市
前
ユ
依
P
度
数
料
ノ
随
減
認
定
ヲ
受
ケ
得
ル
ハ
時
事
-
「
閥
ず

一
ス
ル
事
項
ヲ
掲
載
ス
ル
日
刊
新
聞
祇
ア
遊
行
ス
ル
新
聞
批
又
一

一
戸
新
聞
語
信
枇
-
一
限
ル

，

一

一
電
話
加
入
名
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京
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電

話

官

署

ハ

岡

積

二

次

キ

先

取

特

槌

ア

有

ス

第

二

十

二

保

電

信

又

ハ

官

話

ユ

依

ル

遜

信

=

シ

テ

電
信
、
電
話
、
無
線
電
信
.
無
線
電
話
、
郵
便
、
郵
便
矯
替
、
.

郵

便

貯

金

ノ

事

務

又

ρ

無
象
報
告
-
一
閥
ス

，
ル

モ

/

ρ

命

令

ノ

定

'
A
W
所
一
一
依

y
無

料

ト

銭

ス

コ

ト

ア

賓

F
d
4
a
 

第

二

十

一

一

一

保

電

信

又

ハ

電

話

品

協

ス

ル

料

金

ハ

命

令

ヲ

以

-

ア

定

ム

ル

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

部

使

切

手

ア

以

テ

納

付

ス

内

シ

第

二

十

四

依

電

信

又

ハ

電

話

ノ

取

扱

己

陶

シ

デ

《

政

府

ρ

損

害

賠

償

ノ

責

ニ

任

セ

ス



ω0
・
事

第

二

十

五

保

本

法

一

一

依

ル

損

害

賠

償

又

ハ

報

酬

ノ

鶴

求

秘

ハ

主

務

大

臣

ノ

指

定

乙

ダ

ル

電

信

官

署

又

』
戸
電
話
官
署
-
一
樹
シ
其
ノ
事
貨
ア

p
タ

ル

日

ヨ

p

-
一
一
箇
月
間
之
ア
行
ハ
サ
ル
ュ
凶

P
テ

消

滅

ス

第

二

十

六

保

電

信

官

署

若

山

包

括

官

署

ノ

賭

償

又

ハ
報
酬
-
一
閥
ス
ル
決
定
-
一
鈎
シ
不
服
ア
ル
者
ハ
其

油

知

ヲ

受

ケ

タ

ル

日

ヨ

P

一
二
筒
月
以
内
-
一
民
事
訴

訟

ア

提

起

ス

ル

事

ヲ

符

第

二

十

七

候

不

法

=

電

信

、

電

話

ヲ

施

設

シ

又

ρ

不

法

ニ

施

設

ジ

タ

ル

電

信

、

電

話

ア

使

用

シ

タ

ル

者

ρ

千

回

以

下

ノ

罰

金

=

露

ス

第

二

十

七

依

ノ

ニ

主

務

官

器

カ

命

令

ノ

定

ム

ル

所

品
依

p
私

設

ノ

電

信

又

ハ

電

話

ノ

撤

去

ア

命

シ

タ

ル

場

合

=

於

テ

期

間

内

-

一

之

ヲ

撤

去

セ

サ

ル

者

ハ

五
百
間
以
下
ノ
罰
金
-
一
虎
ス

撤

去

ヲ

命

セ

ラ

レ

ダ

ル

私

設

ノ

電

信

又

ρ

電

話

ア

使

用

ジ

タ

ル

者

亦

悶

シ

第

二

十

八

保

私

設

ノ

電

信

若

ハ

電

話

ヲ

他

人

ノ

用

品
供
ジ
B
F

ル

者

又

ハ

其

私

設

者

=

非

ス

シ

テ

之

ヲ

使

用

ジ

タ

ル

者

ρ

五

百

間

以

下

ノ

罰

金

品

底

ス

私

設

ノ

岱

信

又

ハ

.
電
話
ユ
依
頼
り
ヘ
羽
信
ア
傍
ザ

ν

メ

タ

ル

者

ハ

吉

岡

以

下

ノ

罰

金

品

島

ス

第

二

十

八

僚

ノ

ニ

第

二

十

七

続

、

第

二

十

七

保

ノ

ニ

第

二

項

及

前

傍

第

一

項

ノ

揚

合

昌

於

テ

金

銭

物

品

ヲ

牧

得

ジ

タ

ル

ト

キ

ハ

之

ヲ

浅

牧

ス

既

品

消

費

又

《

鰻

渡

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

償

額

ア

温

徴

ス

第

二

十

九

峰

第

一

二

僚

ノ

揚

合

-

一

於

テ

正

賞

ノ

事

由

ナ

タ

シ

テ

電

信

、

電

話

ノ

供

用

ヲ

拒

ミ

又

戸

第

九

鋒

ノ
揚
合
-
-
於
一
ア
正
賞
ノ
事
由
ナ
タ
ジ
テ
餓
誕
用
地
、

停

寧

揚

建

物

ノ

使

用

ヲ

拒

ミ

若

ρ

停

車

場

建

物

ノ

建

築

改

築

ア

震

サ

サ

ル

者

ρ

千
悶
以
下
ノ
罰
金
-
-

蕗
ス

第
一
-
一
十
続
第
六
僚
ノ
相
都
合
=
於
テ
沼
行
司
ノ
掠
ミ
又

ρ

第
七
続
ノ
相
都
合
-
一
於
テ
正
信
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ

助

カ

ア

拒

.ミ

又

ハ

第

八

保

ノ

揚

合

-

-

於

テ

遁

行

銭

輔

/

強

要

シ

若

山

正

賞

ノ

理

由

ナ

ク

ジ

テ

波

津

ノ

出

純

ア

拒

ミ

タ

ル

者

一

一

一

一

十

間

以

下

ノ

罰

金

又

山

科

料

品

虎

ス

娘

三

十

一

俊

電

信

官

署

又

川

世

話

官

署

ノ

取

扱

中

-

一

係

ル

羽

信

ノ

秘

密

ヲ

侵

シ

タ

ル

者

ρ

一
年
以
下

・ノ

懲

役

叉

ρ

二

百

間

以

下

ノ

前

金

ユ

虎

ス

電

信

又

ρ

電

話

ノ

事

務

ェ

従

事

ス

ル

者

前

項

ノ

行

銭

ヲ

銘

シ

タ

ル

ト

キ

ρ

一
一
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
五

百

闘

以

下

ノ

罰

金

z

蕗
ス

本

保

ノ

界

川

告

訴

司

/

待

テ

之

ヲ

論

ス

策

三

十

二

保

不

法

-

一

電

信

、

電

話

=

閥

ス

ル

料

金

ヲ

免

レ

又

ρ

他

人

ヲ

ジ

テ

之

ヲ

免

レ

シ

メ

タ

ル

者

ハ

百
回
以
下
ノ
罰
金
一
一
蕗
ス

」
電
信
又

ρ

電

話

ノ

高

務

一一
従

難

41
 ス

ル

者

前

項

ノ

行

銭

ア

ナ

シ

タ

ル

時

(

一

年

以

下

ノ

懲

役

又

《

混

育

関

以

下

ノ

罰

金

品

虎

ス

第

三

十

一

一

一

保

自

己

若

山

他

人

品

別

盆

ヲ

奥

円

又

《

他

人

ユ

損

害

ヲ

加

フ

ル

日

的

ヲ

以

テ

電

信

又

ム

窃

話

=

依

p
底

俗

ノ

狙

信

ア

設

シ

タ

ル

者

ρ

五

年

以

下

ノ

懲

役

又

ρ

千

悶

以

下

ノ

罰

金

晶

良

夫

前

項

ノ

揚

合

=

於

テ

電

信

銘

替

-

一

喪

ス

へ

キ

電

報

暑

係

ル

ト

キ

《

七

年

以

下

ノ

懲

役

品

虎

ス

第

一

一

一

十

六

保

常

信

若

ハ

電

話

ノ

都

務

ユ

従

事

ス

ル

者

正

常

ノ

事

由

ナ

ク

シ

テ

靖

信

ノ

取

扱

ヲ

錦

サ

サ

ル

ト

キ

又

ρ

之

ヲ

遅

延

セ

シ

メ

タ

ル

ト

キ

山

一

年

以

下

ノ

懲

役

又

《

二

百

間

以

下

ノ

罰

金

=

露

λ

第

一

一

一

十

七

線

電

信

若

ハ

沿

路

品

依

ル

泊

信

ヲ

障

碍

シ

又

ハ

障

害

ス

ヘ

キ

行

銭

7
銭

ジ

タ

ル

者

ρ

七

年

以

下

ノ

懲

役

又

ρ

五

百

間

以

下

ノ

罰

金

昌

広

ス

第

一

一

一

十

八

保

電

信

線

若

山

電

話

線

ノ

建

築

修

理

又

ρ

線

路

ノ

巡

純

測

批

ヲ

妨

害

シ

タ

ル

者

ハ

三

年

以

下

ノ

懲

役

叉

ρ

二

百

悶

以

下

ノ

罰

金

品

庭

ス

第

三

十

九

保

常

信

、

電

話

ノ

線

傍

若

山

典

文

持

物

品

物

品

司

ノ

懸

ケ

若

山

郷

チ

又

ハ

之

品

動

物

務

ハ

舟

筏

ヲ

繋

キ

又

ハ

之

帽
J

汚

織

シ

タ

ル

者

A

十

回

以

下

ノ

科
料
-
一
良
ス

電

信

又

山

電

話

線

路

ノ

1

測
荒
穂
町
J

襲

来

汚

穣

シ

タ

ル

者

亦

向

シ

第

四

十

僚

主

務

官

署

ノ

指

定

シ

タ

ル

ホ

底

常

信

線

路

若

山

水

底

電

話

線

路

ノ

底

域

内

畠

於

テ

船

舶

ヲ

繋

官

シ

又

ρ

漁

業

採

議

ヲ

銘

シ

若

山

土

砂

ヲ

掘

盤

シ

又

山

水

底

電

信

総

務

ハ

ホ

底

電

話

線

ノ

銃

様

品

舟

筏

ヲ

繋

キ

又

山

其

ノ

鋭

鶴

司

J

設

棄

シ

タ

ル

者

山

千
悶
以
下
ノ
罰
金
-
一
虎
ス

水

底

電

信

線

若

山

水

底

電

話

線

ノ

布

設

若

ハ

修

理

ノ

銭

其

ノ

位

置

ア

一

部

ス

《

キ

浮

標

又

ハ

其

布

設

潜

ρ

修
理
-
一
従
事
ス
ル
船
舶

g

p
主

務

官

署

ノ

指

定

V

B

T

ル

距

機

内

昌

於

テ

前

項

ノ

行

錦

町

J

銘

シ

若

《

航

行

シ

タ

ル

者

亦

向

シ

第

四

十

}

保

第

二

十

七

僚

、

第

二

十

七

保

ノ

ニ

第

二

項
、
第
二
十
八
僚
、
第
一
一
一
十
一
線
乃
豆
第
三
十
三
鋭
、
第

三
十
五
僚
、
第
三
十
七
僚
、
第
三
十
八
僚
及
前
総
ノ
未

遂

罪

山

之

ヲ

罰

ス

e

第

四

十

三

保

公

来

描

信

又

山

第

三

線

第

}

項

品

依

p
現

一

一

軍

事

活

信

ノ

用

=

供

ス

ル

私

設

ノ

電

信

又

山

電

話

=

闘

ジ

テ

ハ

第

九

保

ア

除

ク

ノ

外

本

法

中

政
府
ノ
施
設
-
一
保
ル
電
信
叉
ハ
世
話
-
一
閥
ス
ル
規

定
ヲ
準
・
用
ス

第

凶

十

四

僚

電

信

叉

ハ

電

話

=

非

ス

ト

錐

そ

泊

報

信

獄

ヲ

ナ

ス

モ

ノ

=

闘

シ

テ

ハ

命

令

ノ

定

ム

ル

所

品
依

p
本

法

ノ

規

定

ヲ

準

用

ス

ル

ヨ

ト

ヲ

得



規

員リ

口、
電

話

第

一

保

電

精

加

入

ヲ

分

チ

テ

左

ノ

三

種

ト

ス

一

車

溺

加

入

一

加

入

品

付

一

同

様

ヲ

有

ス

ル

モ

、

ノ

ニ

共

同

線

加

入

.

ス

ル

モ

ノ

ど

一

連

接

加

入

車

溺

加

入

品

連

接

シ

テ

一

加

入

フ

銭

ス

モ

ノ

連

接

加

入

ハ

阜

濁

加

入

一

筒

ユ

付

一

筒

ア

限

9

連

接

ス

ル

モ

ノ

ト

ス

但

シ

自

働

交

換

方

式

=

依

p
電

話

交

換

ア

銘

ス

問
(以

下

自

働

式

周

ト

綿

ス

)

所

属

ノ

電

話

加

入

ρ

問

中

湖

加

入

及

共

同

線

加

入

ノ

ニ

穏

ト

ス

第

二

保

共

同

線

加

入

ノ

官

話

機

設

置

場

所

ハ

相

手

方

タ

ル

共

同

線

加

入

ノ

電

話

線

路

ヨ

p
直

径

二

百

二

十

メ

ー

ト

ル

以

内

ノ

場

所

タ

ル

へ

シ

建

接

加

入

ノ

電

話

機

設

置

場

所

ρ

其

ノ

謹

接

ヲ

銘

ス
〈
キ
阜
濁
加
入
(
制
灯
同
一
…
本
)
ノ
電
話
機
設
置
場
所
ヨ

り

直

径

二

百

二

十

メ

ー

ト

ル

以

内

ノ

相

場

所

タ

ル

ヘ

シ特

別

ノ

事

情

ア

ル

場

合

ハ

前

二

項

ノ

制

限

ヲ

超

ユ

ル

コ

ト

ヲ

得

第

三

保

電

話

加

入

区

域

ハ

普

遁

加

入

直

域

及

特

別

加

入

底

域

ノ

二

種

ト

シ

其

ノ

加

入

阻

域

ハ

別

ユ

之

司
J

定

ム

逓

信

大

臣

=

於

テ

事

業

上

叉

戸

工

事

上

支

障

ナ

ジ

ト

認

ム

ル

ト

キ

ハ

電

話

加

入

区

域

ュ

拘

ラ

ス

電

話

取

扱

局

・ョ

9
十

二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

以

内

ノ

地

品

於

テ

加

入

セ

シ

ム

前

項

ユ

依

ル

加

入

申

込

者

又

ρ

'加

入

者

山

別

段

ノ

規

定

ア

ル

場

合

ヲ

除

タ

ノ

M

庁

官

接

電

話

取

扱

局

ノ

特

別

加

入

区

域

内

-

一

在

ル

モ

ノ

ト

君

倣

ス

第

二

項

ノ

距

離

ρ

遜

信

大

臣

ノ

定

ム

ル

所

品

依

ル

第

四

保

前

線

第

二

項

-

一

依

ル

加

入

申

込

者

又

ρ

知

入
者
-
一
針
ジ
テ

ρ

所
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=
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其
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ヲ
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入

申

込
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又
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話
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又

ハ

該

活

路

ヲ

陵

止

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

請

求

書

ヲ

常

設

電

話

取

扱

局

品

差

出

ス

へ

ジ

第

八

俵

加

入

申

込

者

又

山

加

入

者

其

ノ

.

加

入

同

線

ヲ

設

信

用

品

供

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ρ

其
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蹴
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=
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鈴
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込
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ユ
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込
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ユ
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猫
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=
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掲
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掲
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依

H
Y

開

泊

ジ

ダ

ル

モ

ノ

ナ

ル

ト

キ

四

前

各

競

ノ

一

ュ

該

品

川

同

ス

ル

モ

相

手

方

カ

之

-

一

該

官

セ

サ

ル

場

合

ρ

其

ノ

相

手

方

開

認

後

一

年

司/
経

過

シ

タ

ル

ト

キ

五

鼠

・
湖

加

入

ユ

鑓

更

ノ

際

第

十

一

線

第

五

鋭

ノ

例
-
一
依

P
之

=

要

ス

ル

投

用

又

ハ

物

件

ヲ

寄

附

ス

ル

ト

キ

漣

接

加

入

ρ

他

ノ

加

入

ト

相

互

饗

吏

ス

ル

コ

ト

ア

符

ス

但

シ

第

二

十

一

傍

ノ

ニ

第

一

環

ノ

規

定

一

一

依

~~L__Jー



ル
-
場
合
点
此
ノ
限
-
一
-
在
ラ
ス

第

二

十

一

保

ノ

二

迎

接

加

入

カ

白

働

式

局

ノ

所

属

ト

ナ

ル

ト

キ

ハ

該

連

接

加

入

山

加

入

者

ノ

請

求

ヲ

倹

タ

ス

之

ヲ

共

同

線

-

一

鐙

更

ス

前

項

ノ

規

定

ユ

依

り

辿

接

加

入

ヨ

リ

縄

問

吏

シ

タ

ル

共

同

線

削

入

ハ

前

僚

第

二

高

第

一

蹴

ノ

迎

川

一

一

付

テ

ハ

其

ノ

饗

吏

ノ

時

=

於

テ

加

入

巾

込

ヲ

儒

シ

タ

ル

モ

ノ

ト

罰

倣

ス

第

二

十

二

依

第

二

十

一

候

第

二

項

第

五

説

ニ

依

り

阜

溺

加

入

ニ

嬰

更

シ

タ

ル

冊

凶

器

ニ

閥

ジ

テ

ρ

常

詰

至

念

開

祖

規

則

ヲ

準

用

ス

第

二

十

三

保

加

入

者

其

ノ

加

入

借

問

機

及

附

図

物

品

ノ

一

時

撤

去

ヲ

筑

サ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

又

ハ

加

入

申

込

者

持

ρ

加

入

者

其

ノ

電

話

機

及

附

応

物

品

ノ

設

置

場

所

ヲ

鑓

更

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

第

三

十

一

線
一
一
依

p
増

設

電

話

機

ノ

設

備

法

維

持

ヲ

伐

ス

加

入

者

カ

第

三

十

五

依

第

一

羽

ニ

依

ル

巾

・

詩

ヲ

お

ス

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

其

ノ

諦

求

書

ヲ

岱

該

世

話

取

扱

問

ユ

差

出

ス

へ

ジ

但

シ

新

設

置

場

所

カ

他

人

ノ

邸

宅

又

ρ

構

内

ナ

ル

ト

キ

ρ

左

記

各

競

ノ

事

現

ヲ

該

諦

求

書

=

附

記

ス

内

シ

】

加

入

巾

込

者

又

ハ

加

入

者

ト

新

設

置

場

所

居

住

者

ト

ノ

関

係

二

設

置

場

所

ノ

側

関

東

ア

必

要

ト

ス

ル

事

由

前

項

ノ

場

令

ニ

於

テ

他

人

ノ

所

有

ユ

係

ル

家

屋

一

一

位

話

機

ヲ

設

置

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ρ

其

ノ

家

庭

所

布

者

ノ

決

詩

書

(抑一
p
w
m
)
ヲ

該

諦

求

勢

一

一

添

附

ス

ヘ

シ

第

二

十

内

線

共

同

線

加

入

ノ

情

話

機

及

附

鴎

物

白

川

設

置

場

所

移

特

ρ

移

特

先

-

一

於

テ

也

ニ

共

同

線

加

入

ト

ナ

官
y

符

ル

場

合

ユ

限

ル

此

ノ

揚

令

-

一

於

ケ

ル

相

手

方

ρ

現

ニ

加

入

者

M
T

ル

ヲ

喪

ス

漣

接

加

入

ノ

電

話

機

及

附

賜

口

開

設

置

場

所

ρ

移

輔

ス

ル

コ

ト

ヲ

符

ス

但

ジ

第

二

線

第

二

割

ノ

距

離

以

内

ユ

於

テ

移

判

ジ

又

ρ

本

加

入

ト

共

ユ

移

縛

ス

ル

場

合

ρ

此

ノ

限

=

在

ラ

ス

第

二

十

五

保

共

同

線

加

入

ρ

其

ノ

相

手

方

カ

加

入

也

知

嬰

吏

菊

ρ

加

入

取

消

ヲ

伐

シ

タ

ル

ト

キ

、

加

入

ヨ

リ

除

名

セ

ラ

レ

タ

ル

ト

キ

又

山

第

二

線

ノ

距

蹴

以

外

=

移

縛

ジ

タ

ル

ト

キ

ハ

新

ニ

相

手

方

ヲ

符

ル

迄

其

ノ

逝

熊

取

扱

ヲ

休

止

ス

但

シ

左

記

各

競

ノ

一

-
一
該
府
川
ス
ル
揚
ム
ロ
ユ
限

u
y

問

中

湖

加

入

ノ

料

金

ヲ

納

ム

ル

キ

戸

沼

話

取

扱

ヲ

縦

続

ス

一

申

込

登

記

順

番

ユ

依

ル

閲

油

期

二

連

シ

タ

ル

ト

キ

ニ

第

十

一

保

第

一

銃

二

準

ス

ル

ト

キ

一

一

一

第

十

一

候

第

五

披

品

依

リ

単

獅

加

入

開

諮

z

相

川

市

川

ス

ル

肉

質

川

若

ハ

物

件

ヲ

寄

附

ジ

又

ハ

電

話

室

念

開

泊

規

則

若

川

包

括

特

別

開

祖

規

制

-

-

依

R
F

闘

泊

シ

B
P

ル

モ

ノ

ナ

ル

ト

キ

三事

裏書

c.o 
C心

第

二

十

一

能

ノ

ニ

第

一

頃

ノ

規

定

ユ

依

リ

謹

接

加

入

ヨ

リ

嬰

更

ジ

タ

ル

共

同

線

加

入

カ

共

ノ

相

手

方

ヲ

得

サ

ル

ト

キ

亦

前

羽

二

同

シ

第

二

十

六

保

連

接

加

入

ハ

本

加

入

カ

名

議

鑓

夏

、

加

入

種

類

艶

吏

帯

ハ

加

入

取

消

ヲ

伐

シ

タ

ル

ト

キ

、

加

入

ヨ

p
除

名

セ

ラ

レ

タ

ル

ト

キ

又

ρ

第

二

保

ノ

距

隊

以

外

二

移

斡

ジ

タ

ル

ト

キ

消

滅

ス

但

ジ

本

加

λ

名

義

援

更

ノ

場

合

其

ノ

請

求

書

-

一

節

穴

僚

第

二

羽

ノ

承

諾

番

ヲ

添

附

ス

ル

ト

キ

ニ

限

リ

之

ヲ

飢

餓

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

・第

一

一

十

七

保

加

入

・

申

込

者

卓

上

電

話

機

ノ

設

置

ヲ

請

求

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

詩

求

書

ア

常

該

包

括

取

扱

同

=

差

出

ス

ヘ

シ

加

入

者

卓

上

世

話

機

ヲ

普

通

電

話

機

品

普

主

電

話

機

ア

卓

上

電

話

機

二

又

卓

上

電

話

機

ノ

種

別

ヲ

艶

更

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

請

求

書

ヲ

官

該

電

話

取

扱

局

ニ

差

出

ス

へ

ジ

卓

上

電

話

機

設

置

ノ

荷

求

書

ユ

山

共

ノ

種

別

ヲ

附

記

ス

ヘ

シ

第

二

十

八

般

加

入

者

ハ

帯

設

機

械

ノ

使

用

ヲ

岱

ス

コ

ト

ヲ

待

機

械

帯

設

ノ

種

別

装

置

筒

数

ノ

制

限

等

左

ノ

如

シ

「

筒

形

}

受

話

機

十

時

計

形

?

F

戴

頭

」

鈴

一

加

入

品

付

一

箇

ト

ス

一

加

入

-

一

付

一

筒

ト

九

一一
電

乙叩
積純(

/ーヘ /回-..，

ス依事事 ス依交
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サ遁電 Jレ祖訴
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モシ機 ノシ機

得積総以簡ー
スス・=上ト加

ル共ノス入
コ油加!倫ユ
ト=入二付
ア接聞筒一-

一
加
入
ユ
付
二

筒
以
内
ト
ス
尚

一
一
倍
以
上
ノ
恥

入
阿
糠
-
一
共
泊

-
一
一
接
縦
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ス

自

働

式

局

所

周

ノ

加

入

者

ハ

本

電

話

機

卜

油

商

ジ

符

ル

乙

穏

帯

談

電

話

機

ノ

使

用

ヲ

偶

ス

コ

ト

ヲ

待

ス

第

二

十

九

快

晴

設

機

械

ρ
左

記

ノ

範

囲

ヲ

趨

エ

テ

装

置

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

ス

受
諾
帯
、
電
鈴
及
本
電

話
機
ト
遁
話
シ
得
サ
ル

乙
種
噌
設
電
話
機

本
情
話
機
設
世
場
所
ト
同
一
戸

内「
本
官
話
機
設
置
場
所
ト
同
一
ノ

一
邸
宅
若
ρ

構
内
又
ρ

避
信
大
臣

愉
披
以
外
ノ
増
設
電
話
す
於
テ
同
一
ノ
邸
宅
若
ρ

構
内

省

士

準

ス

ル

モ

ノ

ト

認

ム

ル

地

域

戸内

第

三

十

保

所

轄

逓

信

局

長

二

於

テ

エ

母

上

又

山

支

換

取

扱

上

支

障

ア

り

ト

認

ム

ル

-
NV

キ

ハ

地

精

機

ノ

増

設

ヲ

縞

サ

サ

ル

コ

，

ト

プ

ル

へ

シ

第
一
一
一
線

第

二

項

z

依

ル

加

入

同

線

ニ

劉

シ

テ

山

舘
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要書

該

電

話

取

扱

間

以

外

ノ

局

ユ

腐

ス

ル

加

入

同

線

ト

共

遁

=

電

話

機

ノ

帯

設

ヲ

鵠

ス

コ

ト

ヲ

得

ス

第

三

十

一

保

所

特

逓

信

局

長

ユ

於

テ

必

要

，
ァ

F
ト

認

ム

ル

ト

キ

ハ

加

入

巾

込

者

又

ハ

加

入

者

ヲ

シ

テ

巾

種

明

設

電

話

機

ノ

設

備

ニ

嬰

ス

ル

物

品

及

持

カ

ヲ

供

給

セ

シ

メ

川

市

ハ

栴

設

電

話

機

ノ

設

仰

及

維

持

ヲ

伐

サ

シ

ム

ル

コ

ト

ア

ル

ヘ

シ

前

項

ノ

規

定

-

一

依

リ

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

ノ

鈎

ス

設

備

ハ

別

-

一

告

示

ス

ル

所

=

依

ル

コ

ト

ヲ

要

シ

且

其

ノ

維

持

ρ

電

話

官

署

ユ

於

テ

伐

ス

モ

ノ

ト

同

等

以

上

ナ

ル

コ

ト

ヲ

要

ス

第

三

十

二

保

甲

純

帯

設

電

話

機

相

互

問

又

ハ

之

ト

加

入

同

線

ト

ノ

交

換

取

扱

ハ

所

轄

混

信

局

長

ノ

指

示

ス

ル

所

ュ

依

p
加

入

者

エ

於

テ

之

ヲ

偽

ス

ヘ

ジ

第

三

十

・

一

ニ

保

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

左

記

各

披

ノ

一

ニ

該

岱

ス

ル

増

設

電

話

機

械

ヲ

使

用

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

椅

求

書

ア

常

該

電

話

取

扱

局

一一

差

出

ス

〈

シ

一

受

話

機

ご

市

鈴

三

同

一

ノ

邸

宅

又

ハ

構

内

ユ

於

ケ

ル

乙

種

ノ

帯

設

定

話

機

ニ

シ

テ

加

入

申

込

者

叉

ハ

加

入

者

-

一

於

テ

其

ノ

設

備

及

維

持

ア

伐

サ

サ

ル

モ

ノ

第

三

十

四

保

加

入

申

込

者

又

ρ

加

入

者

前

保

第

三

貌

以

外

ノ

帯

設

電

話

機

ア

使

用

セ

シ

ト

ヌ

ル

ト

キ

ハ
電
話
機
常
設
市
約
書
(
抑
制
総
)
ヲ
常
該
電
話
取
扱
局

ヲ

惣

テ

所

持

湿

信

局

長

=
差

川

シ

其

ノ

許

可

ヲ

受

ク

へ

シ

第
三
十
五
僚
第
一
一
一
十
一
]
一
線
ノ
請
求
ヲ
銭
シ
タ
ル
者

噌

設

機

械

ノ

純

別

.

装

置

等

ヲ

襲

更

シ

又

前

僚

ノ

申

荷

ヲ

筑

シ

タ

ル

者

第

四

銑

書

式

第

一

税

乃

至

第

四

披

第

九

披

乃

軍

第

十

一

競

又

ρ

第

十

三

披

ノ

事

項

ヲ

費

更

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

前

二

僚

ノ

規

定

=

準

uv

其

ノ

請

求

書

又

ρ

申

請

書

ヲ

差

出

ス

へ

ジ

前

線

ノ

中

間

ヲ

鵠

シ

タ

ル

者

第

四

説

書

式

第

八

披

第

十

二

披

又

山

第

十

内

腕

ノ

事

項

ヲ

嬰

吏

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

遅

帯

ナ

ク

前

陳

ノ

規

定

=

準

ジ

周

出

ツ

へ

シ

加

入

申

込

者

又

ρ

加

入

者

機

械

帯

設

ノ

椅

求

若

ρ

申

醐

刊

ヲ

取

消

シ

又

ハ

柑

設

機

織

ノ

使

川

ア

駿

止

セ

ふ

ト

ス

ル

ト

キ

ρ

其

ノ

持

求

書

ヲ

川

市

該

電

話

取

扱

局

品
差

出

ス

ヘ

シ

第

三

十

ム

ハ

僚

加

入

申

込

者

叉

ρ

加
入
者
第
一
一
一
十
一

伐
ェ
依
り
噌
設
電
車
削
機
ノ
設
備
ヲ
伐
ス
相
場
ム
H
=
於

テ
H
A
(
ノ
工
事

完

了

ジ

タ

ル

ト

キ

ハ

遮

棺

ナ

ク

之

ヲ

所

轄

遜

信

局

ユ

差

川

ス

へ

シ

第
一
一
一
十
七
保
第

三

十

一

線

二

依

り

増

設

官

話

機

ノ

設

備

及

維

持

ヲ

銘

ス

加

入

者

閥

係

加

入

同

線

叉

ρ

増

設

電

話

機

ノ

遁

話

ユ

支

障

ヲ

生

ス

へ

キ

科

皮

ノ

主

め

ヲ

釘

サ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ
様

メ

常

該

電

話

取

扱

局

昌

之

ヲ

届

出

ツ

へ

シ

第

三

十

八

保

第

三

十

一

保

=

依

p
帯

設

電

話

機

ノ

設

備

及

維

持

ヲ

伐

ス

加

入

者

ハ

電

話

作

同

署

ノ

指

示

ス

ル

所

ユ

依

リ

其

ノ

設

備

ノ

欣

況

、

維

持

=

閥

ス

ル

工

事

ノ

種

類

、

其

ノ

施

行

度

数

‘

工

事

撒

常

者

ノ

氏

名

等

ヲ

記

録

ジ

置

ク

ヘ

ジ

巾

樋

ノ

帯

設

電

話

機

ヲ

使

用

ス

ル

加

入

者

ハ

倣

該

暗

部

取

扱

応

ノ

指

示

ス

ル

所

-

一

依

p
其

ノ

帯

設

電

話

機

ニ

閥

ス

ル

遁

話

上

ノ

故

障

ノ

有

無

ヲ

試

験

ス

《

シ

第

三

十

九

峰

第

三

十

一

般

=

依

p
直

接

増

設

電

話

、機

ノ

設

備

及

維

持

-

一

従

事

ス

ル

者

又

ハ

第

三

十

二

依

ニ

依

り

直

接

交

換

取

扱

ニ

従

事

ス

ル

者

電

荷

官

署

ノ

指

示

二

従

ハ

サ

ル

ト

キ

又

ハ

所

轄

逓

信

防

長

=

於

テ

不

適

合

ト

認

メ

タ

ル

一
ト

キ

ρ

加

入

者

ヲ

シ

テ

之

ヲ

鑓

更

セ

シ

L

ヘ
ジ

第

四

十

僚

加

入

電

話

機

設

ほ

場

所

ト

同

一

ノ

邸

宅

又

ハ

構

内

二

於

テ

電

信

法

第

一

一

線

第

一

税

法

制

ハ

官

蹴

用

電

信

世

話

規

程

第

一

保

第

一

披

=

依

り

自

己

カ

施

設

ス

ル

電

話

機

又

ハ

市

内

事

川

電

話

規

則

-

一

依

り

自

己

カ

使

用

ノ

許

可

ヲ

符

タ

ル

電

話

機

ヲ

加

入

同

線

-

一

接

被

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ρ

電

話

機

接

続

申
梢
番
(
料
航
続
)
ヲ
首
該
常
話
取
扱
局
ア
紐
テ
所
轄
混

信

局

長

=

差

出

シ

其

ノ

許

可

ヲ

受

ク

へ

シ

第

十

六

候

第

五

披

第

十

七

僚

第

二

項

第

二

披

第

二

十

八

僚

第

三

披

第

二

十

九

続

第

三

、
十

保

第

三

十

一

保
第
二
項
第
三
十
二
保
第
一
一
一
十
五
僚
乃
至
第
一
九
十

九

保

ノ

規

定

ハ

前

項

ユ

依

p
加
入
同
線
-
一
接
繊
ス

ル

電

話

機

ユ

閥

シ

之

ア

準

m
ス
但
シ
官
隙
川
、
私
設

及

市

内

事

川

官

話

機

ハ

本

電

話

機

ト

遁

話

シ

得

ル

装

置

ト

伐

ス

コ

ト

ヲ

得

ス

第

四

十

一

保

第

二

十

七

依

第

三

十

三

脇

陣

若

ρ

第

三

十

五

線

第

一

環

ノ

請

求

ヲ

受

理

シ

又

ハ

第

一

一

司

十

凶

線

第

一

一

一

十

五

僚

若

ハ

的

保

ノ

巾

諦

ヲ

許

可

シ

タ

ル

後

ト

雌

工

事

上

又

ρ

交

換

取

扱

上

其

ノ

他

己

ム

ヲ

得

サ

ル

事

情

ア

ル

ト

キ

ハ

之

ヲ

取

消

シ

又

ハ

其

ノ

装

置

方

法

、

加

入

問

線

数

、

機

械

ノ

廠

別

筒

数

等

ヲ

漣

克

シ

脊

ハ

務

夏

セ

シ

ム

ル

コ

ト

ア

ル

へ

シ

第

四

十

二

保

加

入

申

込

者

其

ノ

市

誌

ヲ

取

消

サ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ρ

其

ノ

諦

求

書

ア

常

該

電

話

取

扱

局

-
一
差
出
ス
へ
ジ

第

四

十

一

一

一

保

電

話

加

入

期

間

ハ

電

話

開

遁

ノ

日

ヨ

p
起

算

シ

早

濁

加

入

及

共

同

線

加

入

山

一

年

ト

シ

、

漣
接
加
入
山
一
一
一
月
ト
ス

一

年

四

一

渦

タ

サ

ル

一

定

ノ

期

間

経

過

後

加

入

取

消

ヲ

保

件

ト

シ

第

十

一

保

第

一

銃

-

一

依

p
開

請

シ

タ

ル

電

話

ρ

前

項

ノ

規

定

ュ

拘

ラ

ス

其

ノ

加

入

期

間

ヲ

三

月

ト

ス

前

二

項

ノ

期

間

ヲ

超

エ

テ

加

入

ヲ

能

績

ス

ル

場

合

-

-

於

テ

共

ノ

末

日

カ

第

五

十

九

保

各

期

ノ

中

途

ナ

ル

ト

キ

ρ

該

期

末

日

迄

ノ

日

数

ヲ

附

加

ス

前

各

項

ノ

加

入

期

間

以

後

内

毎

三

月

ヲ

以

テ

入

期

間

ト

京



寺

第

四

十

四

保

加

入

者

其

ノ

加

入

ヲ

取

消

サ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

常

該

加

入

期

ノ

末

日

ヨ

p

十

先

日

以

前

-

-

其

ノ

請

求

書

ヲ

岱

該

電

新

取

扱

局

ユ

差

出

ス

へ

シ

其

ノ

請

求

ヲ

伐

サ

サ

ル

者

ハ

次

期

ノ

加

入

ヲ

縫

織

ス

ル

モ

ノ

ト

肴

倣

ス

第

四

十

五

僚

加

入

巾

込

者

ノ

名

義

ハ

第

四

十

六

保

ノ

場

合

ヲ

除

グ

ノ

外

之

ヲ

他

人

ノ

名

義

ユ

艶

更

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

ス

'

加

入

者

其

ノ

加

入

名

義

ヲ

嬰

変

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

常

事

者

ノ

建

問

者

シ

タ

ル

請

求

書

ヲ

門

前

核

電

話

取

扱

局

=

差

出

ジ

其

ノ

承

認

ヲ

受

ク

へ

シ

但

シ

新

名

義

人

ノ

所

有

ニ

非

サ

ル

家

屋

-

一

電

話

機

ヲ

設

置

セ

ル

モ

ノ

ナ

ル

キ

ト

ハ

其

ノ

家

庭

所

有

者

ノ

承

持

番

(
州
知
神
間
)
ヲ
前
求
書
二
添
附
ス
へ
シ

第

四

十

六

保

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

死

亡

ノ

場

ム

日

ユ

於

テ

其

ノ

加

入

申

込

又

ハ

加

入

ヲ

雑

承

セ

ム

ト

ス

ル

者

ハ

其

ノ

相

続

人

タ

ル

ノ

澄

明

・書

ヲ

添

へ

其

ノ

諦

求

書

ヲ

常

該

電

話

取

扱

局

ユ

差

出

ス

へ

シ

第

四

十

七

保

第

十

一

保

第

一

蹴

ユ

依

り

開

遁

シ

タ

ル

電

話

ハ

開

週

後

五

年

ヲ

経

過

ス

ル

ユ

非

サ

レ

山

同

蹴

以

外

ノ

も

ノ

ノ

名

義

-

一

艶

更

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

ス

但

シ

逓

信

大

臣

ュ

於

テ

特

品

認

可

シ

タ

ル

場

合

ハ

此

ノ

限

p

=

有

ラ

ス

連

接

加

入

ハ

之

ヲ

他

人

ノ

名

義

=

慶

更

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

ス

但

シ

前

僚

ノ

場

合

=

於

テ

第

六

保

第

二

項

ノ

承

撚

啓

ヲ

添

附

シ

テ

締

求

ス

ル

ト

キ

ハ

比

ノ

限

-
一
在
-
フ
ス

第

四

十

八

般

加

入

区

域

鍵

更

ノ

偽

電

話

機

設

置

場

所

他

ノ

加

入

直

域

内

ト

ナ

p

タ

ル

ト

キ

ハ

所

関

ヲ

嬰

更

ジ

又

加

入

区

域

外

ト

ナ

P
タ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

加

入

申

込

又

ハ

加

入

ヲ

取

消

ス

但

シ

核

加

入

者

カ

第
一
一
一
保
第
二
項
=
依

P
加

入

シ

タ

ル

モ

ノ

ナ

ル

ト

キ

若

ハ

加

入

ア

繕

縦

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

又

ハ

該

加

入

巾

込

者

カ

同

頚

ェ

依

P
加

入

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

此

ノ

限

=

在

ラ

ス

第

四

十

九

保

特

設

電

話

規

則

第

二

十

五

線

第

二

項

エ

依

p

本

令

エ

依

ル

加

入

ユ

艶

更

シ

タ

ル

者

又

ハ

官

隙

用

電

信

電

話

規

程

若

ハ

私

設

電

信

規

則

二

依

ル
常
信
、
電
話
ヲ
成

・止

シ

テ

加

入

シ

タ

ル

者

=

針

シ

逓

信

大

臣

-

一

於

テ

特

別

ノ

事

情

ア

り

ト

認

ム

ル

ト

キ

ハ

一

同

線

=

依

り

問

加

入

迄

共

同

線

加

入

ヲ

岱

サ

シ

ム

ル

コ

ト

ア

ル

ヘ

シ

前

項

ユ

依

ル

共

同

線

加

入

者

ハ

其

ノ

名

義

又

ハ

電

話

機

設

置

場

所

ノ

襲

更

ヲ

儒

ス

コ

ト

ヲ

得

ス

第
ア
m.

十

保

電

話

開

遁

工

事

着

手

ノ

際

加

入

申

込

者

ノ

所

荘

不

明

ナ

ル

ト

キ

及

加

入

申

込

者

又

λ

加

入

者

死

亡

ノ

揚

合

-

一

於

テ

管

理

人

又

ρ

相

続

人

ヨ

p

何

争

市

出

ナ

キ

ト

キ

ハ

其

ノ

加

入

耐

・

込

又

ρ

加

入

ヲ

原

消

メ

ヨ

ト

ア

外

民

シ

要

捨

(J.j 
巳11

第

十

一

保

第

一

蹴

ニ

依

り

閃

遁

ジ

タ

ル

電

話

カ

閲

遁

後

.九

年

ヲ

切

れ

泊

セ

サ

ル

以

前

二

於

テ

其

ノ

開

諮

ノ

事

由

消

滅

シ

タ

ル

ト

キ

山

其

/

加

入

ヲ

一

取

消

ス

コ

ト

ア

ル

ヘ

シ

第

五

十

一

繰

越

信

大

臣

ハ

特

ユ

必

要

ト

認

ム

ル

者

ユ

限

リ

電

話

料

ノ

専

用

ヲ

許

可

ス

ル

コ

ト

ア

ル

へ

シ

其

ノ

部

川

ニ

附

ス

ル

旅

件

、

料

金

等

ハ

別

ニ

之

ア

定
ム

第

五

十

二

候

加

入

申

込

者

ハ

加

入

校

記

料

ア

納

ム

ヘ

シ

問

中

濁

加

入

ト

共

同

線

加

入

ト

相

互

控

吏

ノ

場

合

ハ

新

ニ

登

記

料

ヲ

嬰

セ

ス

特

別

加

入

国

域

ュ

腐

.ス

へ

キ

加

入

申

込

者

ハ

電

話

線

接

続

料

ヲ

納

ム

ヘ

シ

但

シ

筑

間

保

ユ

依

リ

電

話

線

路

ノ

引

渡

ヲ

儒

シ

タ

ル

場

合

ρ

之

ヲ

免

除

シ

又

第

十

一

保

第

五

娘

二

依

p

費

用

又

ハ

物

件

ヲ

寄

附

シ

タ

ル

揚

合

ρ

特

ユ

之

ヲ

免

除

ス

ル

コ

ト

ア

ル

《

シ

第

五

十

三

保

加

入

者

其

ノ

名

義

ヲ

襲

更

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

第

四

十

六

保

ノ

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

名

義

書

換

料

ア

納

ム

へ

シ

第

五

十

四

保

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

第

十

九

保

乃

至

第

十

九

僚

ノ

三

ノ

諦

求

ア

伐

ス

ト

キ

ρ

左

ノ

電

話

番

競

簿

掲

載

料

ヲ

納

ム

へ

ジ

一

第

十

九

保

ノ

請

求

ニ

封

シ

テ

ハ

他

人

名

義

ノ

掲

載

料

ニ

第

十

九

僚

ノ

ニ

ノ

諦

求

ユ

針

シ

テ

山

甲

積

場

設

使

用

者

名

義

ノ

掲

載

料

一
一
一
第
十
九
僚
人
一
一
一
ノ
請
求
ユ
釘
ジ
テ
ハ
噌
設
及

接

続

電

話

機

設

置

場

所

ノ

掲

載

料

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

第

十

八

僚

ノ

請

求

ヲ

鵠

ス

ト

キ

ハ

霊

槙

掲

載

ノ

電

話

番

鋭

簿

掲

載

料

ア

納

ム

へ

ジ

第

十

九

僚

ノ

諦

求

ア

岱

シ

タ

ル

場

合

一

筒

所

ヲ

超

過

ス

ル

分

又

ハ

第

十

九

保

ノ

ニ

ノ

鮒

求

ヲ

岱

シ

タ

ル

場

合

同

一

使

用

者

-

一

就

キ

一

筒

所

ヲ

超

過

ス

ル

分

ノ

掲

載

=

謝

シ

亦

同

シ

前

二

項

ノ

料

金

ρ

一

合

計

年

度

毎

ユ

之

ヲ

課

ス

但

ジ

合

計

年

度

ノ

中

逸

品

於

テ

掲

載

ヲ

儒

シ

又

ハ

掲

載

ヲ

取

消

ジ

ダ

ル

場

合

ト

雄

年

額

ヲ

徴

牧

ジ

又

掲

載

後

合

計

年

度

ノ

中

途

ユ

於

テ

料

金

品

異

動

ヲ

生

ジ

ダ

ル

ト

キ

ρ

其

ノ

合

計

年

度

ノ

料

金

ハ

異

動

前

ノ

額

=

依

ル

曾

計

年

度

ノ

末

日

ヨ

p

十

王

日

以

前

ユ

第

二

十

保

昌

依

ル

締

求

書

ア

差

出

サ

サ

ル

ト

キ

ρ

次

ノ

曾

計

年

度

ニ

腐

ス

ル

料

金

ヲ

徴

牧

ス

，

第

五

十

五

峰

加

入

者

山

電

話

使

別

料

ア

納

ム

へ

シ

左

記

各

競

ノ

一

=

該

朴

川

ス

ル

加

入

者

ρ

附

加

使

用

料

ヲ

納

ム

へ

シ

一

特

別

加

入

匝

域

内

ユ

花

ル

モ

ノ

ニ

第

七

絡

ノ

油

開

チ

伐

ス

モ

ノ



CA.) 
σE 

三~
....，戸

難

第

二

十

七

捺

ユ

依

リ

卓

上

世

話

機

ア

使

用

ス

ル
モ
ノ

問

第

二

十

八

僚

-

一

依

り

噌

設

機

械

ヲ

使

用

ス

ル

モ

ノ第

四

十

保

=

依

り

官

隙

川

、

私

設

又

ハ

市

内

専

用

電

話

機

ノ

接

続

ヲ

伐

ス

モ

ノ

第

五

十

六

俺

加

入

者

第

二

十

三

僚

ノ

請

求

ア

儒

ス

ト

キ

ρ

機

械

移

特

科

ヲ

納

ム

ヘ

シ

電

話

機

設

置

場

所

又

ハ

加

入

種

類

ノ

欝

更

其

ノ

他

加

入

者

ノ

請

求

ニ

悩

り

常

該

世

話

取

扱

周

ノ

白普

油

加

入

値

域

外

ユ

於

テ

位

話

柏

崎

時

ノ

艶

吏

ア

要

ス

ル

ト

キ

ハ

単

-

一

共

ノ

官

時

線

路

ヲ

短

縮

ス

ル

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

電

話

線

接

額

料

ヲ

納

ム

ヘ

シ

似

ジ

第

二

十

一

線

第

二

沼

第

五

競

=

依

ル

場

合

又

ハ

第

四

僚

=
依

p
電

話

線

路

ノ

引

渡

ヲ

岱

ス

場

合

ハ

此

ノ

限

-
一
在
ラ
ス

ヨt
第

五

十

七

僚

週

信

大

臣

=

於

テ

必

一

県

ト

認

ム

ル

祖

信

事

務

上

ノ

電

話

加

入

品

胸

シ

テ

ハ

前

数

保

ノ

規

定

二

拘

ラ

ス

之

ヲ

無

料

ト

ス

電

話

ノ

隙

碍

又

山

交

換

ノ

取

扱

ユ

閥

シ

特

ニ

指

定

ジ

タ

ル

包

括

官

岩

ノ

加

入

電

話

ニ

剥

・シ

加

入

者

ノ

伐

ス

市

内

遡

町

二

謝

シ

テ

ρ

第

五

十

八

僚

第

一

項

第

一

鋭

ノ

皮

数

料

ヲ

課

セ

ス

第

五

十

八

般

常

話

ニ

閥

ス

ル

料

金

山

左

ノ

如

シ

但

シ

第

一

鍛

ノ

電

器

使

用

料

ハ

世

話

室

念

開

泊

規

則

=
依

p
開

茄

シ
タ
ル
電
吋
一
一
川

=
釘

シ

之
ヲ
・
特

定

ス

ル

シ

此

ノ

揚

令

-

一

於

テ

ハ

別

=

之

ア

告

万ミコ

スト

ア

J!ノ

，、

土
地
ノ
穏
矧

戊

. 

均

料
~ 
制
施
行
地
年
額

rーーー一人ー一一ーー・1

挫 共 iiJ_.

i司

志望

加

入

一十
問
問

1埼

JJII 

入

九

十

阿

六

十

間

接

1111 

入

加
入
登
記
料
、
名
義
書
換
料
及
電
話
番
鋭
簿
掲
載
料

甲
地

乙

地

丙
地

言E加
料入土

害聖 地

辿 共 単

接同制種
線加

如l加入別
入 入 及

二
十
間

二

十

問

十
五
回

jt，‘ 

回i

"、
回i

'傾載畿電
料鱒詩
年掲帯 議

〆'ーーーーー-A-ーーーーーー、、
ー布配地用名甲載{也簡軍港
錨紋絞コ彰被 入所複
月時[古友 病有企
匂場f華 航政 名毎 端 技L
=印刷一能 義 ニ載
すr憶
紙認殺者 掲一科

十
一
カ
悶

間

il.. 

名

_._ 
/、

問

ヨ王

，T
，‘
 

町品
F

IJa 

三
十
悶

一
十
況
阿

二
十
岡

十

五

悶

十
二
一
間

ド
i
r
L

明
叫

!
?

;

e

ノ
ロ
世問

.

一四千
T
銭

附

加

使

飼

料

開出!前回

電

話

使

川

料

土
地
ノ
種
別

丙
地

甲
地

乙
地

了
地

度

数

一

『

単

調

加

入

国

十
R

問

料
金
一
基
本
一

制
施
」
料
年
ム
尖
同
級
加
入
ヨ
一
十
ロ
一
同

行
地
一
額
一

一

戸

漣

接

加

入

十

大

闘

い
此
数
市
内
直
下
H

料

一

度

毎

-寸

三

銭

度

数

料

ハ

祖

話

ヲ

諦

求

シ

タ

ル

加

入

者

二

之

ヲ

謀

ス

自

働

式

局

所

腐

共

同

級

加

入

者

ノ

岱

シ

タ

ル

遁

話

ユ

針

ス

ル

皮

毅

料

ρ

其

ノ

相

手

方

ノ

分

ト
ム
H

鉢

シ

皮

数

料

納

付

責

任

者

二

之

ヲ

課

ス

自

働

式

問

所

鴎

共

川

線

加

入

者

ハ

何

レ

カ

其

一

方

ヲ

皮

数

料

納

付

責

任

者

-

一

定

メ

鎚

方

漣

磐

蛍

該

電

話

官

揖

品

開

問

ツ

へ

シ

民

数

料

納

付

責

任

者

ヲ

務

更

ス

ル

ト

キ

又

同

シ

共

同

線

加

入

者

カ

前

説

ノ

絹

川

ヲ

伐

サ

サ

ル

ト

キ

叉

ρ

共

ノ

絹

川

ヲ

岱

シ

タ

λ

場

合

ト

錐

度

数

料

納

付

責

任

者

二

於

テ

皮

数

料

ヲ

納

付

セ

サ

ル

ト

キ

ハ

相

手

方

ノ

分

ト

合

算

シ

タ

ル

民

数

料

ヲ

・
平

分

シ

テ

之

ヲ

各

別

一

一

線

ス

同

一

共

同

線

加

入

者

相

互

川

ノ

羽

詰

=

謝

シ

テ

ハ

度

数

料

ヲ

課

セ

ス

時

事

-

一

閥

ス

ル

事

項

ヲ

掲

載

ス

ル

日

刊

新

聞

紙

ヲ

後

行

ス

ル

新

聞

枇

又

ハ

新

開

油

信

枇

ノ

持

主

ノ

名

義

明

一

周

ス

ル

加

入

氾

話

ニ

シ

テ

ヰ

九

筒

抜

加

入

者

ノ

中

前

二

依

り

所

持

混

信

同

長

ユ

於

テ

核

事

業

ノ

専

川

ユ

供

ス

ル

モ

ノ

ト

認

メ

ダ

ル

モ

ノ

ユ

針

ス

ル

度

数

料

ρ

市

内

也

前

一
皮

各

二

一

銭

五

鹿

ト

ス

十
五
阿

内
十
岡

三
十
闘

十
五
悶

十
九
問

一一十
一
間

十
大
岡

十
六
問

十
六
悶

銭

室長

銭

-也
E
骨
量
，

己

地

庚

辛-

壬

地

地

地

八
十
二
附

同
日

L
』
門
可
滑
り

」
t
-
n
r
n
u

ハ
十
六
間

六

十

問

況
十
五
悶

五

十

問

四
十
筑
間

四

十

阿

三
十
問
問

三
十
四
阿

一
十
問
問

一
十
問
阿

1‘ 

己
地

庚

辛

地

壬

地

地

地

地

戊

十

冗

阿

ヨ'i:

五

闘

1i. 

前

十

三

間

m山
戸

開

ー』ー・
/、

司

ta
n
“uv 

m山
戸

1
 

1
 

i
 
|
 

mU山

3
 

距ル

i
 

wμ
 pq 

p_g 

_._ 
ノ、

:fr: 

阿

m山
h

m山「

閉
山

閉
山
川

問

-
i
 

n
MUV
 

回

一川
盟
十
銭

m仰

一
閥
抗
+・銭

間丘中・・
銭
.

一阿
4

十
銭

十

六

問

十

三

間

i¥. 

田i

問

j¥，. 

-句
ta

n
u
p
 

i¥. 

阿

時

i
 -

，i、

的判

3i 

:Ji. 

五

m山
戸

-'-
/ 、

前!

回!

'sa 

h
M抄・

問

阿
川
十
銭

Ull 

問

Z
J

寸

銭

五

十

銭

五

十

銭



特
別
加
入
訴
訟
電
話
坂
戸

一
区
域
内
加
扱
局
ノ
特
別
一

入

、

加
入
西
域
ノ
一

地

一

距

離

百

十

メ

f
g
支
出
市

Y
1
ト
ル
迄
毎
年
顧
問
問

・'r
mZj山内
引
ω

笥
M

一

二

特
扱
局
ノ
一
=

h

一
一
特
別
加
入
一

{
直
域
内
ノ
一

一

地

、

第

三

保

第

一

.

、

一

常

該

電

話

4

特
別
三
一
二
項
ユ
依
」
{
取
扱
局
ヨ
慌
一
離
一
叶
叶

』
加
入
}
ル
加
入
↑

E

一
門
司
斗
パ
わ
~
ん
か
バ
恥

一

一

常

該

電

話

一

し

い

U
パ
1
L
U

額
五
阿

一

F

取
扱
局
ノ
」
主

F
J品
川

一

二

加

入

再

三

二

需

品

説

常

話

一

件

ノ

地

↑

取

扱

周

ヨ

距

離

百

十

一

-

-

p
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

一

一

メ

ー

ト

ル

迄

毎

-

一

年

一

一

ヲ

超

ユ

ル

額

七

悶

一

戸

部

分

ノ

地

一
第
三
保
第
二
項
ユ
依
ル
加
入
品
ジ
テ
特
殊
ノ
装
置
ヲ

A

錦
ス
ト
キ
ハ
本
料
金
ヲ
特
定
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

本

批

ノ

距

離

ハ

九

百

該

電

話

取

扱

局

ノ

普

通

加

入

匝

域

外

二

於

ケ

ル

閥

係

電

話

線

路

ト

普

遁

加

入

区

域

ノ

極

端

ヨ

p
常

時

機

設

置

場

所

ユ

歪

ル

最

近

道

路

ト

ヲ

比

較

ジ

何

レ

カ

其

ノ

距

離

ノ

短

キ

モ

ノ

ユ

依

ル

第

三

線

第

二

項

ニ

依

ル

加

入

ナ

ル

ト

キ

ハ

更

-

一

左

記

金

額

ヲ

附

加

ス

但

シ

同

項

ユ

依

ル

閲

油

又

ハ

m

凶

器

機

移

特

ノ

日

ヨ

リ

起

算

ジ

該

附

加

金

額

カ

首

‘該

電

話

取

扱

局

ノ

加

入

庖

域

外

=

於

ケ

ル

電

話

線

路

ノ

建

設

費

ニ

該

蛍

ス

ル

金

額

二

逮

ス

ル

迄

之

ア

免

除

ス

其

ノ

建

設

費

和

協

額

ハ

逓

信

大

臣

ノ

決

定

ス

ル

所

二

依

ル

間川
開制
加
入
共
同
線
加
入
滋
後
加
入

究

封

一

嗣

波

駅

)

沼

郡

繍

五

銭

五

銭

五

銭

合

』

】

皮

怨

ニ

戊

地

ノ

交

換

二

年

額

百

、

十

回

豆

十
一前

九

十

間

関

ス
ル
場
合
」

l

f

、出
偶者
、
幸
地
A
壬
}

制
J

変
容
一
組
A

W

袋

一

年

額

百

一平

岡

九

十

間

六

十

悶

特

設

電

話

規

則

第

二

十

五

続

第

二

項

ユ

依

p

本

令

ユ

依

ル

加

入

ユ

艶

更

ス

ル

加

入

者

ノ

電

話

機

設

舵

場

所

カ

常

設

世

話

取

扱

局

ノ

加

入

区

域

外

ト

ナ

P
B
T
ル

ト

キ

叉

ρ

加

入

区

域

務

更

ノ

お

加

入

者

ノ

官

時

機

設

位

場

所

カ

符

該

電

話

取

扱

局

ノ

加

入

匝

域

外

ト

ナ

P
Hタ
ル
ト

キ

ρ

共
ノ
嬰
.
吏
ノ
日
ヨ

p
起

算

シ

五

年

間

本

料

金

ヲ

減

免

ス

ル

コ

ト

ト

ア

ル

へ

ジ

但

シ

本

令

-

一

依

ル

加

入

ユ

鐙

更

シ

タ

ル

後

又

ハ

加

入

匹

域

ユ

艶

吏

ア

P
Hタ
ル

後

第

四

十

五

保

第

二

項
-
一
依

P
加

入

名

義

ヲ

麓

更

シ

又

ハ

常

該

電

話

取

扱

周

ノ

加

入

区

域

外

-

一

於

-

ア

邸

宅

外

又

山

構

外

ユ

電

話

機

ヲ

移

輔

ス

ル

ト

キ

ハ

混

信

大

臣

ュ

於

テ

特

ュ

巴

ム

ヲ

得

サ

ル

事

情

ア

リ

ト

認

ム

ル

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

其

ノ

事

貨

ヲ

生

ジ

タ

ル

口

ノ

翌

日

ヨ

p
前
記
ノ
率
-
一
依
ル
料

金

ヲ

課

ス

4

長
腕
離
通
話

』
用
電
話
機

}
卓
上
世
話
機

一
増
設
機
械

受
罰
則
帯

電

鈴

冊
目
話
機

{ん「筒筒筒
蹴筒毎毎・毎

形;::. =- =-
又年年年
ノ、額額額

時一 「
計乙甲

頭形獄事E

ートー十十
八四

間断1IWI 

四十四

選

C心
ー、』

擦

A 

間l

ヲ劃附
課 γ鴎
セテ交
スノ、換
料機
金品

ご
加
入
者
二
一
於
テ
設
備

一
』
及
維
持
ヲ
銭
ス
場
合

-

h

j

i

l

s

将

週

十

二

間

一
加
入
者
=
可
刷
物
招
{
叩
披
一
一十
四
m
M
附
脱
交
換
機
/

一
於
テ
設
備
一
縦
一均
一
付
一
事
乙
娘
二
十
問
料
金
ハ
申
請
許

屯
ム
一
一
及
維
持
ヲ
前
刷
物
品

F

普

品

十

四

阿

可

ノ

都

度

之

ア

一
崎
寸
サ
ル
一
日
川崎町
・切
け
「
匡
ヒ
」
甲
披
ニ
十
八
開
定
ム

一
接
合
戸
川
パ
円
六
-
d
A
・J
-
乙
統
一一十
三
間

一
同
一
ノ
加
入
問
線
二
世
線
ス
ル
柑
設
電
話
機
カ
同
一
人
ノ

一
専
用
二
胸
セ
サ
ル
場
合
川
世
話
機
一
筒
毎
-
一
倫
問
問
ヲ
附

戸
加
ス

一
本
電
話
機
ト
語

、

加

入

者

ニ

於

テ

設

備

」

べ

一

及

維

持

ア

儒

ス

場

合

八

間

一

布

川

鴨

川

内

ノ

嗣

ノ

，

寸

n
u
p
l
J

乙

一

、

本

沿

話

機

ト

語

種
ん

・

一
時
シ
得
ル
モ
ノ

4

・

士
山
部
ジ
テ
ρ

一

!
一
筒
毎
ユ
備
五
闘

加
入
者
一
三
於
テ
設
「
普
、
週
十
四
国
」
ヲ
又
二
倍
ノ
加

傭

及

維

持

卓

(

甲

税

二

十

ぺ

闘

」

入

間

線

二

共

通

サ

ル

場

合

上

-

乙

観

二

十

二

闘

7
接
線
ス
ル
モ

一
ノ
ェ
謝
シ
テ
ハ

{
倫
中
ハ
岡
ヲ
附
加

，ス

ハ

本

料

金

ヲ

特

定

ス

悶悶!恒l

ハ

特

種

ノ

装

置

ヲ

偽

ス

ト

キ

ル

コ

ト

ア

ル

ヘ

ジ

〉

一
官
臨
川
及
私
設
電
話
機
接
続
一
筒
毎
一
一
年
額

一

市

内

専

用

電

時

機

一

倍

毎

ユ

半

額

四

電

話

線

一

接

縦

料

線

路

認

停

泊

紋

咽

十

八

闘

本

披

ノ

距

離

ハ

常

設

官

話

取

扱

問

ノ

特

別

加

入

区

域

内

二

於

ケ

ル

閥

係

電

話

線

路

ト

普

通

加

入

区
域
ノ
梯
端
斗
制
剤
県
印
刷
一州
K
M
M

ぷ
m
i縦
一臨
ノ
)
ヨ
り
電
話

機

設

置

場

所

・
=
至
ル
最
近
道
路
(
榔
州
地
一
畑
一誠

一綱引川町一一九回
)

ト

ヲ

比

較

シ

何

レ

カ

其

ノ

距

雌

ノ

短

キ

モ

ノ

一

一

依
ル

第

三

線

第

二

項

一

一

訣

ル

加

入

ナ

ル

ト

キ

ハ

岱

該

.
官

話

取

扱

周

ノ

加

入

区

域

外

=

於

ケ

ル

電

話

線

路

ノ

建

設

費

ア

附

加

ス

第

三

線

第

二

項

ユ

依

ル

加

入

-

一

シ

テ

特

殊

ノ

袋

岡田叫

ヲ

銭

ス

ト

キ

ハ

本

料

金

ア

特

定

ス

ル

コ

ト

ア

ル
へ
シ

五

機

械

移

斡

料

一

同

一

ノ

邸

宅

又

ハ

構

内

品

於

ケ

ル

移

縛

又

内

機

械

一

時

撤

去

電

話

機

一

筒

毎

-

一

回

開

棺

設

電

鈴

一

筒

毎

ニ

コ

一

間

-
}
¥
e
m
際
機
、
電
鈴
者
円
附
凶
刷
ノ

附
鴎
物
口
明

(2
2，移
吻
叉
ハ
}
岡
町
)
一
筒
毎
-
一
一
一
一
向

l
l
t
/積
雪
二
体

72
同
テ
除
9
¥

附

随

交

換

機

及

其

ノ

附

図

物

品

質

費

一
地

ν邸
宅
又
ハ
構
内
ヘ
ノ
三
十
問
ヘ
忽
誠
一
瑚
川
和
船
一
一か
滑
ト
)

‘

輯

鞘

・

/
務
的
ノ
料
金
テ
附
加
ス
¥

前

項

土

地

ノ

穂

別

ハ

左

記

ノ

標

準

=

依

p
該

地

ノ

交

換

ユ

周

ス

ル

加

入

者

数

二

牒

ジ

之

ヲ

定

メ

別

-

一

告

示

ス

但

シ

機

械

設

備

其

ノ

他

工

邪

上

ノ

関

係

等

ユ
依

p
該

標

準

.
ュ
依
ラ
ス
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ア
ル
〈
シ

中

地

加

入

者

十

割

以

上

乙

地

・

加

入

者

流

部

以

上

丙

地

問

二

高

以

上

了

地

問

沢

千

以

上

戊

地

問

二

千

以

上

己

地

同

八

百

以

上

庚
地

問

問

百

以

上

辛

地

問

二

百

以

上

壬

地

同

百

九

十

九

以

下

第

況

十

八

保

ノ

二

度

数

料

ヲ

諜

ス

へ

キ

油

話

度

数

川
九
川
川
該
電
話
取
扱
周
ノ
算
定
ス
ル
m
m
=
依
ル

左

記

各

競

ノ

一

二

該

筒

ス

ル

揚

合

ノ

遁

話

内

之

ア

前

項

ノ

遁

話

度

数

一

一

算

入

セ

ス

五;1...

間間



CJ.) 
c::o 

琴

難

一

設

備

ノ

・

障

碍

又

ハ

・包

括

官

磐

ノ

過

失

ュ

凶

リ

却

時

ノ

小

逸

ユ

於

一

ア

油

話

不

能

ト

ナ

リ

タ

ル

ト

キ

二

電

話

油

話

規

則

第

十

二

旅

叉

ハ

無

線

宙

開

油

信

規

則

べ

保

二

依

p
接

続

ヲ

巾

断

シ

タ

ル

ト

キ

第

一

点

十

九

保

世

話

使

川

料

及

附

加

使

川

料

ハ

年

額

ヲ

四

分

ジ

左

ニ

掲

ク

ル

叫

期

ノ

別

一

一

従

ヒ

毎

一

期

分

ヲ

其

ノ

期

ノ

初

月

末

日

迄

エ

之

ヲ

常

該

情

話

官

署

一

一

納

ム

ヘ

シ

但

シ

度

数

料

金

制

脆

行

地

ユ

於

ケ

ル

度

数

料

ハ

毎

一

期

分

ヲ

其

ノ

次

期

ノ

初

月

末

日

迄

ニ

納

ム

ヘ

ジ

第

一

期

間

月

一

日

ヨ

p
六

月

三

十

日

迄

第

二

期

七

周

一

日

ヨ

p
九

月

三

十

日

迄

第

三

期

十

月

一

.
日

ヨ

リ

十

二

月

三

十

一

日

迄

第

四

期

一

月

一

日

ヨ

リ

コ

一

月

三

十

一

日

迄

第

六

十

僚

電

話

開

油

カ

前

保

各

矧

ノ

中

途

ナ

ル

ト

、

キ

ハ

其

ノ

初

期

ノ

電

話

使

用

料

及

附

加

使

用

料

ハ

電

話

開

通

ノ

日

ヨ

リ

起

算

シ

其

ノ

期

ノ

末

日

=

至

ル

迄

ノ

日

数

=

路

シ

年

額

金

ノ

日

制

ヲ

以

テ

閑

却

ノ

日

ヨ

リ

十

五

日

以

内

-

一

岱

該

電

話

官

署

ユ

之

ヲ

納

ム

ヘ

シ

其

ノ

加

入

後

新

ュ

附

加

使

川

料

ヲ

納

ム

へ
キ

ノ
ム
n
亦

同

シ

第

大

十

一

保

電

話

宵

間

帯

ノ

過

失

ュ

凶

リ

徴

牧

ジ

タ

ル

過

納

及

諜

納

ノ

料

金

ハ

詩

求

ニ

俄

リ

之

ヲ

還

付

ス
第

五

十

九

保

各

期

ノ

中

途

ユ

於

一

ア

電

話

使

用

料

又

ハ

特

別

加

入

ノ

附

加

使

川

料

=

.異

劫

ヲ

ヰ

ぃ

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

期

分

ハ

年

組

合

ノ

差

額

ヲ

基

ト

シ

日

制

ヲ

以

テ

過

不

足

額

ヲ

算

出

シ

過

超

額

ρ

請
求
一
一

依

リ

之

ヲ

還

付

ジ

不

足

額

ハ

異

動

ノ

口

ヨ

リ

十

五

日

以

内

=

之

ヲ

徴

牧

ス

特

別

加

入

以

外

ノ

附

加

使

用

料

カ

増

加

ス

ヘ

キ

場

合

又

ハ

第

間

十

一

保

一

一

凶

u
y

附

加

佐

川

料

カ

減

少

ス

ヘ

キ

州

場

合

亦

之

ニ

準

ス

第

五

十

九

保

各

州

ノ

中

途

一

一

於

テ

第

二

十

一

様

ノ

ニ

ノ

規

定

ユ

依

リ

連

接

加

入

ヨ

F
共
同
線
加
入
一
一

蟹

更

シ

タ

ル

場

令

-

一

於

ケ

ル

前

項

ノ

不

足

額

ρ

之

ヲ

徴

肱

セ

ス

第

六

十

二

蜂

加

入

者

第

四

十

三

一

保

ノ

加

入

期

間

内

ユ

於

テ

加

入

ヲ

取

消

シ

恭

ρ

取

消

サ

レ

タ

ル

ト

キ

、

加

入

ヨ

リ

除

名

セ

ラ

レ

タ

ル

ト

キ

又

ハ

加

入

消

滅

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

包

括

使

用

料

及

附

加

使

用

料

ノ

未

納

額

ヲ

一

時

ニ

納

ム

へ

シ

加

入

者

第

四

十

回

続

ノ

取

消

請

求

期

限

ヲ

過

キ

テ

加

入

取

消

ノ

請

求

ヲ

岱

シ

タ

ル

ト

キ

叉

ハ

第

六

十

九

保

第

三

項

ノ

場

合

-

一

於

テ

常

該

加

人

期

ノ

末

日

ヨ

リ

十

抗

日

以

前

=

第

七

保

第

二

項

第

二

十

七

保

第

二

項

第

三

十

五

保

ノ

諦

求

背

ハ

申

請

ヲ

鏡

サ

サ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

次

期

=

腐

ス

ル

電

話

使

川

料

及

附

加

使

刈

料

ヲ

納

ム

ヘ

シ

'

第

六

十

三

僚

電

話

番

披

鯵

掲

載

料

ハ

毎

合

計

年

度

ノ

初

月

一

日

ヨ

H
Y

十

日

迄

-

一

泊

該

電

話

官

署

=

之

ヲ

納

ム

へ

シ

似

シ

偶

載

初

年

皮

ノ

料

金

ρ

常

該

電

話

官

諜

ノ

指

定

シ

タ

ル

期

日

迄

ュ

之

ヲ

納

ム

へ

-v

第

六

十

四

僚

名

義

書

換

料

及

機

械

移

輔

料

ハ

其

ノ

請

求

ヲ

鵠

ス

ト

キ

又

加

入

登

記

科

及

電

話

線

接

続

料

ハ

岱

該

内

山

部

官

署

ノ

指

定

ス

ル

期

日

迄

昌

之

ア

納

ム

へ

シ

第

六

十

五

保

電

話

ユ

閥

ス

ル

料

金

ハ

特

=

定

ム

ル

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

羽

賀

ヲ

以

テ

納

ム

へ

シ

但

シ

名

義

書

換

料

及

機

械

移

縛

料

ハ

郵

便

切

手

ヲ

以

テ

納

ム
ヘ

γ

第

六

十

六

続

左

記

ノ

場

合

ユ

於

ケ

ル

加

入

登

記

科

ハ

加

入

巾

込

者

ノ

諦

求

=

依

リ

之

ア

還

付

ス

一

第

二

十

六

保

ユ

依

り

加

入

山

中

、

込

ノ

消

滅

シ

タ

ル

ト

キ

二

第

四

十

八

蜂

-

一

依

P
加

入

巾

込

ヲ

取

消

シ

タ

ル

ト

キ

コ

一

加

入

申

込

者

法

人

ユ

ジ

テ

解

散

ノ

銭

加

入

巾

込

ヲ

取

消

ジ

タ

ル

ト

キ

四

申

込

後

二

年

ヲ

経

過

シ

タ

ル

加

入

申

込

・ヲ

取

消

シ

タ

ル

ト

キ

第

六

十

七

保

左

記

ノ

場

合

ユ

於

ケ

ル

電

話

使

用

料

及

附

加

使

川

料

ハ

年

額

合

ノ

日

制

ヲ

以

一

ア

之

ヲ

免

除

ス

但

シ

其

ノ

料

金

低

納

』

一

係

ル

ト

キ

ハ

加

入

者

ノ

請

求

ュ

依

日

之

ア

還

付

ス

一

第

二

十

五

線

二

依

p
共

同

線

加

入

ノ

電

話

取

扱

ヲ

休

止

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

休

止

中

ユ

係

ル

モ
ノ

二

第

二

十

六

候

品

依

リ

加

入

消

滅

シ

タ

ル

ト

キ

叉

ハ

第

四

十

八

僚

=

依

p
加

入

ヲ

取

消

シ

タ

ル

ト

キ

山

共

ノ

加

入

消

滅

又

ρ

加

入

取

消

ノ

翌

日

以

後

=

係

ル

モ

ノ

三

加

入

者

ノ

故

意

文

ハ

過

失

=

凶

ラ

ス

シ

テ

電

話

不

羽

十

五

日

以

上

一

一

渉

リ

タ

ル

ト

キ

其

ノ

不

通

期

間

二

係

ル

モ

ノ

但

ジ

加

入

者

復

.

苔

工

事

ノ

延

期

ヲ

諦

求

シ

タ

ル

ト

キ

ρ

其

ノ

日

数

ヲ

除

ク

前

項

第

三

披

不

遇

ノ

日

数

ハ

常

該

世

話

官

揖

=

於

テ

其

ノ

事

故

ヲ

認

メ

タ

ル

日

ヨ

リ

起

算

ス

第

六

十

八

僚

左

記

各

披

ノ

料

金

ρ

之

ヲ

免

除

ス

位

シ

料

金

低

納

ユ

係

ル

ト

キ

ハ

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

ノ

請

求

=

依

p
之

ヲ

還

付

ス

一

第

十

八

僚

乃

至

第

十

九

依

ノ

三

一

一

依

ル

請

求

ヲ

其

ノ

掲

載

手

絞

若

手

前

ユ

於

テ

取

消

シ

タ

ペ

揚

令

ノ

電

話

番

説

得

掲

載

料

ニ

第

二

十

三

僚

一

一

依

ル

諦

求

ヲ

其

工

事

着

手

前

=

於

-

ア

取

消

シ

タ

ル

場

合

ノ

機

械

移

勝

料

三

第

・五

十

二

傑

・
第

二

項

又

ハ

第

五

十

穴

保

第

二

項

ユ

依

リ

電

話

線

接

続

料

ア

納

ム

へ

キ

事

貨

カ

共

ノ

工

事

若

手

前

ユ

於

テ

消

滅

シ

タ

ル

揚

ム

ロ

ノ

電

話

線

接

績

料

第

六

十

九

保

加

入

者

第

凶

十

一

一

一

保

ノ

加

入

期

間

内

ユ

於

一

ア

加

入

ヲ

取

消

シ

抗

ハ

一

取

消

サ

レ

タ

ル

ト

キ

又

ρ

加

入

ヨ

p
除

名

セ

ラ

レ

タ

ル

ト

キ

ト

錐

鼻

、

ノ

期

間

内

一

一

風

ス

ル

電

話

使

川

料

ρ

之

ヲ

免

除

セ

ス

第

七

十

九

僚

又

ハ

第

八

十

保

ニ

依

p
泊

話

ヲ

停

止

セ

一

フ

レ

タ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

停

止

期

間

中

.

ノ

情

話

使

用

料

及

附

加

使

用

料

山

之

ア

免

除

セ

ス

、〈



第

一

九

十

九

保

各

期

ノ

中

逸

品

於

テ

附

加

使

用

料

カ

減

少

又

ハ

消

滅

ス

へ

キ

事

武

ヲ

住

シ

タ

ル

相

場

合

ト

蹴
其
ノ
期
-
一
・
鴎

ス

ル

分

ハ

之

ヲ

免

除

セ

ス

但

シ

第

犬

十

一

般

第

二

項

ノ

場

介

ハ

此

ノ

限

ニ

在

一

フ

ス

附

m
-七
十

依

第

六

十

一

線

第

六

十

六

僚

第

六

十

七

保

又

ハ

第

六

十

八

俊

二

依

ル

料

金

ノ

還

付

前

求

ハ

雷

該

治

話

官

署

品

之

ヲ

伐

ス

へ

5

其

ノ

荷

求

期

間

生

ノ

如

シ

一

第

六

十

六

続

二

依

ル

場

合

山

加

入

申

込

消

滅

又

ハ

取

消

ノ

日

ヨ

n
y

六

十

日

間

-

一

第

六

十

一

保

又

ρ

第

六

十

七

保

ユ

依

ル

場

合

ハ

料

金

納

付

ノ

日

ヨ

p

五

月

間

一

一

一

第

六

十

八

保

二

依

ル

場

合

ハ

料

金

納

付

ノ

日

ヨ
ヲ
ム
九
十
日
間

第

七

十

一

保

電

話

ユ

闘

ス

ル

料

金

ノ

還

付

ハ

通

貨

ア

以

テ

納

メ

タ

ル

モ

ノ

山

羽

貨

郵

便

切

手

ア

以

テ

納

メ

タ

ル

モ

ノ

ハ

郵

使

切

手

ゲ

以

テ

ス

ヘ

シ

第

七

十

二

保

加

入

者

ノ

使

用

ユ

仇

ス

ル

電

話

線

電

話

機

及

附

腐

物

nm
ハ

世

話

官

署

ニ

於

テ

之

ア

設

備

ス

但

ジ

第

四

続

ユ

依

p

電

話

線

路

ノ

引

渡

ヲ

鵠

サ

シ

ム

ル

場

合

又

ハ

節

三

十

一

級

品

依

p

加

入

申

込

者

又

ρ

加

入

者

ヲ

シ

テ

噌

設

電

話

機

ノ

設

備

及

維

持

ヲ

筑

サ

ジ

ム

ル

抑

制

合

ρ

此

ノ

限

二

紅

ラ

ス

前

項

ニ

依

り

電

話

官

署

=

於

テ

設

備

ス

へ

キ

電

話

線

、

電

話

機

及

附

風

物

品

ヲ

加

入

者

又

ハ

電

話

機

設

置

家

屋

ノ

所

有

者

共

ノ

他

ノ

利

害

闘

係

者

二

於

テ

供

給

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ρ

第

三

十

一

保

ニ

依

ル

場

合

ヲ

除

ク

ノ

外

悦

該

電

話

取

扱

局

ヲ

経

テ

所

轄

遜

仔

川

町

長

二

巾

部

シ

其

ノ

許

可

ヲ

受

ク

ヘ

シ

所

持

逓

信

局

長

ニ

於

テ

必

要

ト

認

ム

ル

ト

キ

ハ

前

羽

ノ

認

可

ア

取

消

コ

ス

ト

ア

ル

へ

シ

第

七

十

二

倍

ノ

ご

遺

伝

大

臣

品

於

テ

必

嬰

ト

認

ム

ル

ト

キ

ρ

火

災

=

際

シ

消

防
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揺
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シ
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防
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緊

念

ヲ

嬰

ス

ル

・
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話

ヲ

鴛

サ

シ

ム

ル

コ

ト

ア

ル

ヘ

シ

前

項

ノ

相

場

合

ニ

於

テ

お

該

加

入

者

ρ

該

羽

話

ヲ

妨

ク

ル

コ

ト

ヲ

符

ス

第

七

十

三

僚

世

話

官

署

ρ

吏

員

ヲ

紙

法

シ

常

話

機

設

置

ノ

邸

宅

又

ρ

構

内

=

花

ル

電

話

線

電

話

機

及

附

腐

物

品

此

第

一

一

一

十

八

保

ニ

依

ル

記

鍛

年

ヲ

貼

検

シ

又

ハ

交

換

取

扱

年

ニ

開

ス

ル

指

示

ヲ

伐

ス

へ

シ

此

ノ

場

合

ニ

於

テ

ハ

共

ノ

身

分

ヲ

諮

問

ス

ヘ

キ

謹

撰

ヲ

携

帯

セ

シ

ム

へ

シ

第

七

十

四

保

電

話

官

接

ρ

加

入

者

ノ

使

用

品

供

ス

か

電

話

線

、

世

話

機

及

附

図

物

品

ヲ

撤

去

ジ

又

山

移

脚

ス

ル

揚

A
H

ユ

於

テ

其

ノ

官

級

、

機

械

等

ノ

装

置

シ

ア

P
Hデ
ル

諮

普

物

ヲ

原

形

-

一

修

復

ス

ル

.

ノ

資

=

任

句'"司

察
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セ
ス

第

七

十

五

僚

加

入

者

ノ

故

意

又

山

過

失

品

凶

リ

共

ノ

使

用

品

供

ス

ル

電

話

機

設

置

ノ

邸

宅

若

ハ

構

内

ユ

在

ル

電

話

線

、

電

話

機

及

附

腐

物

品

ヲ

亡

失

段

損

シ

タ

ル

ト

キ

又

山

第

七

十

八

保

二

違

反

ス

ル

所

銘

-

一

回

り

復

奮

工

事

ア

嬰

ス

ル

ト

キ

ハ

加

入

者

ニ

於

テ

其

ノ

補

充

又

ハ

修

純

一

一

要

ス

ル

投

川

ア

排

償

ス

A

ペ

シ

第

七

十

六

保

加

入

者

ハ

報

酬

ヲ

受

ケ

其

ノ

使

用

品

供

ス

ル

憶

話

機

ヲ

他

人

ノ

用

ニ

一

供

シ

又

山

報

酬

ア

受

ク

ル

者

ニ

之

ヲ

貸

奥

ス

へ

カ

ラ

ス

第

七

十

七

総

本

加

入

者

迎

接

加

入

者

及

共

同

線

加

入

者

ハ

常

該

世

話

官

署

ノ

指

示

ス

ル

機

械

特

殊

取

扱

方

法

二

従

ヒ

相

手

方

加

入

者

ノ

遇

措

=

闘

ふ

妨

害

ト

ナ

ル

カ

如

キ

所

銭

ア

ル

へ

カ

ラ

ス

第

七

十

八

依

加

・入

者

ハ

其

ノ

使

川

二

供

ス

ル

電

話

機

設

置

ノ

邸

宅

又

ρ

構

内

二

在

ル

電

話

線

、

電

話

機

及

附

随

物

口

問

ア

濫

p

=

取

外

シ

若

ρ

移

特

シ

又

山

畿

置

方

法

ア

鐙

更

ジ

若

山

之

ヲ

分

解

ス

へ

ラ

ス

但

シ

水

火

其

ノ

他

ノ

事

援

-

一

際

シ

保

護

ノ

同

的

ニ

山

テ

ダ

ル

場

合

ハ

此

限

ニ

在

ラ

ス

加

入

者

ハ

其

ノ

使

用

=

供

ス

ル

電

話

機

設

控

ノ

邸

宅

又

ρ

構

内

品

在

ル

電

話

線

、

治

話

機

及

附

賜

物

品

ニ

針

シ

髭

p

-

一

他

ノ

線

僚

機

械

等

ア

連

結

ス

へ

潟

ラ
ス

第

七

十

九

保

加

入

者

電

話

使

用

料

、

附

加

使

用

料

、

沼

話

番

披

錨

掲

載

料

又

ハ

通

話

-

一

閥

ス

ル

料

金

ヲ

規

定

ノ

期

日

迄

ニ

納

付

セ

サ

ル

ト

キ

又

ρ

第

七

十

五

依

ノ

補

修

法

ヲ

排

償

セ

サ

ル

ト

キ

山

其

ノ

滞

納

ノ

期

間

泊

話

ヲ

停

止

ス

へ

シ

左

記

各

鋭

ノ

一

-

一

該

常

ス

ル

加

入

申

込

者

又

ハ

加

入

者

本

令

又

ハ

電

話

官

署

ノ

指

示

品

従

ハ

サ

ル

ト

キ

ρ

其

ノ

通

話

ヲ

停

止

シ

又

ハ

第

三

十

四

傍

若

山

第

四

十

俊

二

依

ル

許

可

ヲ

取

市

ス

へ

シ

一

第

三

十

一

保

=

依

p

棺

設

世

話

機

ノ

設

備

及

維

持

ヲ

伐

ス

モ

ノ

ニ

第

四

十

艇

二

依

p

私

設

電

話

機

等

ヲ

接

続

ス

ル

モ

ノ

一

一

一

第

三

十

二

保

=

依

p

交

換

ノ

取

扱

ヲ

岱

ス

毛

ノ

第

八

十

能

前

銃

二

依

ル

詔

話

停

止

期

間

三

十

日

以

上

二

及

ヒ

タ

ル

ト

キ

又

ハ

其

ノ

停

止

皮

敷

一

年

三

同

以

上

-

一

及

ヒ

タ

ル

ト

キ

ρ

加

入

ヨ

p

除

名

ス

ル

ヨ

ト

ア

ル

へ

シ

加

入

者

故

ナ

ク

第

七

十

三

保

ノ

勤

検

ヲ

抱

ミ

タ

ル

ト

キ

又

ハ

第

七

十

六

保

乃

至

第

七

十

八

艇

二

違

反

シ

タ

ル

ト

キ

山

六

月

以

内

泊

話

ヲ

停

止

シ

又

山

加

入

ヨ

p

除

名

ス

へ

ジ
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察

甥

八

十

一

続

的

保

-

一

依

9
加

入

ヨ

リ

除

名

セ

ラ

レ

タ

ル

者

ハ

其

ノ

'除

名

ノ

日

ヨ

リ

一

‘
年

ヲ

経

過

ス

ル

ユ

非

サ

レ

ハ

再

ヒ

同

〕

ノ

加

入

区

域

内

=

於

テ

加

入

申

込

又

ハ

加

入

ヲ

銭

ス

コ

ト

ヲ

得

ス

第

八

十

二

保

電

話

官

磐

ハ

電

話

交

換

ヨ

9
生

ス

ル

一

切

ノ

事

故

ニ

針

ジ

其

ノ

賢

一一
任
セ
ス

附

則

第

八

十

三

線

本

令

ハ

公

布

ノ

日

ヨ

リ

之

ヲ

地

行

入

第

八

十

四

僚

第

五

十

四

保

第

一
項

及

第

二

項

ノ

説

定

ハ

岱

分

ノ

内

官

臨

ノ

加

入

品

係

ル

電

話

一

一

閥

ジ

之

ア

適

川

セ

ス

終

八

十

冗

保

大

正

七

年

同

逓

信

省

令

第

四

十

披

附

則

第

二

項

ノ

規

定

ハ

初

其

ノ

款

カ

ァ

有

ス

第

八

十

六

保

明

治

三

十

三

年

川

越

信

省

令

第

六

十

六

鋭

ρ

之

ヲ

底

止

ス

第

八

十

七

俊

明

治

三

十

三

年

九

昌

信

省

令

第

六

十

六

目
H
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娘

二

依

p
加

入

ジ

タ

ル

電

話

及

本

令

施

行

前

醤

電

話

規

則

第

二

十

五

僚

ノ

一

又

ハ

第

二

十

五

保

ノ

ニ

昌
依

p
加

入

国

域

外

ヨ

P
加

入

シ

タ

ル

電

話

ハ

第

一
一
一
線
第
二
項
ユ
依

p
加

入

シ

タ

ル

モ

ノ

ト

肴

倣

ス

但

ジ

特

別

加

入

ユ

釘

ス

ル

附

加

使

川

料

ノ

率

二

闘

ジ

テ

ハ

本

令

施

行

ノ

日

・
ヨ

p
起

算

シ

十

年

間

約

従

前

ノ

例

ユ

依

ル

前

項

ニ

依

ル

加

入

者

本

令

施

行

後

第

四

十

五

僚

第

二

項

=

依

P
加

入

名

義

ア

費

更

シ

叉

ρ

官

該

電

話

取

扱

局

ノ

加

入

区

域

外

-

一

於

テ

邸

宅

外

又

ハ

格

外

二

電

話

機

ヲ

移

縛

シ

タ

ル

ト

キ

ρ

逓

信

犬

臣

ニ

於

テ

特

=

巴

ム

ヲ

得

サ

ル

事

情

ア

p

ト

認

ム

ル

場

合

ア

除

タ

ノ

外

向

項

但

書

ノ

規

定

ア

.遇

川

セ

ス

第

八

十

八

保

本

令

施

行

前

加

入

同

線

二

接

続

シ

タ

ル

{

行

際

問

私

設

及

市

内

専

用

電

話

機

ノ

設

備

カ

本

令

ノ

規

定

エ

適

合

セ

サ

ル

モ

ノ

ト

認

ム

ル

ト

キ

ρ

之

ヲ

改

修

セ

シ

メ

共

ノ

維

持

方

法

、

交

換

以

扱

方

法

等
ア

務

真

セ

シ

ム

ル

コ

ト

ア

ル

ヘ

ジ

第

八

十

九

保

前

僚

ノ

加

入

者

ハ

第

五

披

書

式

第

七

披

及

第

十

一

蹴

ノ

事

項

=

閥

シ

第

三

十

五

線

第

二

額

二

準

ス

ル

屑

尚

ア

お

ス

ヘ

シ

第

九

十

僚

大

正

十

四

年

度

以

降

二

於

ケ

ル

第

十

一

保

第

五

銃

ノ

共

同

線

及

謹

接

加

入

ノ

申

込

又

ρ

之

=
依

p
開

祖

シ

タ

ル

電

話

蛇

同

年

度

以

降

=

於

テ

第

二

十

一

保

第

五

銃

二

依

p
単

狗

加

入

品

費

吏

シ

タ

ル

電

話

ニ

胸

シ

テ

山

第

十

二

保

又

山

鈴

二

十

二

僚

ノ

規

定

ア

適

用

セ

ス

(
書
式
省
略
)

，、、
逓
信
省
令
第
十
五
鋭
(
調
勾
一

hr昨
)

電
話
規
則
中
一
部
吹
正
ノ
件

第
二
線
中
「
二
町
」
ア
「
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
」
ニ
改
ム

第
三
僚
中
「
ニ
虫
」
ア
「
八
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
ニ
ベ
恩
程
」

ヲ
「
距
離
」
=
改
ム

4

第

五

十

八

般

第

一

項

第

三

抗

及

第

四

銃

巾

「

町

程

一

町

」

ァ
「
臨
敵
百
十
メ
ー
ト
ル
」
-
一
、
「
町
程
」
ア
「
釦
離
」
一
一
改

ム

L
E
S
 

，f』"臥H'

本

令

ハ

昭

和

三

年

四

月

一

日

ヨ

p
之

ヲ

施

行

ス

本

布

施

〕

行

前

加

入

シ

タ

ル

電

話

ノ

第

五

十

八

保

第

一

項

第

三

娘

二

依

ル

特

別

加

入

ユ

針

ス

ル

附

加

使

川

料

ノ
非
・
足
-
一
関
ジ
-
ア
ハ
本
令
施
行
ノ
ロ
ヨ

p
起

算

ジ

一

年

間

仰

従

前

ノ

例

ュ

依

ル

但

ジ

核

加

入

者

本

令

施

行

後

加

入

名

義

ヲ

控

一

夫

シ

又

ハ

常

設

小

川

話

町

ノ

普

詔

加

入

区

域

外

ユ

於

テ

邸

宅

外

悲

ハ

格

外

=

電

話

機

ヲ

移

輔

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

此

限

ニ

忠

ラ

ス

則

-一、
電
話
加
入
申
込
制
限
F

件

電

話

規

則

二

依

ル

加

入

巾

込

ハ

食

分

ノ

内

同

規

則

第

十
一
保
第
一
蹴
-
一
依

p
特

念

架

設

ヲ

伐

ス

モ

ノ

、

同

僚

第

究

都

=

依

ル

授

川

又

ハ

物

件

ノ

寄

附

ア

許

可

ス

ル

モ

ノ

、

電

話

主

念

開

沼

規

則

第

四

保

ノ

申

請

ア

受

迎

シ

タ

ル

モ

ノ

及

岱

該

脅

計

年

氏

内

ニ

於

テ

開

祖

ス

ヘ

キ

共

同

線

加

入

又

ハ

蓮

接

加

入

ノ

巾

込

ニ

限

p
之

ヲ

受

理
ス

本

令

ハ

公

布

ノ

日

ハ

大

正

八

年

六

月

七

日

〉

ヨ

り

之

ヲ

施

行
ス
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電
話
特
別
開
通
規
則
(
者
一
一
一
紅
巳

第

一

線

電

話

規

則

二

依

ル

単

調

加

入

ア

錦

サ

ム

ト

ス

ル

者

ハ

本

令

ノ

定

ム

ル

所

一

一

依

p
m
h
話

ノ

設

備

費
(
制
印
刷
柑
)
ヲ
納
付
ジ
特
別
問
遁
ノ
申
請
ヲ
鈴
ス
コ

ト

ヲ

得

前

項

ノ

設

備

費

ノ

額

ハ

漣

信

大

臣

ノ

定

ム

ル

所

昌

依

ル

第

二

保

特

別

問

活

ノ

電

話

ρ

常

該

合

計

年

皮

ノ

ヱ

事

ト
・
ジ

テ

之

ヲ

間

活

セ

ジ

ム

第

三

保

特

別

問

遁

ア

儒

ス

へ

キ

電

話

官

回

帯

、

開

遁

譲

定

数

、

設

備

費

及

特

別

開

祖

巾

前

受

付

期

間

ρ

別
一
一

之

ヲ

公

示

ス

第

四

緑

特

別

倒

語

ノ

申

請

ヲ

筑

サ

ム

ト

ス

ル

者

ハ

電

話

特

別

開

沼

市

部

書

ァ

悦

該

電

話

官

署

ニ

差

出

ス
へ
シ

第

五

保

特

別

開

遁

申

請

ノ

受

迎

ρ

左

ノ

各

競

ノ

匿

別

ユ

依

ル

但

シ

特

別

ノ

事

由

ア

ル

場

合

山

此

ノ

限

-
一
花
ラ
ス

一

公

益

上

ノ

必

要

ア

リ

ト

認

メ

ラ

ル

ル

モ

ノ

コ

電

話

却

則

=

依

ル

加

入

申

込

者

カ

該

加

入

巾

込

=

釘

ジ

特

別

間

活

ヲ

希

望

ス

ル

モ

ノ

一一
一

其

ノ

他

ノ

モ

ノ

前

項

各

競

ノ

区

別

二

依

ル

巾

荷

受

理

議

定

数

ハ

第

一
一
一
保
ノ
事
項
ト
止
ハ
ユ
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公
示
ス

務

大

保

前

総

第

一

項

第

一

蹴

ニ

依

ル

モ

ノ

ρ

綿

申

諦

ノ

中
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p
所

轄

遜

信

局

長

ニ

於

テ

認

定

ジ

之

ヲ

受

理

ス

前

項

ニ

依

叫
y

受

理

ス

ル

コ

ト

能

ハ

サ

ル

申

請

-

一

ジ

テ

前

僚

第

一

項

第

二

銃

二

該

岱

ス

ル

モ

ノ

ハ

加

入

申

込

登
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順
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ニ

依

り

之

ヲ

受

迎

ジ

其

ノ

受

割

譲

定

数

ア

超

過

ス

ル

儒

受

迎

ス

ル

コ

ト

能

ρ

サ

ル

モ

ノ

ρ

之

ヲ

前

焼

第

一

項

第

三

蹴

ニ

加

フ

第

一

項

=

依

ηJ

受

迎

ス

ル

コ

ト

槌

ハ

サ

ル

巾

荷

-

-

v
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前

線

第

一

項

第

三

披

品

該

岱

ス

ル

モ

ノ

カ

共

ノ

受

迎

猿

定
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ヲ

超

過

ス

ル

ト

キ

ρ

拍

銭

ユ

依

p

之

ヲ

受

理

ス

第

七

僚

左

ノ

各

披

ノ
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該

岱

ス

ル

特

別
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ノ

巾

前
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ア

受
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但

シ
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遜

信

局

長

二
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別
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事
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ム

ル

揚

令

ハ
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ノ
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ラ

ス
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入

品

於
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二

筒

以

上

ノ

巾

荷

ア

ぬ

ス

揚

ム

口

二

於

ケ

ル

一

筒

ヲ

除

ク

ノ
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ノ

中
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-

一

常

核

合

計

年

度

=

於

テ

電

話

規

則

特

別
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保

ノ

規

定

ニ

依

リ

開

沼

ス

へ

キ

電

話

ノ

加

入

巾

、

込

者

叉

ハ

電

話

規

則

第

二

十

一

般

ノ

規

定

ユ

依

り

単

一

揖

加

入

品

襲

吏

ス

ル

コ

ト

ヲ

枠

内

キ

共

同

線

加

一

琴

費量
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入

ノ

加

入

者

ノ

申

請
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一
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常

設

申
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ノ

舟
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、
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所

又

ハ
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務

ュ

使

用

ス

ル

揚

所

=

非

サ

ル

モ

ノ

ア

電

話

機

設

世

相

場

所

ト

ス

ル

巾

諦

同

一

ノ

邸

宅

ニ

居

住
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又

ハ

同

一

ノ

場

犀

ヲ

使

川

ス

ル
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ρ
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項

規

定
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適

用
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付

テ

ハ
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ヲ
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}

人

ト

罰

倣

ス

工

事
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都

合

ニ

依

u
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附

遁

ス

ル

コ
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ア
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サ

ル
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請

ハ

之
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受

迎
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へ
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特

別
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迎
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閲
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左
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各
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ユ

該
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受
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別
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向

ア
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ル

場

合
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フ
ス
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前
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前

保

第

一
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ノ
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一

該
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ス

ル
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二

巾

前

者
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在

不

明

又

ハ

死

亡

ノ

揚

合

品

於

テ

管

理

人

又

ハ

祁

純

人

ヨ

p
何

等

ノ

巾

出

ナ

キ

ト

キ

三

巾

計

一

問

者

法

人

タ

ル

場

合

ユ

於

テ

併

散

シ

タ

ル

ト
キ

第

九

保

特

別

開

祖

ノ

申

請

者

受

理

ノ

担

知

ヲ

交

ケ

ダ

ル

ト

キ

山
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間

内

ニ

設

備

投
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納

付

ス

内
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別

閉

諮

ノ

巾

出
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者

ハ

官

話

鋭

則

ニ

依

ル

加

入

申

込

者

カ

該

加

入

府

・

込

ニ

針

シ

特

別

閑

語

ヲ

希

望

シ

タ
ル

場

令

ア

除

ク
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ノ

外

電

話

規

則

一

一

依

ル

加

入

登
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設
備
費
ト
同
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市
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川
和
小
川
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通

貨

ヲ

以

-

ア

納

付

ス

へ

ジ

前

項

ノ

場

合

ユ

於

テ

川

電

話

規

則

第

六

線

第

一

項

及

第

十

依

ノ

規

定

ヲ

適

用

品

事

ス

第

十

僚

特

別

開

祖

ノ

巾

前

者

前

保

第

一

項

ノ

規

定

ユ
依

u
y

設

備

費

ヲ

完

付

セ

サ

ル

ト

キ

ハ

該

巾

訪

ρ

其

ノ

款
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内

ユ

諮

話

ヲ

開

始

シ

能

ρ

サ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

荷

求

ハ

消

滅

ス

此

ノ

揚

合

二

於

テ

山

其

ノ

回

日

ヲ

諦

求

者

ュ

遁

告

ス

第

十

四

保

加

入

ザ

相

互

間

ノ

通

話

-

一

掬

シ

主

記

各

披

ノ

一

二

談

合

ス

ル

相

場

合

=

於

テ

ハ

請

求

者

一

一

樹

シ

狙

話

.取

消

料

ヲ

諜

ス

但

シ

第

一

蹴

及

第

二

蹴

ノ

場

合

ニ

於

-

ア

沼

話

請

求

後

普

油

必

需

比

夜

間

普

混

沼

郡

ハ

四

十

分

間

又

豆

念

油

話

比

夜

間

至

念

狙

話

山

二

十

分

間

ヲ

怒

、

過

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

此

ノ

限

二

衣

ラ
ス

一

語

話

取

扱

開

始

ノ

油

皆

=

劉

シ

閥

係

者

ノ

一

方

カ

担

話

ノ

要

ナ

キ

旨

又

ハ

不

在

其

ノ

他

ノ

事

由

ニ

凶

p
油

話

ヲ

岱

サ

サ

ル

旨

ヲ

山

中

出

テ

タ

ル

ト

キ

二

詔

話

取

敬

倒

始

ヲ

油

北
内
セ

ム

ト

ス

ル

ユ

官

H
Y

喚

呼

ヲ

試

ム

ル

モ

闘

係

者

ノ

一

方

ノ

臆

答

司

J

伴

サ

ル

ト

キ

但

シ

閥

係

電

諮

問

線

ノ

故

障

-

-

凶

ル

場

合

ハ

此

ノ

限

エ

在

ラ

ス

三

定

時

遁

話

ノ

請

求

者

泊

話

ノ

要

ナ

キ

百

ア

申

間

テ

タ

ル

ト

キ

四

第

八

僚

但

書

二

依

p
定

時

泊

話

ノ

泊

話

時

数

ヲ

減

少

シ

タ

ル

ト

キ

第

十

五

僚

包

括

宵

袈

ニ

針

話

者

ア

呼

出

シ

通

話

一

y

銘

サ

ム

ト

ス

ル

者

ρ

其

ノ

呼

出

ヲ

諦

求

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

呼

川

直

域

ρ

別

ユ

之

ヲ

公

示

ス

'

第

十

大

保

呼

出

請

求

者

ρ

呼

出

ユ

附

帯

ジ

被

呼

者

ユ

針

ス

ル

左

記

指

定

高

羽

ノ

羽

告

ヲ

箭

求

ス
ル
ヨ

ト

ヲ

符
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第

三 コ ー J、十五四三ご一

呼針 左七

者諸 活 泊ノ保何何 ~TJ 代必

居地 話話事蕗時時人ス
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氏及 数 別ヲ入帯 ii'ti話 テ 人
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ヨト静被 J、遁ノ、通恒例羽待ッ文 Jレ

トキ知 呼 之 話 之 祖 話 ヲ 話 ツ ナ

ヲノ、ュ者ヲ時ヲ話官諦ア シ

要其依 舷 要 ナ 要 ナ 磐 求 レ

スノ P 拘昔セ Jレセノレユセ

旨呼 内 ス ト ス ト 市 ム

ヲ出品 出ト

附 ヲ 在 ツス

加要ル へノレ

ス ス揚 v ト

ルノレ合 ， キ

四

指

定

事

羽

五

諦

求

者

ノ

電

話

番

披

加

入

者

二

非

サ

ル

者

呼

出

ヲ

請

求

セ

ム

ト

ス

ル

ト

キ

ハ

前

項

ノ

例

昌

準

ジ

呼

出

券

一

一

相

官

事

項

ヲ

記

入

シ

電

話

作

耕

一

一

之

ヲ

差

出

ス

ヘ

ジ

第

十

八

倍

呼

出

請

求

者

ハ

呼

出

ノ

取

消

又

ハ

其

ノ

指

定

事

項

ノ

加

除

若

ρ

訂

正

ヲ

前

線

ノ

例

ユ

準

シ

請

求

ス

ル

コ

ト

ヲ

作

前

項

ノ

請

求

ユ

釘

シ

テ

ハ

呼

出

料

相

官

額

ノ

料

金

ヲ

課

ス

位

シ

閥

係

電

話

什

署

ユ

釘

シ

諮

知

前

ナ

ル

ト

キ

ハ

此

ノ

限

-

一

在

ラ

ス

第

十

九

保

呼

出

ノ

詩

求

ユ

閥

ス

ル

第

十

七

保

第

一

羽

第

一

統

乃

至

第

三

鋭

及

第

五

披

ノ

事

羽

山

諦

求

後

之

町

/

務

更

ス

ル

コ

ト

ヲ

符

ス

第

二

十

侠

・

呼

出

ノ

荷

求

二

針

シ

テ

ハ

被

呼

者

居

所

ヲ

呼

出

区

域

ト

シ

テ

受

持

ツ

電

話

官

署

=

於

テ

左

ノ
事

項

ヲ

記

載

ジ

タ

ル

前

納

羽

詰

鋒

ヲ

後

行

U
J

之

ア

被

呼

者

居

所

=

配

達

ス

但

シ

静

加

ノ

蓮

絡

ア

要

ス
ル
・
艦

船

=

配

達

ス

ヘ

キ

モ

ノ

ユ

ジ

テ

鮮

如

配

達

ノ

請

求

ナ

キ

ト

キ

ハ

郵

便

=

依

ル

}

前

納

料

金

額

二

週

話

穂

別

三

週

話

時

数

回

放

呼

者

m
m
氏

名

立

指

定

事

項

ム

ハ

請

求

者

ノ

泊

話

番

説

明

暗

丸

労

務

及

其

ノ

所

腐
電
話
官
署
名
(
哨
務
付
矧
何
倍
野
駅
併
)

セ

後

行

年

月

日

第

二

十

一

保

呼

出

ノ

取

消

又

ハ

其

ノ

指

定

事

項

ノ

加

除

若

ρ

訂

正

ノ

諦

求

ユ

謝

シ

テ

ハ

前

僚

ノ

電

話

官

署

ニ

於

テ

其

ノ

旨

ヲ

前

焼

ノ

例

=

準

シ

殺

呼

者

-

一

週

知

ス

但

シ

前

納

遁

話

券

ヲ

阻

詑

品

付

ス

ル

以

前

ナ

ル

ト

キ

ハ

呼

出

取

消

ノ

諦

求

=

謝

シ

テ

ハ

其

ノ

配

諮

ヲ

停

止

ジ

又

呼

出

指

定

事

項

ノ

加

除

者

仲

、

訂

正

ノ

請

求

ニ

鈎

シ

テ

ハ

祁

岱

底

辺

ノ

上

之

ヲ

配

遼

ス
前

項

ユ

依

p
前

納

詔

話

ぬ

か

ノ

配

連

ア

停

止

シ

タ

ル

ト

キ

其

ノ

旨

ア

呼

出

荷

求

者

二

週

知

ス

ヘ

第

二

十

二

続

前

納

抱

話

券

ハ

第

二

十

保

第

二

腕

乃

豆

第

六

蹴

ノ

記

載

事

項

如

何

ニ

拘

ラ

ス

其

ノ

前

納

料

金

額

二

相

官

ス

ル

郵

使

切

手

貼

付

ノ

祖

話

券

ト

同

一

二

之

ヲ

使

用

ス

ル

コ

ト

ァ

符

但

シ

一

沼

ノ

前

納

沼

郡

努

ヲ

以

テ

数

箇

ノ

遁

話

ア

伐

シ

又

ハ

二

組

以

上

ノ

前

納

週

話

券

ヲ

以

テ

一

筒

ノ

油

話

ヲ

錦

ス

コ

ト

ヲ

得

ス

前

納

祖

話

券

ノ

使

用

期

間

ハ

設

行

ノ

日

ヨ

p
起

算

ジ

三

十

日

ト

ス

第

二

十

三

保

居

所

不

分

明

其

ノ

他

ノ

事

故

二

凶

P

同

一

呼

出

区

域

内

ニ

於

テ

前

納

遁

話

券

ヲ

被

呼

者

品

配

達

ス

ル

コ

ト

能

ハ

サ

ル

ト

キ

ハ

其

ノ

旨

ア

呼

出
請
求
者
一
一
語
知
ス

前

羽

ノ

前

納

活

話

券

ハ

其

ノ

使

用

期

間

内

之

ヲ

遊

行

セ

ル

電

話

官

署

ニ

保

管

ジ

置

キ

被

呼

者

又

ハ

呼

出

荷

求

者

ヨ

p
諦

求

ア

ル

ト

キ

ρ

之

ア

交

付

ス

但

ジ

呼

出

荷

求

者

ニ

於

テ

交

付

ア

望

ム

ト

キ

ハ

呼

出

ヲ

請

求

シ

タ

ル

電

器

官

間

帯

ユ

針

シ

テ

其

ノ

諦

求

ヲ

伐

ス

へ

ジ

第

二

十

四

保

被

呼

者

ρ

呼

問

請

求

者

ニ

劉

ス

ル

左

記

肱

答

事

項

ノ

描

告

ヲ

第

十

七

保

第

二

項

ノ

例

一

一

依

n
y

請

求

ス

ル

コ

ト

ヲ

符

一

本

人

出

頭

シ

紘

シ

二

代

人

モ

差

出

シ

難

シ

一

一

一

何

時

頃

泊

話

ス

へ

シ

四

別

途

部

信

ス

ヘ

シ

五

何

虎

何

呑

蹴

糊

-

一

樹

ジ

テ

遁

話

ス

ヘ

シ

前

項

ノ

諦

求

ユ

謝

シ

テ

ハ

呼

問

料

相

前

額

ノ

料

金

ア

課

ス

第

一

項

ノ

諦

求

-

一

関

シ

テ

ハ

第

二

十

二

僚

ノ

例

ユ

依

p
前

納

羽

話

券

ヲ

使

用

ス

ル

コ

ト

ヲ

符

第

二

十

五

保

前

保

ノ

請

求

ユ

謝

ジ

テ

ハ

呼

出

ノ

諦

求

ヲ

受

ケ

タ

ル

電

話

官

磐

=

於

テ

其

ノ

旨

ア

呼

出

請

求

者

ユ

認

知

ス

但

シ

加

入

者

ニ

非

サ

ル

呼

出

請

求

者

カ

該

情

話

〈

防

署

ユ

在

ラ

サ

ル

場

合

其

ノ

呼

出

区

域

外

二

諮

知

ヲ

嬰

ス

ル

ト

キ

又

ρ

其

呼

出

区

域

内

二

於

テ

僻

地

ノ

連

絡

ヲ

嬰

ス

ル

艦

船

一

一

語

知

ヲ

嬰

ス

ル

モ

併

般

配

達

ノ

諦

求

ナ

キ

ト

キ

ハ

郵

便

-

一

依
ル

第

二

十

六

保

遮

信

大

臣

-

一

於

テ

必

要

ト

認

ム

ル

遁

信

事

務

上

ノ

諮

話

品

開

シ

テ

ハ

無

料

ト
ス

電

話

機

ノ

故

障

其

他

ノ

電

話

障

時

事

故

ュ

閥

シ

公

柴

ヨ

リ

電

話

官

器

-

一

割

ス

ル

市

内

沼

話

ρ

無

料

ト

ス

別

ユ

告

示

ス

ル

火

災

報

知

ノ

偽

公

来

ヨ

p
消

防

官

岡

市

二

謝

ジ

テ

怨

ス

市

内

温

話

亦

同

シ
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第

二

十

七

僚

詔

話

ニ

閥

ス

ル

料

金

左

ノ

如

シ

一

普

遇

遁

話

料

夜

間

普

認

油

話

料

祖

話

取

消

料

及

呼

出

料

活
話
阻
域

持
遇
措坦
活
相
H

温
結
降
毎
4

遺
障
附
淑
油
引
約

夜
畑
山
柿
甘
喝
、
岨
-
向
M

時
-
-
呼
働
組
門

締
約
一
週
際

1
1
I
L
i
-
-
間
銀

降

毎

-

-

定

時

其
J

他
-
一

帽岨際

J
剤
耐
m

一R銭
吉一銭、

五

銭

五

銭

十

二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

以

内

十

銭

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
十
一
九
銭
・

凶
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
二
十
銭

汀
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
一
一十
五
一
銭

百
ニ
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
三
十
銭
一

ガ
五
一
鋭

百
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
コ
一
十
五
銭
-

一円
計
十
キ

u
メ
1
ト
U

以
内
四
十
銭

一五
五
山
崎

町
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
四
十
五
銭
」

.Y
一一
十銭

ニ
宵
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
況
十
銭
J

一

↑同十五山
崎
一

一一
首
ニ
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
五
十
五
銭

)

一

一一
百
四
十
キ
ロ
メ

l
ト
凡
以
内
六
十
銭
プ
・

j
」

三
+
針

一一
軍
ハ
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
六
十
五
銭
}

市
外
《
一
一百
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
七
十
銭
〕

一一
斤
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
七
十
五
銭
京
+
銭
J

E

一百
一十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
八
十
銭
~

一可
四
+
銭

官一
同
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
八
十
五
山崎
J

↑

一雷穴
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
九
十
銭
γ

半
鋭
、

吾
八
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
九
十
五
銭
『

四
百
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
一
問

者
九
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
一
副
一
平
一謙一

也
百
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
一
四
九
十
竺

一ハ
吉
一十
キ
ロ
メ

1
ド

ル
以
内
一
噌
主
竺

六

十

健

二

十

蝉

投

書

館

一
九
夏
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以

内

ニ

間

一

一
千
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
-
顕
ニ
主
竺

一平
一一変
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
↓
盟
十
銭
一

F

其

他

一

一型
実
竺

市
内

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内

1
2鋭

+
銭
玄
銭

ノ

歪

念

遁

話

料

普

遁

油

話

料

ノ

二

倍

夜

間

至

念

遁

話

料

夜

間

普

遁
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専

用

ユ

之

ヲ

準

用

ス逓

信

大

臣

ユ

於

テ

必

要

ト

認

ム

ル

逼

信

業

務

上

ノ

専

用

電

話

ハ

無

料

ト

ス

附

則

第

十

七

保

本

令

施

行

前

電

話

規

則

第

五

十

一

保

-

一

依

り

同

一

官

話

加

入

区

域

内

ユ

於

テ

官

話

線

専

用

ノ

許

可

ヲ

受

ケ

タ

ル

者

ハ

世

帯

用

電

話

使

用

ノ

許

可

ヲ

受

ケ

タ

ル

者

ト

見

倣

ジ

凡

テ

本

令

ア

適

用

ス

第

十

八

続

本

.令

ハ

明

治

四

十

五

年

四

月

一

日

ヨ

u
y

31f! 
』守・

ム
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難

之

ヲ

胞

行

ス
岸
壁
父
ハ
桟
橋
一
一
繋
留
ス

船
舶
ト
陸
上
ト
ノ
間
ノ
.
電
話

連
絡
一
一
関
ス
ル
件

リ

ノレ

使

用

料

使

用

期

間

内

一

同

線

毎

一

一

日

一
日
未
満
ハ
之
ヲ

一
日
ト
宥
倣
ス

四
悶

ニ備詰所
ノ、Jj{機:幡
倫維及週
一持附・信-
岡ヲ凪同
ア鼠物ニ
附ス吊1方全
力n揚ノテ
ス合設官

二

、

電

話

遁

話

規

則

第

二

十

七

俵

ノ

規

定

=

依

ル

通

話

=

閥

ス

ル

料

金

第

五

線

本

令

-

一

依

ル

電

話

機

設

泣

場

所

ハ

受

持

電

話

官

署

ノ

加

入

直

域

内

・
ュ

在

ル

モ

ノ

ト

希

倣

ス

第

六

僚

電

話

規

則

第

六

十

一

保

第

一

項

、

第

七

十

帳

、

第

七

十

一

保

、

第

七

十

三

保

乃

至

第

七

十

大

帳

、

第

七

十

八

依

及

第

八

十

二

依

ノ

規

定

及

電

話

i

同
規
則
第
二
寸

ぬ

話

規

則

中

加

入

者

エ

間

ス

ル

規

定

八

依

ノ

規

定

れ

恥
い
わ

ρ

之

ア

本

令

=

依

ル

申

請

者

=

一

準

用

ス

目
見

本

令

ρ

公

布

ノ

日

ヨ

り

之

ヲ

施

行

ス
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袋容

ヌ、
町
村
役
場
ト
電
話
官
署
ト
テ

連
絡
ス
ル
電
話
一
一
関
ス
ル
件

第

一
保

町

村

役

場

ト

府

鰐

臨

ト
ア

蓮

絡

ス

ル

銭

遮

信

大

臣

ユ

於

テ

必

要

ア

p
ト
・
認
ム
ル

ト
キ

ρ

町

村

ノ

申

請

ェ

依

n
y

町

村

役

場

ト

電

話

温

話

事

務

ノ

ミ

4
以

下

筏

ア

取

扱

フ

電

話

官

署

ト

ヲ

接

縮

ス

ル

電

子

揚

専

用

附

明

ト

ア

施

設

ス

ル

コ

ト

ア

ル

ヘ

シ

第

二

僚

役

場

専

用

電

話

一
一
依
ル
泊
話

ρ

電

話

遁

話

規

則

ノ

適

用

ニ

付

テ

ハ

加

入

者

ノ

通

話

ト

看

倣

ス

役

場

専

用

電

話

ア

脆

設

ス

ル

町

村

役

場

ト

其

ノ

所

鴎

電

話

官

署

ト

ノ

間

二

於

ケ

ル

湿

器

ハ
之

ア

市

内

羽

詰

ト

若

倣

ス

第

三

保

役

場

専

用

電

話

ノ

所

属

電

話

官

署

=

電

話

交

換

業

務

ア

開

始

ス

ル

ト

キ

ハ

役

場

専

用

電

話

ア

施

設

ス

ル

町

村

ハ

電

話

交

換

業

務

開

始

ノ

日

ヨ

9

電

話

規

則

又

ハ

特

設

電

話

規

則

=

依

ル

加

入

者

ト

岱

ル

モ

ノ

ト

ス

第

四

保

特

設

電

話

規

則

第

四

焼

、

第

五

僚
、

第

十

同

僚

、

第

ご

十

保

、

第

二

十

一

保

第

一

項

，第

四

銃

及

第

穴

銃

抵

電

話

規

則

第

五

十

九

僚

乃

至

第

六

十

一
保
、

第

六

十

五

僚

、

第

六

十
九
峰
、

第

七

十

保

第

七

十

一

候

‘

第

七

十

二
一
一
保
、

第

七

十

六

帳

、

第

七

十

八

保

及

第

七

十

九

俸

ノ

規

定

ハ

役

場

専

用

包

括
町
一
之
ア
準
用
ス

第

五

保

町

村

役

場

ト

所

轄
府
牒
町
民
品
川
市
川
畑

U
合

ト

ノ

詔

話

ノ

銃

特

=

施

設

ス

ル

電

話

官

署

問

ノ

電

話

線

ノ

梨

設

費

ア

町

村

又

ρ

府

鯨

=

於

テ

負

強

シ
タ

ル
場

合

ユ

於

一
ア

ハ

其

ノ

電

話

線

ア

経

由

ス

ル

官

該

町

村

役

場

所

轄

府

豚

隙

間

ノ

通

話

一

一

付

テ

ハ

宮

分

ノ

内

其

ノ

渇

話

料

ア

宇

減

ス

附

則

本

令

ρ

公

布

ノ

日

ヨ

uy
之

ア

施

行

ス

七、

電
話
託
送
電
報
鐙
受
心
得

包
括
加
入
者
が
其
使
用
の
稔
話
機
に
依
ワ
て
電
報
を
畿
受
せ
ん
と
ナ

る?と
き
は
ハ
第

一
一
概
又
は
第
二
披
書
式
〉
譲
め
東
京
中
央
電
信
局
に

定
の
事
項
の
燭
出
を
袈
し
ま
ナ
。

一
議
信
又
は
受
信
の
別

二

電

話
帯
披

三

官

話
機
設
置
場
所

四

受

信
人
舟
所
氏
名
及
略
旗
指
記
を
受
け
た
る
も
の
は
其
の
略

続
(
但
受
信
の
場
合
に
限
る
〉

五

開

始

年

月

日

右
の
村
山
を
な
し
た
る
託
諮
電
報
渡
受
電
話
加
入
者
.
ハ
以
下
車
に
加

入
者
と
稀
す
〉
が
名
義
務
更
し
た
る
時
ハ
第
三
披
書
式
〉
電
話
番
磁

の

吏

あ
り
た
る
時

ハ
第
四
披
書
式
)
電
話
加
入
か
ら
除
名
せ
ら
れ

た
る
時
文
は
託
設
電
報
の
設
受
診
}
駿
此
し
た
る
場
合
(
第
五
蹴
醤
式
)

亦
届
出
を
嬰
し
ま
す
。

倫
屑
出
を
し
た
・
加
入
者
が
コ
一
筒
月
以
上
託
詮
電
報
の
援
受
を

せ
ね
時

は
託
設
り
時
扱
を
組
め
た
者
と
看
倣
し
て
効
力
を
失
ひ
ま
す
。

一

電
報
の
護
金
方

イ
加
入
者
が
包
括
で
電
報
を
銭
信
す
る
抑
留
ム
u
に
は
自
働
局
の

加
入
者
な
ら
ば

「
丸
ノ
内
民
1

認
口
」
と

お
呼
び
に
な
れ
ば

よ
し
。
手
働
局
の
加
入
者
な
ら
ば
先
づ
崩
を
呼
ん
で
「
電

報
」
と

お
告
げ
に
な
れ
ば
崩
で
は
東
京
中
央
電
信
局
の
託

設
官
報
係

ヘ
ヲ
な
ぎ
ま
す
。

ロ

係
が
出
ま
し
た
な
ら
ば
先
づ
加
入
泣
話
番
披
と
加
入
者
名

を
告
げ
て
後
左
の
順
序
に
依
っ
て
電
報
を
誼
話
し
領
就
州
主

受
け
る
の
で
す
。

和
文
官
報

一
電
報
ノ
種
類
(
官
報
、
私
報
ノ
刑
〉

二

電

報

ノ

学

教

三

電
報
ノ
名
宛

四

指

定
事
項
(
指
定
時
披
ア
用
ヰ

ス
必
ス
至
念
、
返
信
料

前
納
、
照
校
又
ハ
別
使
配
達
ト
云
フ
テ
下
サ
イ
U

豆

電

報

ノ

本

文

穴
畿
信
人
ノ
居
所
氏
名

七
電
報
ニ
ツ
キ
注
意
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
項

.
欧
文
電
報

一

電

報
ノ
種
類
ハ
官
報
、
私
報
ノ
別
〉

二
世
報
ノ
語
教
ハ
有
料
語
教
ト
寅
際
語
教
ト
遠
フ
場
合
例

へ
ρ

十
五
字
以
上
聯
記
シ
タ
器
開
僻
ハ
質
際

一
語
ア
有
料

ノ
方
ハ
二
語
ト
計
算
ス
ル

此
ノ

揚
合
内
有
料
語
教
ノ
次

一一
貸
語
教
ヲ
遁
話

ス
ル
コ
ト

)

一
一
一
指
定
ハ
指
定
略
放
ヲ
用
ヰ
ス
必
ス
歪
念
、
逗
信
料
前
納
、

照
校
又
ρ

別
使
配
達
ト
遁
話
ス
ル

コ
ト
〉

四

名

宛

五

電

報

ノ
本
文

ム
ハ
遊
信
人
ノ

居
所
氏
名

七
電
報
ユ
付
注
意
ア
要
ス
ル
時
ハ
其
事
項

《
電
報
は
前
以
て
文
集
を
作
り
字
教
を
計
算
し
て

置
か
な

い

ー
と
間
建
ふ
虞
が
あ
り
ま
ナ
。

-
一
託
会
電
報
を
授
受
す
る
際
に
は
暗
競
其
他
通
話
上
刻
明
し

難
い
語
僻
も
あ
り
ま
ず
か
ら
左
の
描
話
表
に
依
る
を
使
別

と
致
し
ま
す
殊
に
電
報
文
は
簡
略
を
主
と
ナ
る
も
の
で
普

遁
文
で
も
琵
音
の
酷
似
し
て
居
る
「
チ
と
シ
」
「
イ
と
孟
」

又
は
「
A
と
E
」「
M
と
N
」
の
如
き
は
佐
々
視
同
し
易
〈
-飛

ん
だ
行
一
謹
を
引
起
す
虞
が
あ
り
ま
ず
か
ら
此
の
遁
話
表
に

依
っ
て
遁
話
す
れ
ば
安
全
で
す

h
u

一
一
電
報
ノ
受
信
方

イ

東

京

中

央

電
信
局
で
加
入
者
は
電
報
を
誼
話
ナ
る
に
は
先

づ
其
の
加
入
者
の
電
話
番
鋭
と
加
入
者
・名
を
確
め
て
後
左

の
順
序
で
遁
話
表
に
依
っ
て
描
話
致
し
ま
ず
か
ら

加
入
者

の
方
で
は
之
を
書
取

っ
て
後
領
結
の
旨
を
答
へ
て
下
さ
い

悲
し
電
報
の
字
語
教
に
湘
遁
あ
る
か
又
は
不
明
瞭
の
織
が

L 

、融‘
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あ
る
揚
合
は
直
に
質
問
し
て
下
さ
い
。

和
文
電
報

一

電

報

0
種
類
(
官
報
、
私
報
ノ
別
〉

コ

電

報

ノ

字

数

一
一
一
蛮
信
局
所
名

回

遊

信

呑

器

豆
受
付
月
日
(
昔
日
ノ
モ
ノ
ハ
省
略
〉
及
時
刻

中
ハ
名
宛

七
指
定
事
項
ハ
歪
念
、
遺
信
料
前
納
、
照
枝
又
ハ
別
使
配

建
等
ト
遁
話
ジ
次
ュ
其
ノ
省
略
ヲ
遁
話
ス
〉

凡

電

報

本

文

九
電
報
品
付
注
意
ヲ
要
ス
ル
時
ハ
其
ノ
事
項

欧
文
電
報

一
電
報
ノ
種
類
(
官
報
、
私
報
ノ
別
〉

4

一
登
信
局
所
名

一
一
一
鼓
信
審
披

四
電
報
ノ
語
教
(
有
料
語
教
ト
貨
際
ノ
語
教
ト
ュ
差
異
ア

ル
ト
キ
ハ
有
料
語
教
ノ
次
-
一
貸
詩
歌
〉

五
受
付
月
日
〈
官
日
ノ
モ
ノ
ハ
省
略
〉
及
時
分

穴
指
定
事
項
ハ
至
念
、
返
信
料
前
納
又
ハ
別
使
配
達
等
ト

遁
話
シ
其
ノ
次
一
一
指
定
時
抗
ヲ
通
話
ス

七

名

宛

八

電

報

ノ

本

文

九
電
報
ュ
付
注
意
ヲ
要
ス
ル
時
ハ
其
事
項

電
報
取
扱
時
間
外
ノ
頼
信
方

電
報
取
扱
時
間
外
に
於
て
は
至
念
電
報
、
時
間
外
電
報
、
無

線
電
報
の
外
語
常
の
電
報
は
取
扱
ひ
ま
せ
ぬ
。

逗
信
料
前
納
麓
番

電
信
局
で
は
加
入
者
に
宛
て
た
電
報
の
逗
信
料
前
納
務
審

は
其
の
後
行
容
説
、
前
納
金
額
及
遊
行
月
日
を
電
報
担
話

の
限
趣
知
し
置
き
後
三
日
間
は
保
管
し
ま
す
其
の
三
日
間

に
御
使
用
が
な
け
れ
ば
加
入
者
に
金
付
致
し
ま
す
。

加
入
者
に
於
て
前
に
依
り
通
知
を
受
け
た
電
信
局
保
管
中

の
認
信
料
前
納
誼
蓄
を
使
用
せ
ん
と
す
る
時
は
先
づ
其
の

旨
並

K
麓
蓄
の
番
披
を
遁
知
し
次
に
電
報
を
遁
話
ナ
る
ζ

ξ
 

四
イ

，_ 
帯
問
、
改
正
及
停
止
方

加
入
者
に
於
て
其
の
畿
受
し
た
電
報
に
臨
し
て
尋
問
、
改
正

又
は
停
止
の
請
求
を
す
る
時
は
該
電
報
の
索
出
上
必
要
な
事

項
を
沼
知
し
て
下
さ
い
。

右
に
要
し
た
料
金
時
精
算
し
て
か
ら
遁
知
し
ま
ナ

宍

料

金

イ
託
設
電
報
は
設
信
は
電
報
料
金
の
外
一
語
に
付
、
著
信
は

一
遁
に
付
参
銭
宛
の
電
報
託
話
料
を
要
し
ま
す
。

料
金
は
特
に
指
示
す
る
揚
合
を
除
く
の
外
毎
月
取
趨
め
梨

丹
の
二
十
日
迄
に
語
貨
を
以
て
最
寄
む
郵
便
局
へ
納
付
し

て
下
さ
い
。
但
し
電
話
加
入
か
ら
除
名
せ
ら
れ
た
時
又
は

託
詮
電
報
の
都
民
受
を
厳
し
た
時
は
未
納
む
料
金
は
直
に
納

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ゐ
。

豆

" 

方
の
納
付
ナ
ペ
き
金
額
は
納
入
告
知

す
っ
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音
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Union 
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字

段

務

Yap 
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括
数 数字の

ヒト フタ サ〆 ヨシ コ. 

孤

6 数字の
字 ロク ナナ ノ、チ キウ -可rJレ

絡 組 斜 操

通 話方法

一文字ア設 ノレユノ、例ヘノ、iAJヲfAsiaのAJト遁路スルカ如ジ

二 数字ヲ怠Jレ=ノ、例《ノ、flJヲ「数字 ノヒト jト誼話スルカ如シ

三 記披ヲ主主ルユノ、其ノ本来ノ名若手ヲ以テ遁話 スルモノトス但シ括弧ノ、「くJ;yr右向

括孤」、DJヲ「左向指孤jト通話スノレモノトス

四 詩ト語ノ中間=ノ、「スペース」ト遁、話スノレモノトス

表話通文和
字数 宇 文

-，A、. -回・圃. :，.， ワ ヲ ヤ マ ，、 ナ タ it・ カ ア

数字 検字
嚢若 羅

大舞箱古名陸 高
世保佐

紳 明

南狭 南
和。 子白 i根由 自 の回

国 石
1 の の
ロ ヒ のの の の の の

タ ト シワ ラ ヤマ J、ナタ サ カ ア

七 一、1・井 リ 句-・... ヒ ・ー- チ ン キ イ

数字 数字
濁 井 陸 一一一 姫 目 筑 信 北 疋u王s 

戸 前 島 路 本 後 濃 見 手
の の
ナ フ の の の の の の の の の

ナ|タ 思3 ヰ p 、、‘ ヒ ーー ヂ さJ キ イ

八
。

JL-ユ ム フ 又 .") ス 勺 ウ一
数字

数 宇 、習 タ 武 繭 沼 教 隅
久米留

上
字 繭 援 議 井 津 賀 回 野

の の 濁
ノ、 .". の の の め の の の の の

チ iン 思占 Jレ よL ム フ ;t ツ ス ク ウ

一 一
九 四 ヱ レ メ ，、

不 ヲ・ セ ケ ヱ

敏子二 数字
葱 慈 日 平 キ艮 天 揖 京
比 華 黒 和 室 i繭 樟 城

‘の の 須
キ ヨ の の の の の の の の の
ウ γ ニE レ メ ，、、 ネ ア セ ケ ニE

。五 ヲ 口 ヨ モ 元之 J ト ソ コオ

数字
数 尾 経 tEE3 f F司 伯 能 宮 刃eo主 大

宇 張 馬 野 司 者 代 IlJ 谷 倉 海
の
『司F の の の fT) の の の の の の の

Jレ ゴ ヲ ロ ヨ モ ホ ノ ト ソ コ オ

』一一ー 一 一
話ヲヲステ本車ノノ盆記艇ヲ知Fカシレ白「ノへ、数字ロ ト濁三司パノ、J、:JJのへ文宇

メ孤L起E指向-弧予指L向-恒詣 ヒ 遁 貼vV例主向如p、 遜Jレ シ話 ト 選ヲ話ス叉箱「へ シしア「ー ヲ 主ロロ手
モ 括 ス 」 ご ノ、 ノ、動但ト迭

ノ 孤ル名ルトヲルル アジ遁ヲノレ方

ト ノ、そ稗ユ 描T十コFエカ宇渇駄」で量2zv根でノ-バ「ル褐!λ?話っ明= 法ス コノアノ、話ノ、如 又モス J、

」ト以其ス例シ ノ、ノノレ石例

‘て

u 
p。
毒
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昭 和五年一月十八日後行
(定償金九拾九銭)

東京中央電話局
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<>電話番競簿に就て加入者ヘ<>

|古い番競簿を使用せぬこと|新らしい此

の番銃簿が屑きましたら、前の古い番鋭

簿は御使用にならない援に願ます。

|這加番競簿iま先に見る己と|追加番披簿

が出来たときは、先づそれから見る乙と

にし℃下芯い。

~支置場所勢更のとき|前設置場所

から電話番銃簿が引揚げられたと 3は、

移轄後間もな〈郵便で番銃簿を浩迭b致

します。使用者が紛失3れたと 3等は其

の旨御通知して番競簿の御買求を願ひま

す。何の通知もなく番競簿も行かなかっ

たときは御手童文でも加入課へ電話又は書

函で御通知を願以ます。

移轄の場合同じ電話を引績き御使用にな

る場合は番駿簿は御忘れなく新設置場所

へ御持ち下注い。

!十万三日以後の名義務fl此得税簿
更場所愛更は掲載なし

は四年十月一日現在の加入者を調査して

掲載したのであ bますから、二日以後に

名義叉は設置場所の獲更をなすった加入

者は掲載し℃あ bません。

{番披簿の誤謬訂正|紛忽校iEJζ

就3ましては出来る丈け誤謬のない様に

注意は致しましたが、国々一間透がある

之とを御接見の場合は訂正の都合があ b

ますから、成るべく早〈書面な b電話で

管局加入課(電話丸ノ内23-0421番ゅうへ御

申出を願ひます。

| 他 人 名 義 掲 載 請 求 | 他 人 の 住 ん

で居名家を機械設置場見Jfとする加入者の

分は番銃簿に掲載し℃も殆んど共の用を

なしませんから、可成『他人名義掲載詩

求jをな怠る事を御奨め致します。

l主 鋭 簿 掲 載 方|喬銃簿掲載

方tと悲E 立のあろ肉及「他人名

義掲載J 『重複掲載J等新規に請求をな

3る方は番銃簿締切期日までに掲載請求

書を御提出下3い。

?象--cr他人名義掲載J又は「重複掲載J

の請求をし℃ある方で、都合上御殿φ;と

なる場合は漢の年の三月十六日までに御

申出がないと、次の年度の掲載料を徴牧

芯れます / 

ー/
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